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巻頭言 
 

高木 尚 
全国訪問教育研究会会長 

 
訪問教育研究第２８集をお届けします。本誌は、

今年度の全国大会である、第２８回全国大会（近

畿）を中心に編集しています。本大会は、全訪研

の近畿ブロックである「近畿訪問教育研究会」が

大会を準備しました。全訪研の地域ブロックが大

会を実質的に「主催」するのは初めてのことであ

るとともに、今後の全国大会準備の新たな基礎を

築いていただいたと考えています。本誌には大会

の成果が充分に反映されています。 
 
訪問教育研究のバックナンバーを眺めている

と大変含蓄の深い文章に出会いました。第８回大

会（埼玉）のに記念講演をされた太田堯先生の言

葉です。要約すると、「人間は不完全なものであ

るが、その不完全さの中で、常に何かを求めてい

る『前向きの不完全さ』が重要である。前向きの

不完全性の中で私どもは子どもたちとの信頼関

係を回復することができる」ということでした。

そして以下のようにまとめられています。「不完

全である同士（子どもと教員：高木）が、一歩で

も前進したがる、障害の重い方の手を借りて私ど

もの世界を広めていくことによって、今求められ

ている、地球が求めている関わり合いの知恵を深

めていくということは、困難でもやりがいのある、

文明事業の最先端の仕事なのだというようにお

考えいただければありがたいと思うのでありま

す。」この２０年前の太田先生の講演の言葉は、

まさに今の課題のように思えました。日々子ども

たちと向き合い、喜び・悩み・考え・模索してい

る教員にとって「前向きな不完全さ」が求められ

ているのでしょう。 

 

 
 
元全訪研会長の西村先生は、本誌第１４集の巻

頭言で「全訪研も１４歳の思春期です。多感で可

能性にあふれています。」と述べていますが、そ

れに倣い以下のように考えました。「全訪研も２

８歳です。激動の青年期も終わりに近づきました。

『三十にして立つ』には、まだまだ課題が山積し

ていますが、皆さんとともに１歩ずつ前進してい

きたいものです。」 
 
本誌には「前向きに～」するための多くのヒン

トがここそこにちりばめられていると思います。

多くの方に手に取っていただき、忌憚のない御意

見を寄せていただきたいとお願いいたします。 



 

Ⅰ 全国訪問教育研究会第 28 回全国大会（近畿） 

全国訪問教育研究会第 28 回全国大会要項 

 

■大会テーマ■ 

「学校・地域に根ざした訪問教育を進めよう ～ひとりじゃない！ つながれば見えてくる 明日の

一歩」 
 

■開催日時■ 

 ２０１５年７月２９日（水）～３１日（金） 開会１３時００分（開場１２時） 

 

■会場■  

メルパルク京都  京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13  TEL075-352-7444 
キャンパスプラザ京都  京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939  TEL075-353-9111 

 

■主催■ 

 全国訪問教育研究会  近畿訪問教育研究会 

 

■後援■ 

 全国特別支援教育推進連盟・社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会・全国病弱教育研究会 

 全国肢体不自由特別支援学校ＰＴＡ連合会・認定 NPO 法人難病のこども支援全国ネットワーク 

 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所・NPO 法人医療的ケアネット 
 文部科学省・厚生労働省 
 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会・全国特別支援学校知的障害教育校長会 

全国特別支援学校病弱教育校長会・全国訪問教育親の会 
京都府教育委員会・京都市教育委員会 

 

■大会日程■  

７月２９日（水） 
１３：００～１４：５５  開会行事・基調報告 

１５：１５～１６：４５  大会記念講演 青野 浩美（ソプラノ歌手） 

「前例がなければつくればいい」 

１７：１０～１７：５０  全訪研総会 

 

７月３０日（木） 
９：００～ ９：５０  分科会打ち合わせ 

１０：００～１２：００  分科会 
１２：００～１３：５０  昼食 
１３：５０～１６：３０  共同研究者・役員懇談 
 
１８：００～       訪問なんでも交流会 
 

７月３１日（金） 
９：２０～１１：００  ワークショップ 

１１：１５～１１：４５  全体会・閉会行事  



 

■分科会■ 

①～⑨キャンパスプラザ京都、⑩メルパルク京都 

分科会名 分科会のねらい（◆共同研究者） 

①健康・身体づくり １ 

(障害が重く､日常的にさ

まざまな健康管理の必要

な子どもに対する関わ

り) 

障害が重く、日常的にさまざまな健康管理の必要な子どもに対する関わり

について考えます。呼吸・摂食・排泄・運動動作などの指導について講義・

実践を交えながら交流しましょう。（※午前はレポート報告、午後は実技講

座を行う予定です。） 
◆花井 丈夫（横浜療育医療センター 理学療法士) 

②健康・身体づくり ２ 

(姿勢づくりや子どもの 

活動を引き出す関わり) 

 

姿勢づくりや子どもの活動を引き出す関わりについて考えます。呼吸・摂

食・排泄・運動動作などの指導について講義・実践を交えながら交流しま

しょう。 

（※午前はレポート報告、午後は実技講座を行う予定です。） 
◆竹脇 真悟（埼玉県立宮代特別支援学校） 

③コミュニケーション １ 

（AAC を用いた 

コミュニケーション） 

 

重度・重複障害児のコミ

ュニケーションを育て

るための援助や配慮に

ついて、レポートを元に

訪問での実践内容を交

流しましょう。 

小中学部の訪問生だけ

でなく、過年度生など青

年期に入っている生徒

についても、｢コミュニ

ケーション｣という視点

から幅広く討議をしま

しょう。 

子どもたちの表出や表現を援助する手段として

ＡＡＣが注目されています。そのような実践から

学びましょう。AAC:Augmentative and 

Alternative Communication 

（拡大・代替コミュニケーション) 

◆渡辺 実 （花園大学） 

◆吉川 一義（金沢大学） 

◆苅田 知則（愛媛大学） 

④コミュニケーション ２ 

（重症児の 

コミュニケーション） 

 

「反応がつかめない」「応答が乏しい」と言われ

がちな子どもたちですが、丁寧な関わりで意思表

示や心の内面を捉えていく実践やその方法につ

いて話し合いましょう。 

◆川住 隆一（東北大学大学院） 

⑤あそび・文化と授業づく

り 

 

障害が重く、限られた環境条件の中での｢あそび｣は、どの教師も親も悩む

ところだと思います。貴重な経験や工夫を交流しあって共有の財産としま

しょう。訪問での実践内容、また、青年期に入っている生徒への実践につ

いても、｢あそび｣から発展した「文化」という視点から幅広く討議しまし

ょう。 

☆参加される方は、教材を持ってきてください。分科会内で教材紹介を

行います。 

◆木下 博美（全訪研副会長・京都府立舞鶴支援学校） 

⑥地域での生活支援と教

育 

   －医療・教育・生活 

 

「地域の中で生きる」視点での生活支援、卒業後の進路を見通した指導、

アフターケア、社会参加など、子どもたちの教育と生活を豊かにする地域

支援のネットワークづくりが大切になっています。 

医療的ケアを必要とする障害の重い子どもたちから内部疾患を持つ子ども

たちの地域での生活など、様々な障害のある子どもたちの就学前から在学

中、卒業後までの教育と生活を考えていきましょう。 

◆井山 信久（ライフアシストセンター代表） 

◆下川 和洋（全訪研全国事務局・NPO 法人地域ケアさぽーと研究所理事） 

午

前

の

み 

⑦施設内の教育 

 

分教室や施設内学級、施設訪問等の教育内容について、具体的事例を通じ

て実践を深めていきましょう。また、就学免除者等不就学者の教育保障に

ついて関係者との連携を大切にしながら進み始めている実践を交流しまし

ょう。 

◆河合 隆平（金沢大学） 



 

午

前

の

み 

⑧病気療養児の教育 

 

“生きる力を育む”いのちの輝く教育を求めて、病気療養児の教育内容・

方法や、院内学級・分教室・病院内訪問教育の実践を深めていきましょう。 

◆猪狩 恵美子（福岡女学院大学） 

午

後

の

み 

⑨教育課程 

（スクーリング、行

事、 

教育条件等） 

 

毎回の授業やスクーリング・交流、行事の参加を教育課程としてどのよう

に位置づけたらよいでしょう。各学校での取り組みや悩みを交流しながら、

訪問学級の教育課程づくりと学校づくりをつなげて議論していきます。 

◆猪狩 恵美子（福岡女学院大学） 

◆河合 隆平（金沢大学） 

午

後

の

み 

⑩特別分科会 

｢保護者とともに学

ぶ｣ 

 

訪問教育の親の願いは、在学中の学習保障にとどまらず、卒業後の生活や

社会とのつながりへと広がってきています。また、それを支える医療を含

むネットワーク作りの課題が極めて重要になっています。その中の一番の

問題は、コーディネートするキーパーソンが定まらないことにあります。

それは、訪問教育の保護者と重症児の保護者とが共通の課題として悩んで

おられることであり、各地域によって制度上の大きな違いが生まれる理由

の１つとなっています。普通に暮らし、普通に社会の中で生きていけるよ

うに、 近畿、そして全国の保護者のみなさんと支援されている関係者のみ

なさんが、一人でも多く参加していただいて、情報を交流し合い一緒に考

えていきましょう。 

◆岩井 正一（愛媛県重症心身障害児（者）を守る会 会長） 
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■全訪研第 28回大会（近畿）実行委員長挨拶 

 

教育の原点としての訪問教育 

渡辺 実 

花園大学 社会福祉学部 臨床心理学科 

 

 
ようこそ京都にお越し下さり、ありがとうござい

ます。京都では過去に2回全国大会を実施し、今回

で3回目の全訪研京都大会となります。しかし、今

回は今までの全国大会とは少し意味が違うかもしれ

ません。これまでの全国大会は、府県単位の地方研

究会が主体となって行ってきましたが、今回の全国

大会は府県単位ではなく、近畿という近隣の地域で

組織された近畿訪問教育研究会が、全国大会の実行

委員会を立ち上げての大会となります。これまで近

訪研は、府県の枠を超えて、近隣の地域と協力して

互いの府県の特色や課題を持ち寄りながら、地道に

コツコツと交流を深めてきました。近隣の地域が協

力し合って研究を積み上げていくような広がりのあ

る研究会が、今後も全国へ波及することを願ってい

ます。近畿のメンバーも今回の全国大会を期に、一

層近隣の地域とのつながり深めることができればと

思います。 

  私自身も大学で支援教育を学び、ちょうど卒業の

年が 1979 年の養護学校義務化の年でした。大学を

出たての若い私が、教員採用と同時に訪問教育の教

員となり、12年間、京都市の訪問教育を担当してき

ました。その中で、東京の御子柴先生を中心として、

全国の訪問教育研究会を作ろうという呼びかけがあ

りました。私も準備会の一員として東京の宿に泊ま

り、これからの訪問教育のあり方について熱い思い

を語り合ったことが昨日のことのようです。訪問教

育は、ややもすると孤立しがちな教育形態になって

しまうことから、ことさら研究会を作って交流して

いこうという思いは今も変わらないと思います。な

おかつ、今日まで全訪研の脈々とした流れが途絶え

ることがなかったのも、この教育を必要とする子ど

もたちがいるという、子どもたちの現実と事実があ

るからではないでしょうか。子どもたちや御家族か

ら教わり続ける訪問教育だからこそ、このように長

く続いてきたのだと思います。 

 昨年12月に、以前担任をしていた子どもが32歳

で、突然、天国に召されました。知らせを聞いて、

一瞬、まさかと思いました。その御家族は、子ども

の命を真ん中に据えて、三つの命を一つにして生活

をしているような御家族でした。しかし、これが現

実です。私も担任した子どもを何人か見送ってきま

した。「生まれてきてよかった」と思って欲しいと願

う中で、子どもたちの生に向き合うとき、この教育

に理屈はいらないと思っています。子どもを抱きな

がら、ひなたぼっこをした日の心地よさが忘れられ

ません。先生は、子どもたちに寄り添うことがすべ

てで、逆に何かの時は、子どもが先生の傍らに来て

もらえるような先生になりたいと思っていました。

人がいかに生きるのか、命との対話の中でこの教育

が進んでいくのだと思います。それが教育の原点と

いわれるゆえんではないでしょうか。私にとっても、

今も訪問教育は教育の原点として生き続けています。 

 3 日間ですが、家庭や病院、施設で待っている子

どもやご家族のために、少しでも心豊かな研究会に

なればと思っております。近畿訪問教育研究会のメ

ンバーも、一人でも多くの方に参加していただきた

いとの思いを持って準備をして参りました。至らぬ

点も多々あるかとは思いますが、ご容赦いただきま

すようお願いいたします。参加されました先生方、

ひとりひとりにとって、明日からの教育活動の糧と

なりますようにと願ってやみません。 



■大会記念講演 

「前例がなければ つくればいい」 

ソプラノ歌手：青野 浩美さん 
ピアノ：新 真由美さん 

 

 
(１)Song_1 「野ばら」 
 (拍手) 
 みなさま、こんにちは。今日は「全国訪問教育

研究会」の２８回目の記念講演にお呼び頂き、本

当にありがとうございます。そして、全国から暑

い京都にたくさんの方に集まって頂き、本当に嬉

しく思います。今日は今から、１時間半、ガチガ

チではなく、柔らかに過ごして頂ければと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
 お話の前に、お願いしたいことがございます…

何も難しいことじゃないんですよ…今、皆さんが、

私のことを“すごく”真剣に見て下さっている姿、

こちらからよ～く見えるんですけど、多少、怖い

(笑)…今、皆さん、笑って頂きました。そういう笑

顔で聞いてもろた方が私もしゃべりやすいです。

聞いてもうたら分かるとおり、関西人です。京都

市生まれの京都市育ち。「わろてもろうて、なんぼ」

なんでね。面白いな、思たら笑って下さい。 

 それともう一点。写真とビデオ…本当ならば

「撮らないで下さい」ていうのかもしれませんが、

私は全国いろんなところに伺って、たくさんの方

と出会う、そして歌やお話を聞いてもらうという

仕事をさしてもうてます。ですが、私、どこの事

務所にも入ってない(笑)んですよ。だからね、みな

さん一人一人が私を広報するつもりで、どんどん

写真・ビデオ撮って頂いて構いません(笑)。そして

ツイッターやら、フェイスブックやらでつぶやい

て頂いて構いません(笑)のでね。そして今日は全

国から皆さん、来て頂いていると思います。夏の

北海道って良いですね…沖縄もいいかな…東北

もおいしいものがあるしね、九州なんかもいいか

な(笑)…なんて思ってますのでね、みなさんどん

どん私をお呼び頂ければ(笑)どこへでも、参りま

す(笑)。 
 １曲目の歌、皆さんはご存じでしたか？ 「野

ばら」ですね。ドイツ語で歌ったんですが、聴き

取れました？ 「ウンウン…」言ってらっしゃる

方がいらっしゃいますね(笑)。素晴らしい。 
 さて声楽というのはヨーロッパで発達してま

いりました。だからドイツ語の他にイタリア語と

いうのも重要なんですね。今度はイタリア語の歌

を聴いてもらいます。毎度、おなじみの曲になっ

てしまいますが、皆さんもご存じの曲で「オー・

ソレ・ミオ」を歌います。日本語で言うと「あな

たは私の太陽です」という曲ですね。 



 
(２)Song_2 「オー・ソレ・ミオ」 
 (拍手) 
 ありがとうございます。たくさんのタブレット

が私の方を向いていて(笑)ものすごく、新鮮でし

た(笑)。撮るからにはですね、きれいに撮ってもう

た方が(笑)いいかなと思いますのでね…歌ってる

と、とんでもない瞬間っていうのがあるんですよ

ね、どうしても。そんなんが撮れたら、すぐに消

して(笑)もろた方がええかな、と、思います。 
 では、本題に入ります。 
 どう見ても日本人の私が、ドイツ語とイタリア

語の歌をまず、歌ったわけです。声楽家らしくっ

てことでね、まず紹介のために歌わせて頂きまし

た。 
 私は同志社女子大学というところで音楽を勉

強したんです。そこの声楽科というのは、ドイツ

語・イタリア語・フランス語・ラテン語の歌を中

心に勉強する、そういうところなんですね。そし

て、日本人であるということの他に皆さんが私を

見て気が付くことがありますよね？ そうです、

車椅子に乗っているということです。ということ

は、足が不自由なんだということは、皆さん方は

もう重々承知だと思います。 
 私は２３歳の時に受障しました。病気で車椅子

の生活になったんです。２３歳の時、私はまだ大

学で声楽を勉強してたんです…っていうとね、

『アッ、こいつどっかでダブったな…』(笑)って思

うでしょ？ 誰も私のことフォローしてくれな

いので(笑)、自分で言うしかないんですけど、ちゃ

んと４年で卒業したんですよ、そしてもう１年

「特別専修生」という形で大学に残って声楽の勉

強をしていた時、なんと１２月の２７日、もうあ

と何日でお正月という時に病気で倒れて、車椅子

の生活になりました。 
 今ではこうやって、車椅子に乗ってさえいれば

自走してどこへでも行くことが出来ますが、その

時には一度、寝たきりになりました。起きあがる

ことも出来ない。私はその時も今でも、家族と一

緒に住んでますから、一番身近にいる家族＝お母

さんを中心に、私のことを介護することになった

んです。年の暮れ、ということもあって仕事もお

休み出来て、私の介護をつきっきりでやってもら

うことが出来ました。起こしてもらわなければい

けないし、起こしたら寄りかかっていないとこけ

てしまうので、支えてもらわないといけない。そ



の時、「しゃべること」は出来ました。耳も聞こえ

たし、目も見えました。口にものを持ってきても

らえれば食べることも出来たんです。 
 ２３歳…もう大人ですからね、いくら母親とは

いえ、すごーく嫌でしたね。ご飯を「あーん」っ

てやってもらうのってね…ねぇ…もう２０年く

らいしたことがなかったわけでしょ？ すごく

恥ずかしかったし、嫌でした。でも、ご飯食べる

だけが人間の生活じゃないですよね。生活してい

く中で、これだけは人に見られたくないなぁ…っ

てこと、皆さんにはありませんか？ トイレ…お

風呂。これはやっぱり大人は一人でやりたい、と

思うわけですよ。ですが、トイレもお風呂も一人

では出来ない…お母さんとはいえ、恥ずかしかっ

たです。 
 今の家はバリアフリーに直してもらいました

けれども、当時は京都の一般的な古～いおうちに

住んでました。なので、お風呂もちっちゃい。お

母さんは私よりも二回りくらいちっちゃいかな、

そのお母さんが私のことを支えて洗わないとい

けなかったんですよね。でも「支えながら洗う」

ということが、お母さん一人では出来ませんでし

た。そしたら必然的に現れてくるもう一人の大人

がね、家族の中にはいるでしょ(笑)…そう、お父さ

んですよね。お父さんとお母さんにお風呂に入れ

てもらう…いくら親とは言え、お父さんは異性で

すからね…すっごい恥ずかしかったです。情けな

かったです。すごく嫌でした。 
 この話は、講演会なんかでようさしてもらうん

ですけど、講演会を始めて１年くらいの頃は「嫌

だった」ということを伝えるために、この話をし

とったんです。でも、自分の中に『何か嫌だった、

という気持ち、以外の気持ちが出てきてるなぁ…』

って感じるようになりました。それは「反省の気

持ちだな」ってことに気が付いたんです。 
 その時“私は”嫌だったんです。でも“両親”

の気持ちを一回も考えたことがありませんでし

た。両親だって、人間ですね。感情はあるはずで

す。２３歳まで健康に育ててきた自分の娘の、お

風呂を手伝わないといけなくなったんですよね。

嬉しいとか、楽しいとかいう気持ちで手伝ってく

れてるんじゃないだろうなって、思うわけです。

でも、その時はそんなことは全く考えられなかっ

た。もしその時、何か声をかけることが出来たら、

きっと父や母も悲しかっただろうし、辛かったん

だろう、と思うんですね。 
 よく「子どもが辛い思いをしてたら、親は代わ

ってあげたくなる」って言いますよね。もしかし

たらそんな風に思ってくれてたかもしれないの

に、何も考えてなかったです。だから、もうちょ

っと気が付くべきだったなっていう反省の気持

ちが残る、そんな出来事なんですね。 
 そんなこともありながら、年を越しました。そ

うすると、両親の仕事が始まることになります。

ずっと家で私を介護することが出来なくなった

んです。それでリハビリを目的に病院に入院する

ことになったんです。半年くらい、入院してまし

た。 
 リハビリ、いっぱいしました。リハビリは嫌い

なんですけども、しなしゃあなかったんでね(笑)、
しましたよ。自分で起きあがる練習、車椅子の自

走の練習、トイレもお風呂もお箸で食べる練習も、

全部したんです。そして半年後、退院する頃には、

車椅子に乗った状態で、自分の身の回りのことは

なんでも出来るようになりました。 
 その頃には車の運転も出来るようになってま

した。手動装置をつけた車を運転してます。今日

もそうやってここまで来ました。皆さんは右足で

ペダルの踏み替えをしますね。私は右足の代わり

に左手を使っています。ハンドルの左にレバーが

ついていて、それを押すとブレーキ、引っ張ると

アクセルになるんです。そして右手でハンドルを

操作する…そうやってどこにでも私は車で行け

ます。 
 車椅子の人が車に乗ると、「危ないんじゃない

かなぁ…」とか、「片側一車線のところなんかだと

後ろに大渋滞つくってめっちゃ迷惑になるんじ

ゃないかなぁ…」って思う人も、中には、いはる

んです。なので「違うんやで」っていうことを知

って頂くために、恥ずかしいんですけど、さらけ



出したいと思います。 
 名神高速道路を走ってたら、何と後ろから覆面

に(笑)追いかけられたんですね。後にも先にも一

回だけなんですけど、いわゆる「スピード違反」

ってやつですね(笑)。それ以降は、ものすごく注意

して安全運転に努めてますから大丈夫なんです

けども、手動装置をつけている車も皆さんと同じ

ように走れるんだ、と思っていただけたらいいか

なって思います。 
 おうちに帰って身の回りのことが出来るよう

になると、自分の中に欲が出てきてね、次は『私

の好きな歌をもっと歌いたいなぁ…』って思った

んです。入院中は、歌えないじゃないですか、だ

から、家に帰ってきて、『歌いたいときに歌えるっ

ていうのはすごい幸せ、私はやっぱり歌が好きな

んやわぁ！』って再確認したこと、今でも覚えて

ます。そして、おうちで一人で歌ってるのももち

ろん、楽しいんですが、でもね、やっぱり声楽科

っちゅうのは、人に聞いてもうてなんぼの世界

(笑)なんですよね。で、こうやって皆さんの前に出

て歌わせてもらいたいなぁって思いました。 
 そうやって歌い始めたら、「座って歌う」という

ことに抵抗を持たれる方も、中にはおられました。

皆さんも音楽の授業で歌の練習の時、まず「起立」

…足を肩幅に…少し前重心で…お腹に力を入れ

て腹式呼吸で…と言われたと思いますが、私は一

番最初の「立つ」ということが出来ないんですよ

ね。でも、それ以外のことは座った状態でしてい

ます。先ほどもマイクなしで歌いましたけれども、

この会場くらいならば、マイクなしで皆さんに聞

いて頂けるだけの声量が出るわけです。ですが、

立って歌うことに慣れている人にとっては座っ

て歌うことに対して、「お前出来るんか？」って聞

かれたこともあります。でも「座っててもちゃん

と歌えるから、聴いて」って思って、それを皆さ

んに知ってもらうことも大切やなって思って、こ

れからどんどん皆さんの前に出てこ、って思った

んです。それが発病してから半年後のことでした。 
 …そうやって頑張ってたのに、それを神様は見

てらっしゃるのか、らっしゃらないのか分からな

いんですが、ものすごく不公平なことが起きまし

た。それは、新たな障害が出たことです。「無呼吸

発作」というものです。呼吸が止まる、という発

作です。発作が起きたら呼吸が止まりますから、

それを助けてもらうために、人工呼吸器が必要に

なるわけです。皆さんのおうちに人工呼吸器って

ありますか？ あんまりないですよね。私の家に

もその時はありませんでした。病院に行って呼吸

器をつけるわけです。その時「挿管」という処置

をします。よくテレビドラマなんかでもあります

ね、口から管が出ている状態です。管が口から気

管に入って肺の近くにまで入っています。その管

を通じて空気を入れたり出したりということを、

呼吸器がしてくれるわけですね。意識がある中で

はとても出来ないような苦しい処置から、麻酔や

鎮静剤をかけた上でするようなことなんですね。 
 私は発作が起きるたびに病院に運ばれて挿管

して呼吸器を付ける、ということを繰り返してい

ました。ある時お医者さんに「この次、発作が起

きた時、お家で一人で留守番をしていたり、病院

から遠く離れたところにいた場合、命の保障が出

来ない」と言われました。だからといって、発作

が起きていない時はすごく元気なので、入院を続

けるということは考えられませんでした。じゃあ、

どうしようかとなった時、先生は「人工呼吸器を

お家で使えるようにしたらどうやろ？」って提案

してくれたんです。 
 ですが、呼吸器を家に持って帰ったって「挿管」

が出来なければ呼吸器は使えないでしょ？ じ

ゃあどうするのか…ってなったら「挿管に代わる

手術をして家に帰ろう」って言わはったんです。

それが「気管切開」です。私の場合、７０ミリの

管が入っていますが、そこに呼吸器をつなぐこと

が出来るわけです。いつ発作が起きても大丈夫だ

よっていうことなんです。 
 私はそれを聞いて、とっても良い手術だと思い

ました。そうすれば家で自由に生活出来るんです

から。「でもデメリットもあるよ」って先生に言わ

れたんです。それが「声を失うこと」だって言わ

れたんです。 



 『声を失うって、どういうこと…？』しゃべる

ことも出来ない、歌うことも出来ない。そういう

生活は考えられなかったし、考えたくもなかった

…。だから『うん、今の話はなかったことにしよ

う』と思いました。 
 ですが、そうこうしてるうちでも何度も発作は

起きるんです。そのたびに病院に運ばれました。

いつもならすぐに発作は治まるんです。ある時、

４日間、呼吸も戻らない、意識も戻らないってい

う時がありました。いつもと違うということで両

親は先生に呼ばれて「早いうちに親しい方と合わ

せてあげて欲しい」って言われたんだそうです。 
 両親は家に帰ってから「浩美のお葬式は、どん

なふうにしてあげようか。やっぱり音楽が好きだ

から音楽葬がいいんじゃないか、祭壇は…」とい

うような話を本気でした、と聞きました。 
 私は意識を取り戻してから、その話を聞いたん

です。そして『これではいけないな…』と思いま

した。「親より先に逝ってはいけない」って思うん

です。もちろん、病気や障害と闘って、それでも

先に逝ってしまうこともある、不慮の事故ってこ

ともある。だけど私には、まだ生きるための選択

肢があります。気管切開をするっていう方法があ

るんです。にもかかわらず「声が出なくなるのが

嫌だ」っていうことで、しなかった、考えること

もしなかった。それで親にお葬式の心配までさせ

てしまった…。それはおかしいなって、そんな親

不孝はないやなって思ったんです。だからといっ

て、すぐに「じゃあ、気管切開します」って言え

ないところが私の弱いところなんですよ。でもね、

考えないかんって思いました。そして一所懸命に

考えました。だけど一人ではどうしても結論が出

ない。その時に友達に相談しよ思ったんです。 
 音楽を一緒にやってた友達に聞きました。皆さ

んも考えてもうたらいいんですけど、突然、友達

からそんな本人の人生を左右するようなことを

言われたら、「やんなさい！」って言えますか？ 

「やめといた方がええんちゃう？」って言えます

か？ 
 私の友達、ほとんど「やれ」とも「やるな」と

も言いませんでした。「どうしたらいいかなぁ…」

って一緒に考えてくれたんですね。 
 ある友達はパニックになったんでしょうね、

「浩美ちゃんから声取ってしもうたら、何も残ら

へんもんなぁ…」(笑)って、嘘やろ、それだけかい

って(笑)…後々考えたら、そういうこともあった

りして、そして結論が出ずにいたんです。 
 ある時、アルバイトで一緒だった友達に電話で

相談しました。その人は電話越しに「アホか！」

って怒鳴りました。 
 「お前は、命と声を天秤にかけてる。そのこと

自体がおかしい！ 命さえあれば、いろんなこと

に可能性って出てくるんと違うか？ もしかし

たら、声にも可能性ってあるかもしれんやろ！ 

命がなかったら、声もクソもない！」って本気で

怒ってくれたんです。私は相談したつもりやった

んで、すっごくビックリしましたけど、それで覚

悟することが出来たんですね。 
 今から考えたら、命と声って天秤にかけるもん

じゃないっていうのは分かるし、当たり前やって

思うんですけど、その時はどっちが正しいなんて

思えないくらい追いつめられてました。 
 「気管切開しよ」って覚悟して、病院に行って、

そこでもう一度、先生から詳しい話を聞いたんで

すね。そしたら「今の医療の常識では、気管切開

をしたら声を失うっていうのは、イコールで言わ

れてるんだよ。ただ希望もある。それはカニュー

レには、しゃべれるタイプのもの（スピーチカニ

ューレ）もあるんだ。それを使ってしゃべっては

る患者さんもいるよ。ただ、全員が全員、それを

使ってしゃべれているわけじゃないし、それを入

れてしゃべってはる患者さんの声は、手術の前の

ようなクリアな声には戻ってません」って言われ

ました。どんな声かっていうと、ガサガサな声、

ちっちゃい声、違和感のある声、聞き取りずらい

声、しわがれたような声になるんだそうです。 
 私は『しゃべれるのだったら、いくら聞き取り

にくくても、しゃべりたい！』って思ったんです。

だから先生に「試させて下さい」ってお願いしま

した。そしてもう一つ先生に質問したんです。「も



しも私がスピーチカニューレを使ってお話が出

来るようになったら、歌うことも出来ますか？」

って。先生は何て答えたでしょう？ 
 「無理やと思います」「何でですか？」。そした

ら先生は「今までに気管切開をしてスピーチカニ

ューレを入れて、しゃべってはる人はいる、でも

歌ってる人は見たことも聞いたこともない。だか

ら無理やと思います。」って言わはったんです。 
 私、それ聞いて、嬉しくなりました。変な奴で

しょ(笑)。無理や言われて嬉しなったんです。なん

でか？ 
 まず「やってはいけない」ってことじゃない。

「誰もいいひん」って言わはっただけでしょ？ 

医学的な理由や物理的な理由でもないので、やっ

たことがないだけで、まず挑戦することは出来る

なぁって思ったんです。そして『挑戦して私が歌

えるようになったら、私が前例になることが出来

る！』って思ったんですね。ムチャクチャ嬉しく

なったんです。 
 …っていうふうに言うと、青野さんって強い人

やなぁ…って思うでしょ？ でもね、気管切開を

考えることすら出来なかった弱い人間です。なん

でそんなふうに思えたんだろうって長い間考え

て、これは多分、青野家の育て方が原因だったん

だろうって思います。 
 私のお母さんは、中学校で音楽の先生をしてま

す。今でも週に２回は中学校で音楽を教えてるん

です。私のお父さんは、体育の先生です。音楽と

体育の間の子どもなんです。見たとおりでしょう

(笑)？ 両方とも実技科目です。それも手伝って

やと思うんですけど、我が家では「やらずに無理

っていうのはダメ」って言われて育ってきました。

まず、なんでもやってみなさい。やらへんのに『無

理や～』なんて言ってた時には、それはそれは怖

かったですよ。ここでは言えないようなことがあ

りましたよ(笑)。ね…うーん。 
 そんなこともあって、「誰もいない」って言われ

た時に、『じゃあ挑戦すること、出来るんやろ』っ

てすぐに思えたのも、それが原因だったんだろう

って思います。そして手術に臨みました。 

 手術が終わって、いろいろなことがなくてここ

に至ったのであれば、私はここで話を終えて歌を

歌っていればいいんですけど、残念ながら紆余曲

折がいっぱいあったもんで、まだしゃべり足りな

いわけですよ(笑)。 
 今見てると、眠たいかな～という方がチラホラ

(笑)見えますので、ちょっと歌わしてもらいます。 
 では…そうですねぇ…今ここで曲を選んでま

す…そういうスタイルでさせてもうてますから

…さて、今日の私の衣装、何かに似てるってお思

いではありませんか？ 去年、何か見た映像に

(笑)何か出てきたなぁ(笑)そう言うば、その人も何

か歌とうたなぁ…って思いません？ はい、では。

みなさんがそう思って頂いたところで「Let it go 
ありのままで」を歌わせて頂きます。 
 
(３)Song_3 「Let it go ありのままで」 
 (拍手) 
 ありがとうございます。この曲について少しお

話させて頂きたいと思います。 
 この曲は、もちろん去年はやった「アナと雪の

女王」の一番有名な曲ですが、私はあの映画を見

たときに、すごく深いテーマとかメッセージがあ

ると思ったんです。あの話は、姉妹がいて、姉は

すごく特殊な能力を持ってるんですよね。手をか

ざしたら雪を降らせたり物を凍らせたりしてし

まう。でも、この能力は、一つ間違えるととても

害になるものです。それを周りに知られてはいけ

ないので、両親は彼女をお城に閉じこめてしまう。

そして妹と姉はバラバラになって生活をする。お

姉ちゃんはほぼ、外に出たことがない。そういう

生活をしているわけです。そして、この歌は、「変

わるんだよ、もっと自由になっていいんだよ」っ

て歌っているわけです。 
 あの話を見たとき、ディズニーが作った姉妹愛

があったりするお話だと思った一方、障害を持っ

た人たちをとりまく状況に似てるなぁと思った

んです。今の子ども達は、支援学校に行く、通う

ことが出来ない子ども達は皆さん方のような訪

問学級として、その子に応じた授業をするわけで



すね。それが今は義務教育として当たり前のもの

になりつつあるわけです。 
 ですが、たった３～４０年前には障害者を取り

巻く環境というのは、ものすごく悪かったんです

よね。支援学校があったとしても、障害が重いと

判断されたら「就学猶予・免除」で、行かなくて

も良いよって言われて、行きたくても行けなかっ

た、そういう子ども達がたくさんいたわけです。

そして、閉鎖的な村なんかだと障害を持った子ど

もを、おうちに隠しちゃう。この家に障害を持っ

た子がいるということを、周りに知られたくない

…というおうちがあった、と聞いています。１～

２００年前じゃない、３～４０年前の話です。 
 そんなことを聞いたことがあって、「アナと雪

の女王」というのは、実はそういうこともテーマ

にしているんじゃないか。今は変わってるけど、

決して３～４０年前に戻ってはならないんだっ

て、言っているような気もしました。 
 気管切開の手術後の話に戻ります。 
 一週間は、どうしても出血があるのでスピーチ

カニューレは使えませんでした。普通のカニュー

レですから、しゃべれません。人とのコミュニケ

ーションは筆談になります。私はホワイトボード

を持ち込んでいましたが、これがメチャクチャめ

んどくさいんです。だいたいみなさん、しゃべる

より書くのが遅いなぁという実感はありますよ

ね。でも、生活のすべてをそうやらなければいけ

ない、というのは大変なんです。そして私は関西

人ですから、おもろいことを思いついたらどうし

ても言いたく(笑)なるんです。我慢できなくなる

んです。で、書きますよね。最後まで書くのに時

間がかかるんですよ。だいたい真ん中くらいのと

ころでばれるんですよ(笑)。そうすると決して面

白くないし、笑いも起こらへんし…となってくる

と、それだけで私は心が折れました。 
 この私が、人と会うのがおっくうになるくらい

のストレスでした。一週間経ってスピーチカニュ

ーレがもらえる日を待って、入れてもらいました。

そしたら、うんともすんとも声が出なかったんで

す。それを見たお医者さんは「あなたはスピーチ

カニューレは不適応ですね…」 
 つまり「一生、声が出ないですよ」と言われた

のと同じですね。それを聞いたとき、私はカチー

ンと来ました。『なんで一つ試しただけで、あきら

めんのさ！』と思ったんです。 
 カニューレには、国産、外国産いろいろ流通し

てます。サイズもいろいろです。その時、病院に

あって私に合うかな、というのを持ってきてくれ

ただけ、それが合わなかっただけで「不適応」だ、

と。『何ていうことを言うんだ！ 私に合うスピ

ーチカニューレを持ってこい！』(笑)と…言って

ませんよ…(笑)思って、直接的ではなく、筆談で先

生に伝えました。すぐに伝わると思ってました。 
 でも、分かりました。相手は大学病院です。普

段付き合いのある企業のものはスッと入る、ない

業者のものは書類とハンコがないと入らないと

ひたすら断られました。でも、そんな病院の都合

で私の人生が左右されるって、そんなおかしなこ

とはないって思うたので、「そこを何とか！」って

先生に食い下がった。結局、３時間先生と筆談で

バトル(笑)して、最後は情で落として、「秘密だよ」

って言われながら試供品をかき集めてもらうこ

とになりました。 
 ３つめに、今のカニューレに出会いました。入

れた途端に声が出るようになりました。声の質が

心配されましたが、今聞いてもらっているこの声

って、手術の前と何ら変わりがありません。さっ

き、ビデオで手術前の声を聞いてもらったと思い

ますが、全然声、変わってないでしょ？ 多少、

若さは違うと思いますけど…ハハハハ…(大笑) 
 声の大きさも変わらないんですよ。こんだけし

ゃべれるんやったら、歌えるんちゃうかな…と思

てね、今に至ってるんです。あの時に「前例がな

いから無理」って言われて『そうか、無理か…』

って私があきらめていたら、皆さんと出会うこと

も、皆さんの前で歌を披露するって出来なかった

じゃないですか。「前例がない」という言葉は、よ

く耳にすると思うんです。でも、それって「前例

は作るもんや」ってかたちで、挑むことも大切だ

なって、自分の経験をもってそう思います。 



 今回のこの会は、ちょうど１年位前に、向日が

丘支援学校にコンサートに行かしてもうた時に、

長島先生にお会いしたのが始まりだったんです

が、その時、長島先生は「ビデオ撮らしてもらっ

てもいいですか？」っておっしゃったんです。「い

いですよ、どうされますか？」「実は私の持ってい

る訪問学級の子ども達が、本当は来たかったんだ

けど、きょうだい達が夏休みに入ってるから、お

母さん達がその子だけ連れてくるわけにはいか

ない。だから、ビデオで見せてあげたい。」 
 私はそれを聞いて「それやったら、講演終わっ

た後、お家にお伺いしますよ」(笑)って言うてしも

うたんですよ。「私の方が身軽なんだから、私が行

くよ」って感じで、２軒ともそれが実現したんで

すよ。 
 そしたらお宅でこんなお話を伺いました。２人

は、もうしばらくすると修学旅行に行くんだそう

です。そして「車じゃないと難しいかな」とおっ

しゃっていました。そこで私は「呼吸器や吸引器

を持って、新幹線に乗ってどこにでも行きますよ。

新幹線だけじゃなくて、飛行機にも乗って仕事に

行きますよ」って言ったんです。そのことにお母

さんは驚いておられましたが、そこで感じたこと

は、そういう親御さんたちは、小さい頃から呼吸

器を使っておうちにおられることが多かったと

思うんです。だから、その子が新幹線や飛行機に

乗ることは考えられなかったんだと思うんです。

そのことをお話したら、「知りませんでした」と、

前向きにお話してくれたのが心に残りました。 
 前例…という言葉を使ってますが、そのお母さ

んの言葉には「前例」がなかったんですよね。呼

吸器を持って新幹線に乗って修学旅行に行くと

いうことは考えもしなかったことなのでしょう。

でも、前例は探せばあるかもしれないし、ないの

だったらその子が作ってゆけばいいんじゃない

かとも思うわけです。そんなことの中にも「前例

がないからあきらめる」ではなく、自分で一所懸

命になって作ることの大切さがそういうところ

にもあるんじゃないかな、と思っております。 
 では、次の曲です…うーん、これは止めるか(笑)

…これ？（※ピアニストの新さんと目と目で相談

しています）…次は「海」を歌います。実は昨日、

ＮＨＫの「イナイイナイバー」と「お母さんとい

っしょ」の両方の番組で歌ってたんです。『なんで

お前、その年で見てんねん！』(笑)って思ってる人

…私、一人でじゃないですよ。１１ヶ月の甥っこ

がおってね、その子と毎日一緒に見てるんです。

でも「海」は久々に聞いて、とっても良い曲だな

って思って、歌わせていただきます。 
 
(４)Song_4 「うみ」 
 (拍手) 
 ありがとうございます。 
 先ほどもお話しましたけど、人とのつながりっ

ていうのが私は、病気になって障害を持って、す

ごく大きなものだなって気がついた…改めて感

じました。私は個人でこういう仕事をしてます。

事務所が仕事を取ってきてくれるわけじゃない

んです。私が持っているこの「携帯」に全部、入

ってくるわけですね、直接。私が電話を取って、

日程を決めてるんです。じゃあ、その相手はどう

やって私の連絡先を知ったのか？ 
 その前にどこかで、私の歌や話を聞いて、主催

者に問い合わせてつながっている。今までのお仕

事はぜーんぶ、つながってるんです、どこかで。 
 今はありがたいことに、平均すると一週間に一

回くらいは歌わせて頂いています。ただ、７月８

月はムチャクチャ暇なんでね…空いてますよ(笑)。 
 そんなふうにつながっているって考えると、人

の輪って、すごいなぁ～って思うんですよね。 
 沖縄にも、北海道にも、仕事で呼んでいただい

たことがあります。まだまだ足りへんから、呼ん

で欲しいですけどね(笑)。毎回専属のピアニスト

としてやらせてもらっていて…どこまでも行く

よね？ 真由美ちゃん、飛行機好きやもんね…

(笑)飛行機乗せといたら、一日黙ってますからね

(笑)。 
 それから「ありがとう」という言葉がすごくあ

ったかいんだなぁということも、障害を持って初

めて感じることが出来ました。２３歳で障害を持



ってるんで、いい大人やったわけで、それまでっ

てあんまり意識して「ありがとう」って言ったこ

とって、なかったなぁって感じました。だから、

それからはすごく意識をして「ありがとう」って

使うようにしています。今では、しょっちゅう言

うてますね。「ありがとう」をきちんと伝えること

って大切だなって、障害を持ってから感じること

が出来ました。 
 最後に「ビリーブ」を歌います。「ウンウン…」

って頷いて頂いて、ありがとうございます。教育

現場におられる方には定番の曲ですね。この曲は

私が小学校の頃からありました。とっても明るい

曲やし、合唱で歌ったら元気やし、ハーモニーも

あって、きれいな曲やなぁ…と思って好きやった

んですね。ですが、これを自分が車椅子の生活に

なって、そして一度声を失って、もう一度声を取

り戻してから歌ったとき…『この曲って、私のこ

とを思って作ってくれはったんちゃうやろか…』

違うんやけど(笑)…そんな歌詞があることに気が

つきました。 
 「悲しみや 苦しみが いつの日か 喜びに 

かわるだろう」… 
 「悲しみ｣「苦しみ」って言葉ってマイナスの言

葉で、「喜び」ってプラスの言葉でしょ？ あんま

り近くにある言葉じゃないのに、「いつの日か 

喜びに かわる」って言うんです…そんなことっ

てあり得るって思いますか？ 皆さんの生活の

中では、あんまりないんじゃないのって思うかも

しれません。ですが、私は経験しました。 
 私は音楽の母と体育の父の間に生まれた子で

す。ちっちゃい時から音楽と体育だけは人一倍、

出来ました(笑)。他の教科は聞かんといて下さい

ね(笑)。そんな私が、ほとんどの人が出来ている

「歩く｣ということが出来なくなった時、どんな

気持ちになったでしょう。それはそれは、悲しか

ったし、辛かったし…『なんで私じゃないとあか

んかったの？ もっと他にいたじゃないか！』な

んていうふうに思ったこともありました。 
 それから、入院してたりすると特にですが、『友

達が私のこと、忘れてくんちゃうか？ いや、も

う忘れたかもしれんな…一人ぼっちやな…』って

思ったら、涙が止まらなくなったことも、ありま

した。昼間は、我慢できるんです。でも、暗くな

ってくると、もう涙を止める術を忘れる、という

ことがありました。 
 ですが、「今日、午後７時くらいに、また青野さ

ん泣きはるんちゃうか…？」って心配な人、いま

すか？(笑)…ですよね。もう泣きません。なぜかっ

ていうと、悲しい・苦しいって思ってないからで

すね。じゃあ、その時と何が違うんだろうか？ 

身体の状況は何も変わらないんですよ。だって、

その時も今も、車椅子の生活だし、未だに夜間は

呼吸器をつないで寝てるわけですよね。それなの

に、今は笑うて暮らせる…。この違いはなんだろ

うか？ 
 泣いてた頃は、障害や病気がすごく嫌だったん

です。恥ずかしかったんです。でも、今自分の障

害や病気のことを恥ずかしいとは思いません。嫌

だとも思いません、誤解を恐れずに言いますと、

私は今のこの自分の身体のことを誇りに思って

います。私の仕事は、日本全国いろいろなところ

に行っていろいろな人と出会って、歌を聞いて頂

く事です。何故、皆さんは私の歌を聞いて下さっ

たんですか？ 気管切開をした声楽家だから、で

すよね。それはまぎれもない事実です。私が気管

切開をしてなかったら、今日この場で出会うこと

はなかったはずです。 
 昔、私は自分の障害や病気のことが、すごく嫌

でした。でも今は「そのお陰で、この仕事をさせ

てもらってる」わけなんでね、すっごく喜びに感

じてます…っていうふうに言うと、『ほら出た、き

れいごと…』(笑)って思うでしょ。でもね、本気で

思ってるんですよ。 
 これも誤解を恐れずに言います。私は自分の仕

事を誇りに思ってます。だって、自分が歌を歌っ

て話をして、拍手をいただける仕事って、あんま

りないでしょ？ また、聞いてもうた人の、少な

くとも何人かは『明日から頑張ろうと思うた』っ

ていう人もいはるわけですよ。その仕事が出来て

るのは、この身体があるからなんです。 



 どうします、明日、この障害が治ったら…？ 

明日私は、失業します(笑)。もうねぇ…三日前に３

２歳になったんですけど、３２歳で中途入社…こ

れはねぇ、いくらなんでも厳しいですよ、どこの

会社も入れてくれないと思います。この仕事をず

っと、続けていきたいです。 
 なので、この障害・病気は、私の今の生活にと

ってはなくてはならないもんです。もちろん、病

気や障害が良い事だとは言いませんよ。でも、私

はこの身体になった以上、この身体を活かして仕

事さしてもらってるわけです。仕事を続けるため

には、この身体じゃないといけないわけです。 
 …っていうふうに考えると、悲しい・苦しいっ

て泣いてた頃と違って、今は全然そんなことない

っていうことは分かって頂けたかなって思いま

す。 
 なんで、そうなれたのか？ 一人の力じゃとう

てい無理ですね。私には多くの仲間、友達がいま

す。だから、こういうふうになれました…私の一

番の親友を紹介しましょうね…新真由美さんで

す。(拍手) 
 いつもは「真由美ちゃん」って呼んでます。私

の大学の同級生でプロのピアニストです。いろい

ろな方のピアノ演奏をしているわけですが、私の

専属ピアニストとして、毎回、一緒に回ってもら

っています。真由美ちゃんは、決して福祉職でも

医療職でもありません。でも、私と泊まりで仕事

に行ったら、必ず人工呼吸器の隣で寝てはるんで

す。「皆さん、今日は呼吸器の横で寝てください」

って言われたら、ちょっとドキドキしません？ 

真由美ちゃん、関係なく寝ますね(笑)。 
 「なんで真由美ちゃんは、ドキドキしいひん

の？」って聞いたことがあるんです。そしたら「別

に特別なことに思わへんから」って言うてくれる。

真由美ちゃんは近視で目が悪いんですって、それ

を補うために、コンタクトをしてピアノを弾いて

仕事をしてはるわけです。真由美ちゃんからコン

タクトを取り上げたら、ピアノを弾く仕事が出来

ないんです。私から呼吸器を取り上げたら、お泊

りのお仕事が出来ないんですね。「だから別に私

のコンタクトと何も変わらへんやん」って言うて

くれる…。 
 「布団や枕がなかったら、寝にくいやろ。浩美

ちゃん、呼吸器なかったら寝にくいんやから、別

に何も特別なことやと思わへんで」って言うてく

れる。友達やし、気を遣わしてるんかなぁって思

うんやけど、だいたい私よりも先に寝てね(笑)…
後まで寝てるよね…きっと心から安心してくれ

てるうんだと思うんですね。 
 真由美ちゃんは、きっと呼吸器のことをよくよ

く知ってるから、怖いもんじゃないってことを知

ってるから、別に怖くない、特別なものじゃない

って言ってくれる。確かに、知らないものは怖い

よね。ちょっとずつでも、いろんな人が呼吸器っ

て特別なもんじゃないんだとか、障害ってそんな、

触ってはいけないものではないんだ、っていうこ

とを知ってくれたら、社会はすごく生きやすくな

るんじゃないかって思います。 
 だから、ちょっとずつでも、いろんな人に私の

歌や話を聞いてもらった中で、「特別じゃないの、

皆さんとおんなじ人間だもの」っていうことを伝

えるためにも、この活動は続けてゆきたいと思い

ながら、歌っています。 
 友達もそうですけど、一番大きいのは「家族」

の力だと思います。私には両親がいて、弟と４人

で住んでます。２年位前に妹が嫁いで、今は１１

ヶ月の甥っこがいるわけですね。車で１５分やか

ら、毎日、来よるんですよ(笑)。そんな家族がいて、

今私がいます。普通の親心としては、リスクの高

い私を遠くに送り出すことを「嫌だな」って思う

かもしれないです。家にいれば、もし発作が起き

ても私たちが何とかしてあげるからっていうの

が、親心なのかもしれません。 
 でも、うちは違うんですよ。「お前にしか伝えら

れへんこと、伝えに行くんやろ？ お前にしか出

来ひんこと、しに行くんやろ？ 暑い…とか、朝

早い…とかグチャグチャ言うてないで、はよ行

け！」(笑)って追い出されます。 
 そんな風にたくさんの人に支えられながら、活

動しています。今日から、皆さんもそのサポータ



ーの一人ですからね。ダメですよ、抜けたりとか

したら(笑)。 
 そんな気持ちも込めながら最後に「ビリーブ」

お聞きください。皆さんもご存知だと思います。

もう一度、言葉の意味を解釈しながら聞いてもら

えたら良いなって思います。 
 
(５)Song_5 「ビリーブ」 
 (拍手) 
 
(６)質疑応答 
Ｑ：同志社女子大は、キリスト教の学校ですね。

ヨハネ伝９章２節から３節の影響を受けていま

せんか？ それが支えになっていませんか？ 

それを是非、聞きたいです(笑) 
Ａ：申し訳ございません…(笑)確かに、キリスト教

の学校でございました。賛美歌もおうちにはござ

います。ただ、うちには仏壇もございまして(笑)妹
の嫁ぎ先もお寺でございまして…(笑)。私の家の

前も、お寺(笑)なんです。すいません、どんなとこ

ろでございましたか…(笑)言うて頂いたら…(笑) 
Ｑ：言わして頂きます。ヨハネ伝９章には、こん

な場面があります。弟子たちがイエス・キリスト

と通っていると、盲人がいた。そしたら、弟子は、

その盲人を指差して「あの者が盲目（めしひ）に

て生まれたのは、誰の罪によるぞ、己のか、親の

か」イエス答え給う「己に罪にも、親の罪にもあ

らず。彼の上に神の業の顕れんためなり」…私は、

あなたの中に「神の業」を感じるからこそ、伺う

のです。 
Ａ：ありがとうございます。そうですね、決して

私は、障害を持ったのは自分のせいでもなく、親

のせいでもない、と思ってます。神様ということ

をお話したので、そう質問して下さったんだと思

いますが、神様にしろ、仏様にしろ、私のことを

ずっと見て下さっているのは確かだなって感じ

ますし、私がこうなってのも、きっと何かの理由

があってのことだと思うんです。やっぱり、私の

この性格で、この身体を与えて下さったので、こ

の仕事をさせてもらってますのでね…。ありがと

うございます。 
Ｑ：すばらしい歌とお話をありがとうございます。

私は今訪問で、人工呼吸器の子の担任をしていま

す。よくお母さんと一緒に学校に来てくれて、い

ろんなことをさせてあげたいと思うんですけど、

その中で「プールに入りたい」っていう希望があ

ります。訪問の子が学校に来てプールに入るって

いうのは、それこそ前例がないです。そういう想

定もしていない。これからいろいろな条件を考え

ていかなければいけないと思うんですけど、やは

り怖い、というのがまずあります。先ほどのお話

のように「知らないから怖いんだろう」っていう

のもあるんですけど、何かあった時に責任がとれ

ない、私が辞めたところでその子がかえってくる

わけではない、ということもあります。「あかんか

った前例」を作ってしまうんじゃないか、という

心配もあって、慎重に慎重に、になってしまいま

す。それが保護者や世間一般の考え方になると、

責任逃れで慎重になっているのではないか、とい

う声があるのかなと思いながら、一歩踏み出して

やりたいところと、悪い前例になってしまっては、

というところと、そこを悩んでいます。「慎重」「責

任」というところでは、どんな風に思われます

か？ 
Ａ：ありがとうございます。私の場合は…そうで

すね、自己責任なので、自分で勝手にやらしても

らったので、そのあたりは立場は違うかなとは思

います。おうちでプールはされてない？ 
Ｑ：お風呂くらいです。 
Ａ：例えばですけど、一度くらいベランダなりで

小さいプールをやってみて、どうすれば安全なん

だろうかということを、皆さんで作り上げてゆく。

いきなり学校のプールに入れるっちゅうのは、厳

しいと思うんで、少しずつ出来たことを積み重ね

ていくと、きっと皆さん（保護者も本人も）が自

信を持って出来るようになってくんだと思うん

ですね。いきなり、前例のないこと、突拍子もな

いことをやる、というのは私も違うと思います。

プールに関してですが、私は夜間だけの呼吸器な

のですが、プールには入ったことはありません。



ですが、いつか泳いでやろうか、と(笑)思っており

ます。イギリスには、気管切開をしたまま普通に

泳いでいらっしゃる、そういう団体があって、そ

ことの連絡もとれてるんです。後は私の英語力だ

け(笑)っていう…。もしかしたら、数年後には、皆

さんにご報告できるかもしれません。 
Ｑ：今日はありがとうございました。結局、自分

が担当しているお子さんが、気管カニューレを使

っているのですが、中に入っている部分が動脈に

近くて、ちょっとでも動脈に当たると、それが切

れて出血多量で…と聞いています。なので、身体

を起こして何かをする、どの程度ならいいのか、

とか、そのへんが自分では計り知れません。今、

青野さんのおっしゃったように、少しずつ経験を

積み重ねてゆくことが大事なんだな、と思います

が、ご自身の運動ということでは、どんなことを

感じておられますか？ 
Ａ：私の場合ですが…頸の周りの動きは結構平気

なんです。頸は動いてるように見えるんですけど、

中ってそんなに動いてないです。カニューレを押

し込んだり、持ち上げたりすると、中が動きます。

そして、怖いのが、下向きに押されると、内部が

食道側に押されるんですが、上にあげると動脈に

当たってしまいます。動脈瘤破裂の時は、上向き

の力がかかってるんだろうなって思います。また

私は昼間は呼吸器から離脱してますが、２４時間

ついている人の場合には、ホースのちょっとした

動きが、カニューレ部分にすごくテンションをか

けてしまうことがあります。それと、あくまでも

私の場合ですが、カテーテルマウントの部分リユ

ースしています。使うことで柔らかくなって使い

やすくなってくるからなんです。新品は硬いんで

すよ。本人がどう感じているかにもよりますが、

物理的に柔らかいものに変更するのも手だと思

います。また、カニューレからのホースを、身体

の中央を通すようにすることで、身体を動かして

も、引っ張られることがないので、私はそうやっ

て寝ていて、自己抜去などもありません。左右に

出すと、ちょっとでも身体が動くと引っ張られて

しまうからです。 

Ｑ：私の担当しているお子さんは、気管切開をし

ていますが、誤嚥をしてしまって、分離手術をし

ています。お母さん達もすごい葛藤の中でされて

います。意識障害でなかなか反応も難しいんです

が、先ごろ、居住地校交流で、近くの中学生と交

流しました。彼らは歌を歌ってくれたんですが、

私も感動したくらいの歌でしたが、その子も目を

見開いて、涙をためていました。それを見て、ま

たみんなで感動したということです…青野さん

は、こういった音楽の力、というものを、どのよ

うに感じておられますか？ 
Ａ：ありがとうございます。私にとって音楽は、

言語…といいますか。楽譜って読めない人にとっ

ては未知のものですよね。でも、私は小さい頃か

ら楽譜に親しんでいますから、読めます。ですか

ら、音楽は「言語」のようなものとしてとらえて

います。ですが、英語圏の人でも中国語圏の人で

も、音楽に関しては一つになれる、高校の時に吹

奏楽部で、そういう経験をしています。中国に演

奏旅行に行ったとき、演奏をすれば、一つになれ

るということを経験しました。人種の間でもそう

だ、ということは、遷延性の意識障害と言われて

いるような人たちにも、きっと伝わっているんだ

ろうなって思います。もしかしたら、日本語は理

解できなかったとしても、音楽では伝わっている

と私は信じています。それは年齢に関係ないと思

います。子どもだって、老人だって同じです。音

楽が嫌いだという方はあまりおられないと思い

ます。音楽そのものが、心に直接響いてくる…と

いうものだろうと思います。ぜひ、先生が担当し

ていらっしゃる生徒さんのところに私をお呼び

下さったら(笑)と思います。 
Ｑ：山の中ですけど、来てください(笑)。 



第１分科会「健康・身体づくり１」 

■共同研究者まとめ 

花井 丈夫 

横浜療育医療センター 理学療法士 

 

参加者は３０名弱。比較的アクセスの良い京都での

開催であったためか、東北から九州まで参加者が分布

していた。 

今回のレポート（話題提供）は、大阪市立平野特別

支援学校の訪問担当の塚本先生でした。 

担当する２名の児童の身体の課題を訪問リハの理学

療法士、作業療法士と合同授業で行い、重度の児童を

担任したことがなかった不安や悩みを解消し、さらに

授業の幅が広がったという２点がポイントの報告であ

った。 

まず一つ目の「重度の児童への不安や悩み」とは、

対人援助における危機管理の知識経験の不十分さであ

ろう。具体的には骨折などの事故、疲労などにより健

康状態の悪化など、身体を触ることによる危機管理の

知識とそれに基づく技術である。知識経験がない教師

にとって不安である以上に、その不安な教師に目の前

で子どもを預ける母親（家族）はもっと不安であるに

違いない。医療職は基本的なトレーニングでその点が

担保されている。教育職である教師にそのトレーニン

グがなければ、ただの経験だけでは、特に健康状態の

不安定な児童の家族にとって、いくら教育が必要であ

っても、経験のある教師と言われたとしても市民的な

感覚で任せるには、不安・不信なったとしてもいたし

かたない。それほど、健康上の問題で訪問教育となっ

ている重度児童の家族は、これまでに医療職からサポ

ートを受けて、なんとか育てて、児童の健康を維持し

ている場合も多い。理学療法士、作業療法士は医師・

看護師と比すれば医療面で不十分なところもあるが、

重度な児童に対しては、多くの場合医師・看護師と協

働して治療などを行ってきている中でトレーニングを

している。また、児童が入院中において家族に介助介

護についての指導をしてきている場合も多い。したが

って、教師以上に家族の療法士に対する信頼度は高い

場合が多い。今回のレポートでは、家族の安心や信頼

の上に児童への働きかけが行われることは、訪問教育

における重要な環境因子であることに強く気付かされ

た。まさに、「この手があったか！」という気持でも

あった。特に、今回のレポートの訪問リハは重度児を

専門とする施設からの派遣であるため、児童にとって

も恵まれた環境であると思った。もちろん、合同授業

というのではなく、重度な児童をみる教師が相当に十

分なトレーニングを行えばという考え方もあるが、や

はり、今日の市民感覚では、それが行われているとし

ても家族が十分に安心し信頼できるまでの感覚になる

にはまだまだ時間を要するのではないか。昨今、特別

支援学校に療法士が勤務している自治体も多くなって

きた。訪問の導入については、療法士との合同や訪問

看護ステーションとの連携等が重要に強く思えてきた。 

二点目の「授業の幅が広がった」という点について

は、報告者の塚本先生は、一方で「療法士のリハビリ

を中心にこちらが合わせる方がいいのか？」「療法士

に合わせて授業つくりができていない！」と述べてい

た。おそらく、授業に合わせて療法士にサポートされ

ることで、本来の療法士の仕事、療法士が行うべき時

間を授業サポートに取られてしまって、児童に不利益

を与えてないかと心配されているのだと感じた。確か

に、授業に合わせてしか身体を使えないと、治療とし

ての側面で不足するものが生じることもあるかもしれ

ない。しかし、一般的なリハビリ（療法）は、患者の

主体的な社会参加、日常生活等の活動の主訴を支援す

ることが主たる目的である。療法士はその主訴も含め

評価し、プログラムを作成するのであるから、「授業

に身体を十分に使って参加したい」という主訴は、療

法士の役割・目的をなんら阻害するものではない。そ

ういう意味で合同授業は重度な児童にとっては「自立

活動」であり、療法士と教師の側から「発達の支援」

という文脈において共有できる場面と考えられる。 

今回の報告は、教師と療法士の合同授業が、従来み

られた複数教師による訪問よりも、安心で安全で質の

高い発達の支援が提供できるという、児童にとって価

値の高い構造を持っていることに気づかされた。訪問

教育の研究において、この面についてより深めていく

ことは課題であると考えられる。 



第 2分科会「健康・身体づくり２） 

■共同研究者まとめ 

竹脇真悟 
埼玉県立宮代特別支援学校 

 
○今大会も、本分科会にレポート報告がなかった

ので、前半は、共同研究者による健康・身体づ

くりに関する基礎講座、後半は呼吸障害の関す

る基礎講座と実技研修を行った。本分科会には、

１５名の参加があり、訪問教育の経験年数が３

年前後の方が多く、身体の取り組みについて基

礎から学びたいというニーズが高かった。自己

紹介では、自立活動教員との複数訪問を行って

アドバイスを受けている学校もあったが、訪問

担当が身体を含むすべての授業実践を行ってい

た学校が多かった。在宅訪問では、訪問看護や

PT を利用している児童生徒も増えており、他

職種との情報交換やケース検討を行っていると

いう報告もあった。訪問教育の子ども達は、障

害の状況や家庭環境で一定の姿勢をとらざるを

得ないことが多いため、通学生よりも身体各部

の変形・拘縮が悪化しているケースが多い。 
●基礎講座 
「肢体不自由児への支援の基本」「呼吸障害の基

礎知識と呼吸介助」 
●実技研修 
「支持面とリラックスする姿勢づくり」「重心を意

識した運動支援」「呼吸支援の実際の手技について」 
○参加者の感想から 
・実技の時間があり、子どもの気持ちになって受

けることができ、子どもはこんなに不安になる

のかということが分かった。動く前に体重移動

をするというのは目からウロコだった。体重移

動すると自分から自然に動きたくなるのだと思

った。これまで自己流で子どもの身体の支援を

していたので、学んだことを２学期からの授業

に生かしていきたい。 
・今回、呼吸の介助をじっくり実技ができたので

よかった。仰向けだけでなく、側臥位やうつぶ

せなどのやり方や、呼吸がしやすい抱っこの仕

方など、いろいろなやり方を学ぶことができた。 
・少ない人数だったので、実技の時間、先生が実

際に自分の身体でやってもらうことができ、押

す方向や力の入れ具合などを実感することがで

きた。見ているよりもずっと少ない圧で効果が

でていることもわかり、正しいやり方をすると、

効果が大きいのだということが分かった。 
・担当の子どものことを相談できてよかった。な

かなか緊張をゆるめてあげることができなかっ

たが、呼吸の苦しさもあって努力呼吸の結果強

くなってきているのではというアドバイスで、

もう少し呼吸について取り組んでみる必要があ

るのだということを学んだ。 
○訪問担当教員自身が、健康や身体に関する基礎

知識を深め、短時間でも継続的に取り組むこと

が大切である。訪問教育での授業でしっかりと

覚醒し外界に気持ちを向けていくためには、呼

吸が安定し身体が楽な状態になることが基盤と

なる。固まってしまっている子ども達の身体を

解放するためには、継続した実技研修が大切で、

自分の感覚として体得できないかぎり、子ども

自身気持ちよいものとして受け止めることはで

きない。障害の重い子に関する研修の場が少な

い現状があるので、この全国研に継続的に参加

し専門的な力量を高めて欲しい。 
○今後は、訪問教育でどのように身体づくりを考

えていくのかという枠で考えるのではなく、在

宅を支える他職種の方との連携をいかに図って

進めていくのかといった視点が、健康や身体づ

くりでは大切になってくる。来年度に向けては、

訪問担当者がどのような実践を行ったのかとい

う視点からのレポートづくりだけでなく、他職

種との連携を進めた経過や内容のレポート報告

があるとよいと思っている。 
○訪問教育を自身のフィールドとして長く携わっ

てくれるような若者を育成することも、訪問教

育全体の課題として提起したい。 
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○子どもの発達と動きの学習を進める際に大切

にしなければならないこと 

Ⅰ．コミュニケーションとして身体に触れる 

訪問教育対象の子どもは、障害が重く身体の変形

拘縮が進んでいるケースが少なくない。身体を楽に

する教育活動を通して「この抱っこいいな」などの

気持ちを抱き、担任の存在を求めようとする基本的

な信頼関係をつくることが大切である。 
Ⅱ．自分の身体への自己認識力を伸ばす 

子ども達は、身体の痛みや呼吸のしにくさが常態

化してくると、苦しい状態が当たり前となってしま

っているために意識にのぼらなくなる。身体の取り

組みを通して、呼吸が楽になる、姿勢が変えられる

などを体験することを通して、子どもが自分の身体

の状態を理解し、「呼吸をもっと深くしたい」「この

姿勢はきついので楽な姿勢になりたい」など、自分

の身体の苦痛を伝える力やよりよい身体状態を求め

ようとする力を伸ばし、「身体の主体者」となれるよ

う援助することが大切である。 
 

●基礎講座① 「肢体障害児への支援の基本」 

＜肢体障害を理解する＞ 
 「身体を動かす」ためには、脳をはじめとする神

経系、身体を支える骨格、関節を動かす筋肉とが正

常に働く必要がある。このうちのどれか一つに障害

があっても動かすことができない。中枢神経の障害

では脳性麻痺や二分脊椎など、骨格の障害では先天

性骨形成不全症など、筋肉の障害では筋ジストロフ

ィー症やダウン症などがあげられ、肢体障害の子ど

もはこの三つの要素が絡み合って肢体障害の状態像

をつくっているのだが、これだけでは身体を動かす

事ができないのである。 
電車で例えて説明すると、これら三つの要素は電

車の車体にあたり、正常に動かすためには架線から

の電気（栄養・酸素）や運転手（意識・認知）も必

要なのである。架線からの電気は、呼吸障害や摂食

障害、てんかんなど重複する障害の要素であり、運

転手は知的障害にあたる。身体を動かす三つの要素

が整っていても、架線が切れていたり、運転手が未

熟であったりしたら正常に動くことができないので

ある。また電車は線路しか走れないのだが、路線（教

育・福祉・法律）を拡げることで様々なところに行

くことができるようになる。 
身体の取り組みでは、子どもの気持ちを抜きにし

て、どのくらい手が動いたかなど外面的な身体の改

善に目が行きやすい。しかしどんなに障害の重い子

どもでも「自分の身体の主人公になりたい」、「より

よく生きたい」と願う存在だということを忘れては

ならない。自分ではなかなかうまく動かせない身体

を一緒に動かし、「自分の身体はこうすると動くのだ」

と、子ども自身が自分の身体の動きを理解できるよ

うなはたらきかけを大切にしていきたい。また同時

に視覚や聴覚、触覚など身体各部から感じ取られる

様々な感覚を統合して、外界を自分の力で積極的に

とらえているのかという視点も加える必要がある。

そうすることで「自分が動いて寝返ったら、おもち

ゃがとれた」というように、身体の実際の動きと動

くことでの目的とをつなげていく教育的な営みとな

るのである。 
＜学齢期の身体＞ 
 学齢期の身体は、幼児の身体から青年の身体へと

大きく成長する過程にあり、とくに二次性徴期に肢

体障害の子どもは良い方向にも悪い方向にも変化し

やすい。訪問の子ども達は元々身体を支える力が未

熟であることが多く、筋肉と骨との成長バランスが

崩れるこの時期に、胸郭変形や側弯、股関節脱臼、

膝関節の拘縮などが進みやすい。身体の取り組みで

は、現状を維持し続けるということが最大限の教育

効果である場合もあり、悪い方向に推移することの

方が多い。身体の変形や緊張の高まりは、障害その

ものからくるだけでなく、生活の中に発達を阻害す

る要因（日常生活の姿勢、車イス座位、補装具、認

識発達と身体）がある。環境の方が悪化を助長して

いる場合があり、生活を見直すことで身体が楽にな

ることもある。 
 日常生活の姿勢の検討では、「座れる」などその姿

勢をとることができるかできないかで見るのではな

く、できている中に障害特有の力の入れ方（緊張）

がないのか、またそれを続けることで将来的にマイ

ナスに推移しないかという視点での検討が大切とな

る。たとえば、リラックスさせるために布団に寝か

せることが多いが、寝かせる姿勢が必ずしもリラッ

クスできずにかえって側弯を助長させてしまってい

たり、食卓に座ってテレビの方向を向き続けること

で斜頸が強まってしまったりなど、生活の中の何気

ない姿勢が変形を誘発しているという事もある。ま

た認識発達との関連では、教育的なはたらきかけで

「分かることが増えて、笑顔が多くなった」時期に、

「やりたいのにやれない」「つまらないことが分かる

ようになる」など、思うようにならない身体や、伝



わらない思いなど、もどかしさが分かるようになり、

それを身体の緊張で表現しようとするために全身の

緊張状態が亢進してしまっている場合があるのであ

る。 
＜良い姿勢ばかりでは疲れてしまう＞ 
 車イスや座位保持装置など、姿勢を保つための補

助具の性能が良くなってきた。体幹の力に応じてベ

ルトやパット類を上手に活用していくことが大切。

特に性徴期の身体はひと月でも身体のバランスが変

わることもあり、状況に合わせた調整が必要となる。

肢体障害児は身体の痛みに鈍感なところがあり、身

体がどちらか一方にかしいでいても、かなり悪化す

るまで腰の痛みを訴えることはない。自由にしてお

くよりは姿勢を良く保てるからと思って、車イスや

座位保持装置に座らせっぱなしにさせているケース

が多い。座る時にできるだけ骨盤を正しい位置に直

し、上体を整えてあげることが大切だが、座る時間

が長くなるとどうしても同じ所に荷重がかかり続け

てしまう。痛みに鈍感であるために意識化できない

反面、身体の方は無理な力がかかるために筋緊張が

高まったり、腰椎などに無理な力がかかり続けたり

することになる。良い姿勢も３０分が限界という意

識を持つことが大切である。車イスであるならばチ

ルトの座角度を倒して（起こして）みたり、脇の下

に手を入れて座り直すようにおしりを浮かせてあげ

たりと、３０分を目安に姿勢を直す意識を持ちたい。

ストレッチャー利用など座位が困難な場合でも同じ

ことがいえ、腰の部分に手を入れて身体を浮かせた

り、横向けなど姿勢変換したり、三角マットを頭側

からはさんでわずかに頭部を持ち上げたりすること

が大切である。また人工呼吸器などで動かすことが

難しい最重度の場合でも丸めたタオルを体幹にそっ

てはさんでわずかに体幹を横向けにしたり、床につ

いている部分の皮膚に支援者の手を当ててずらすよ

うに揺すって血流を促したりするだけでも、身体が

楽になり、覚醒レベルも上がってくることがある。 
＜姿勢のバリエーションの必要性＞ 
 体幹保持が難しくなり、体幹の変形が進んでくる

と、日常でとれる姿勢が少なくなり、右向きでの側

臥位しかとれなくなるなど安定できる姿勢が固定化

しやすい。姿勢が固定化するにしたがって、重力が

かかる方向がいつも同じになり、胸郭変形が一気に

進んだり、股関節脱臼が進んで股が開きにくくなっ

たりするなど、さらなる変形を誘発してしまい、車

イスに座ることが困難となっていくケースが多い。

本人も安定できる姿勢を求めようという意識が働く

ので、気持ちの面でも一定の姿勢をとろうとがんば

ったり、苦手な姿勢を拒否したりするようになる。

同じ姿勢をとりつづけないようこまめな姿勢変換を

心がけると共に、変形の初期から関節の可動域を確

保しつつ、苦手な姿勢をつくらないようにうつぶせ

や横向きなどを積極的に取り組む必要がある。 
＜肢体障害の身体は経年的に変化するもの＞ 
 指導する１年で見ると姿勢はそれほど変化しない

ように感じる場合が多い。しかし多くのケースで、

青年期以降身体の変形が進んでしまって日常生活が

困難となっている現状を考えると、今の状態だけで

なく、５年後１０年後の状態を予測しながら、予防

的に取り組む視点をもつことが大切となってくる。

その意味でも多くの事例から悪化の兆候がどこにあ

ったのかを学び、それに対処していく力が訪問担当

者には求められる。また訪問担当者が直接子どもの

身体に触るだけでなく、医療関係者や福祉関係者な

どとともに、手術などの医療処置や補装具、訪問看

護、福祉機器などの利用など、子どもを取り巻く環

境を必要な時期に必要なものを整えることを、保護

者と共に考えていくことも大切である。 
 

●実技研修① 「支持面とリラックスする姿勢づ

くり」「重心を意識した運動支援」 

＜身体の特徴を知り、固さをとる準備が必要＞ 
 寝たきりの姿勢など長い間同じ姿勢を続けている

と、関節に変形や拘縮が生じやすい。身体の取り組

みで関節を伸ばそうと直接関節にストレッチを試み

る場面をよく見るが、痙性の高まりや廃用性による

筋短縮、関節自体の変形がある場合があり、関節や

それにつながる筋肉を痛める危険性が非常に高いの

で注意が必要である。ストレッチを行う方向や力加

減など、経験がある自立活動部の教員や理学療法士

などにアドバイスを受けて行うべきである。また訪

問担任自身が研修会に参加し手技の熟達に努めるこ

とも必要である。 
筋肉を和らげ関節の可動域を広げる方法の一つと

して、筋肉を包む筋膜にはたらきかける方法（筋膜

リリース）がある。筋肉に持続的に力が入った状態

が続くと皮膚との間にある軟部組織の血流が滞るよ

うになり、筋肉に酸素や栄養素を送ることが困難と

なる。そのため筋肉や軟部組織が一体化して固くな

ってしまって筋肉の動きが悪くなっている。背中を

触ると薄っぺらな一枚板のように感じられるのがそ

の状態である。掌を広く筋肉に軽く圧迫をかけるよ

うに触り、掌を子どもの皮膚の動く範囲内でやさし

く揺するように動かすのである。最初は軟部組織が

固くなっているので、動く範囲が数㎜程度だが、徐々

にほぐれてくると数㎝ほど動くようになる。軟部組

織の柔軟性が出ると血流が促され、皮膚に触れると

弾力のある柔らかな感じとなる。血流が促されるこ

とで筋緊張もほぐれてくる。関節を痛めにくい方法

なので、身体の変形拘縮が進んでしまっている子ど

もや骨がもろくなっている子にも比較的安全に取り



組むことができる。また呼吸障害での胸郭へのアプ

ローチにも効果が大きいのでぜひマスターして欲し

い。 
もう一つは短縮した筋肉に直接圧迫をかけて柔軟

性を戻す方法（プレッシャー）がある。指の腹で筋

紡錘と腱の境目の辺りを１０から２０秒程度じんわ

りと圧迫して筋紡錘を引き伸ばす刺激を入れる方法

である。筋肉の起始部側よりも停止部側の方が緩み

を得やすい。筋肉の構造を解剖学的に理解していな

いと取り組むことが難しいが、それが分かると比較

的安全に取り組むことができる。曲がったまま伸び

にくかった膝が動きが出るようになるなど、身体の

大きな関節（肩・肘・股・膝など）に効果がある方

法である。 
＜身体を動かすためには体重移動が必要＞ 
 地球上には引力が働いており、人間がとる様々な

姿勢も必ず地球の重力の影響を受けている。物体に

はすべて重心があり、バランスを保つ点（重心）が

ある。重心で支えると理論上は空中でも物体が静止

する。地面から垂直に伸び重心を通る線を重心線と

いう。例えばオットセイの曲芸でマリなどが鼻の上

に留まり続けるのも、オットセイが鼻先で重心線を

探ることができるからである。身体にも重心があり、

姿勢の形によって重心線の位置が決まってくる。姿

勢のバランスと安定性は、その姿勢のおける重心の

位置と地面と設置する面（支持面）の広さによって

決まってくる。重心線が支持面の真ん中にある時に

安定性が最も大きい。安定性が大きいということは、

逆を言うと運動が起こりにくいということにもなる。

おおざっぱにいうと、運動は身体の重心線を支持面

の外に出す（不安定にする）ことで起こるのである。

私達が姿勢を変える際には、同じ姿勢内で重心を支

持面の外に動かそうとする動きを意識的に行う。つ

まり姿勢を変換する前に身体の体重を動かしている

のである。このメカニズムを理解して動きの支援を

すると、子ども自身の動こうとする力を引き出すこ

とが可能となるのである。自分の身体を動かす“コツ”
をつかませるという教育的な支援となる。 
 例えば起き上がる動作の支援を考えた場合、肩か

ら腰に手を回しただけでそのまま起き上がらせた場

合には、頭や肩の重さが頭や肩にかかったままの状

態なので、支援する人の腕に全体重がかかることに

なりとても重い。仰向けの姿勢で寝ている場合、床

面と設置している背面全体に体重が分散し、安定し

た状態になっている。その姿勢から私達が起き上が

る時には、まずは頭や肩にかかった体重を骨盤や脚

の方向に移す（体重移動）動きをする。例えばおへ

その方向を見るように頭を前屈させる、片肘を床に

ついて上体を少しあげる、片膝をあげて内股方向に

ひねるなどである。その動きの後に起き上がりの動

作が実際に始まるのである。立位で片膝をあげる動

作で考えた場合には、あげようとする下肢に身体の

体重が残っている段階では、柔道技で足を払われる

時のように転んでしまう。まずは両足に乗っていた

体重を支える側の足に乗るように移動させていき、

片足の裏に重心線を入れるようにする。片足で上体

を支えても大丈夫なようになった時点で反対側の片

膝をあげると、支える側の足がしっかりと上体を支

えているので、すっと膝があげやすくなるのである。 
実技については、文書ではなかなか伝わりにくい

面があるので、ぜひ分科会に繰り返し参加して自分

の身体を通して実感し学んで欲しい。 
 

●基礎講座② 「呼吸障害の基礎知識と呼吸介助」 

＜呼吸のメカニズム＞ 
 呼吸とは、生命維持に必要な酸素を取り入れ、体

内で生じた炭酸ガスを排出することである。肺での

やりとりを外呼吸と呼び、血液を通して細胞組織に

おけるやりとりを内呼吸という。障害の重い子ども

達は、血液循環が悪く、日常的に手足の先が冷たく

紫色となっている場合が多い。呼吸状態を良くする

ためには、肺での物理的な換気のやりとりだけでな

く血液循環を促し全身の細胞に酸素を送り活性化す

ることも含まれるのである。 
 呼吸は脳幹にある呼吸中枢によって自動調整され

ており、障害が脳幹まで及ぶ場合には、呼吸運動自

体がその影響を受け人工呼吸器等で人工的に換気を

促す必要がある。近年は医療技術が進み低出産児で

も救命できるようになってきているために、入学の

時点で人工呼吸器を使用している児童の割合が増え

てきている。酸素療法とも併用しサチュレーション

をモニターしながら生活している場合も珍しくなく

なってきている。 
 呼吸運動には息を吸う「吸息」と吐く「呼息」が

ある。「吸息」は、胸郭の挙上と横隔膜を下げる動き

によって肺内に外気を取り入れる。その際に胸郭と

横隔膜の動きを支援するために、僧帽筋や腹直筋・

腹斜筋など首や腹腰などの筋肉が補助的に働く。ま

た安定した呼吸運動のためには、空気の通り道であ

る喉や気管支がつぶれていないこと、肺胞自体の弾

力が保たれていること、分泌物が貯留していないこ

となども大切な要素である。「呼息」については、通

常無意識下で行っており、胸郭自体の重さによる沈

下、横隔膜を収縮させることにより行うが、呼吸補

助筋を意識的に働かせて吐くこともできる。 
＜呼吸器の解剖学的な理解＞ 
 呼吸器は、１２本の肋骨と胸骨で囲まれた胸郭内

に気管支と肺、横隔膜がある。肺は、肺自体では動

くことはできず、胸郭と横隔膜の動きにより内腔が

広がることで肺に陰圧がかかり、気管支から空気が



流れ込むことで肺が膨らんでいる。 
鼻から肺までの空気の通り道を気道といい、鼻か

ら喉までを上気道（鼻腔・咽頭・喉頭）、喉から肺ま

でを下気道（気管・気管支）という。空気から酸素

を取り入れるのは気管支の先にブドウの房のように

ついた肺胞で行っており、血液中に酸素をとりこみ、

血液中から二酸化炭素を放出している。気管支は２

３の分岐を繰り返しているが、肺胞は１７分岐辺り

からつき始めているために、それ以前の気管支内壁

ではガス交換ができない。 
 肺胞でしかガス交換ができない影響で、１６分岐

までの気道内壁の容積分はガス交換に直接かかわる

ことができない。この内腔容積を「死腔」と呼び、

呼吸が浅い子どもにとってはこの「死腔」が大きく

影響してくるのである。吸気で外気を体内に取り入

れる際に、この「死腔」を差し引いた量が一回の換

気量となる。そのため、総量としての換気量が大き

く減ってしまう。足りなくなった換気量を確保する

ために、呼吸数を多くしたり、心拍数を上げたりす

ることで対応しようとする。そのため呼吸障害の子

どもは、浅く速い呼吸（努力呼吸）と心拍数の増加

が特徴となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 気管支は前面からU 字の馬蹄形に軟骨が支えて

おり背面は軟骨がない。そのために身体の前後方向

からの力に弱く楕円形に変形してしまい、気道閉塞

を起こしやすい。例えば全身の反り返りにより首が

極端に後屈する場合に

咽頭や喉頭の後壁が背

面から脊柱に押されて

変形したり、胸郭変形

により胸が薄っぺらに

扁平化した場合には前

面から胸骨に押される

形で変形したりして気

道が閉塞しやすい。ま

た側弯が極端に進み、胸郭がねじれるように変形す

る場合には、変形に伴って胸郭内部で気管支がねじ

られる方向に力がかかり、ぞうきんを絞るようなよ

じれ方で閉塞したり、骨盤が胸郭内に入り込むケー

スでは気管支が内部で折れ曲がって閉塞してしまっ

たりすることがある。 
＜慢性的な息苦しさ＞ 
 急速に呼吸状態が悪くなる例もあるが、多くの場

合は慢性的に呼吸障害があり、状態が徐々に低下し

ていく。そのため子ども自身は「息苦しさ」への慣

れがあり、酸素飽和度が９０を切っても平然として

いることも多く、日常的に８０前後で推移するケー

スも珍しくなくなってきている。長期に低酸素の状

態が続くと脳幹自体の反応が鈍くなりやすい。また

赤血球を増加させて低酸素を補うために血液がどろ

どろ状になりやすい。さらに心臓の拍動をあげて血

流量を増やそうとするのである。身体に長期にわた

って負担がかかりつづけるために青年期以降に心臓

停止や多臓器不全など急死の原因ともなる。努力性

の呼吸が全身の筋緊張を憎悪させ、覚醒レベルの低

下や、呼吸筋の廃用性萎縮などを誘発させることも

ある。 
＜呼吸障害の主な原因＞ 
呼吸障害の原因は、上気道通過障害、胸郭・呼吸

運動障害、分泌物貯留、中枢性低換気、逆流性食道

炎と主に５つある。 
上気道通過障害は、舌根沈下や下顎後退、アデノ

イド肥大、頸部の過伸展などでおこる。仰向けの姿

勢を長期にとっていると、下顎の後退がおこる。す

ると気道が狭くなるので吸息時に陰圧がかかるため

に舌が背面方向にひかれ（舌根沈下）、さらに気道を

狭くしてしまうのである。舌根がひかれると吸気時

に「ガーガー」と喉のところで音がするようになる。

舌根沈下が悪化してくると、空気をより吸おうと下

顎を開けて努力呼吸をするようになり、下顎を開け

ることでさらに舌根がひかれやすくなるという負の

ループに陥り、呼吸状態が悪化しやすい。悪化する

と吸気時に舌根が後壁に完全にくっついてしまい一

時的な無呼吸の状態となる。上気道が閉塞しやすく

なると、胸郭の真ん中が陥没するシーソー呼吸とな

る。一見胸郭が大きく動くのだが、換気が思うよう

にできていないので注意が必要である。子どもは気

道の閉塞を避けるため首を左右どちらかにねじるよ

うにしたり、顎をあげるように頭を後屈させたりす

る。努力呼吸が全身の伸展緊張や ATNR 肢位を強め

て側弯を悪化させるなど、全身状態の悪化とも結び

ついてしまう。 
上気道閉塞は、夜間睡眠時に状態が悪くなるケー

スが多い。日中に一時的な気道閉塞が起こるように

なってきた場合には、放置しておくと朝気づいたと

きには呼吸をしていないということもあり得るので、

早めに主治医に状況を伝え適切に対応していくこと

が必要となってくる。軽度の場合には、側臥位やう

つぶせなど体位を工夫することで改善できることも

あるが、咽頭部分の構造的な狭窄（アデノイドの肥

気管支の輪状軟骨 

○健康な成人の場合     ○浅い呼吸の場合 
 一回換気量  500ml  ：  一回換気量  350ml 
 解剖学的死腔  150ml  ：  解剖学的死腔 150ml 
・呼吸数１分間に１４回と仮定すると          
 肺胞総換気量 4900ml  ：  肺胞総換気量 2800ml 
※呼吸数を１分間に２４回に増やすと… 
                肺胞総換気量 4800ml 
   呼吸回数を増やすと、肺胞での換気量が健常者と変わ

らなくなる 

前 

後 



大や舌根沈下など）が原因の場合には、経鼻咽頭エ

アウエイが有効である。エアウエイを夜間装着する

と、日中の傾眠傾向が改善したり、表情が豊かにな

って活発になったり胃食道逆流が改善したりするな

ど、効果が大きい。 
胸郭・呼吸運動障害は、体幹が過剰に丸まったり

逆に反り返ったり、または胸郭変形が悪化したりす

る、また胸郭周囲の筋の過剰な収縮によって胸郭の

可動性を制限しているなどの原因で胸郭の運動を制

限してしまっていることでおこる。胸郭の可動域が

制限されるので、がんばって呼吸（努力呼吸）しな

いと呼吸量が確保できなくなる。鼻の両脇を拡げた

呼吸（鼻翼呼吸）となり子どもの表情は常に切迫感

をもったものとなる。そのため外界に向かう気持ち

が起こりにくく内向きの活動になりやすくコミュニ

ケーションがとりにくくなる。表情が乏しくなり、

身体を揺するなど感覚に直接働きかけたときには表

情が緩むが、はたらきかけが終わるとまた必死な表

情に戻ってしまうので、指導が難しい。努力性の呼

吸は、さらに過剰な収縮を生み全身の関節の変形拘

縮、側弯や胸郭変形をさらに憎悪させてしまうこと

につながる。 
胸郭・呼吸運動障害への対応の一つ目は、リラッ

クスした、呼吸しやすい姿勢づくりが大切になる。

いつもの姿勢を見直してみる視点が必要で、仰向け

に寝ている姿勢ならば、胸郭の両脇にタオルなどで

支えを入れる、片胸の下側に三角マットをはさみ重

力のかかる方向を変える、まくらの首の部分の支え

を適正にするなどの対応で、少しでも楽に呼吸でき

る姿勢を探るのである。二つ目は胸郭自体の柔軟性

を保ったり全身の緊張をゆるめたりする身体の取り

組みの継続である。訪問の指導時間は限られている

ことと、専門的な力量の不足などにより、身体の取

り組みがなかなか行われない現状にあるが、自立活

動部との複数訪問など校内での体制を工夫し、１５

分でも良いので、呼吸障害に対応した胸郭運動への

はたらきかけを行ってほしい。苦しい状態では子ど

もの気持ちは授業に向くことが困難になり、授業効

果が低下する。 
分泌物の問題は、呼吸運動だけの問題ではなく、

唾液や食物の誤嚥や胃からの逆流物の流入など、嚥

下や消化器系の問題と複雑に絡み合って症状が出る。

経管や胃瘻など食事をまったくとっていない場合で

も、口をしめらせるように少量の水分を含ませ嚥下

を促して嚥下力を保つ、胃食道逆流への対応（姿勢・

薬・手術）、喉頭気管分離術を行うなどの対応で改善

できる場合がある。 
＜全身状態悪化のスパイラル＞ 
 呼吸に問題がある子どもの特徴として、体幹支持

の力が弱いために日常生活の中で運動や姿勢が限ら

れてしまい、特定の姿勢を続ける毎日となりやすい。

そのため身体の変形拘縮が徐々に進み、それに伴っ

て呼吸が悪化していく。呼吸状態の悪化が努力呼吸

へとつながり、努力呼吸が筋緊張の亢進や胸郭の変

形をひきおこし、身体の変形拘縮をさらに悪化させ

てしまう。障害の重い子どもにとって呼吸障害は、

摂食障害や胃食道逆流現象、栄養障害や睡眠障害な

ど随伴症状を引きおこす要因ともなり、またそれら

の悪化が呼吸障害を悪化させる負の連環となりやす

い。呼吸を呼吸のみで見ていくのではなく、全身状

態の中で呼吸障害がどのような位置を占めるのかを

見極めて取り組むことが必要である。 
 

●実技研修② 「呼吸支援の実際の手技」 

以下当日の実技で触れた主な点を記述する。 
＜肩甲骨の可動域を広げる＞ 
 呼吸が浅い子は、肩甲骨周りの筋肉が硬化し肩甲

骨が胸郭にはりついている。そのために、肩をすく

めるように力が入り、腕の動きにも制限がでている

場合が多い。肩甲骨周辺の緊張を和らげる取り組み

が、胸郭の動きやすさにつながる。側臥位の姿勢が

安定するよう支援し、教員の手で肩甲骨を挟むよう

にして安定させる。肩甲骨の動かせる範囲を確かめ

ながら上下前後左右の方向に誘導する。はじめは上

下方向が緩みやすい。ポイントは、子どもが許すご

くごく小さな動きからはじめ、その動きを焦らずに

徐々に広げるという気持ちで行うことである。子ど

も自身が、この方向に動かしているということを意

識して取り組むことも大切である。肩甲骨が柔らか

く動くようになると、血行が促されとても楽になる

ので、この取り組みだけでも股関節の曲げ混みが緩

和するなどの効果が出る。 
＜胸郭が動きやすさ：筋膜リリース＞ 
 努力性の呼吸を続けていたり、胸郭の変形が悪化

していたりすると、胸郭自体が固くなり、手で胸郭

を触った時に一枚の板のような感触となる。この状

態は、胸郭の周りの筋肉が過度に緊張し続けたため

に筋肉を包む筋膜や皮膚の下の軟部組織が弾力を失

い筋肉の周りにはりついてしまうことでおきる。軟

部組織が硬くなると毛細血管から水分や栄養が行き

渡りにくくなり、筋肉の動きを低下させてしまう。

胸郭を前面と背面、前面でも左右と４つのパートに

大まかにわけて取り組む。掌に丸みをもたせて胸郭

に密着させ、強すぎない程度に圧をかける。胸郭の

上下方向に掌と皮膚がずれないように圧をかけて動

かす。子どもの皮膚が無理なく動かせる範囲からは

じめていくと、はじめは５mm 程度動かせるか動か

せないかくらいの動きだが、次第に動かせる範囲が

広がる。広がってきたら当てている掌をずらして同

じように取り組みながら筋肉全体に広げていく。側



弯がある場合には凹側になっている後ろ側（腰部）

から取り組むと効果がある。胸郭全体を柔らかくす

ると、手で触れた時にふんわりとした弾力が感じら

れるようになり、さらに胸郭の動きもゆったりとし

た感じとなる。この筋膜にはたらきかける（筋膜リ

リース）だけでも、頬に赤みがさすなどの効果がで

ることもある。 
＜呼吸支援の基本＞ 
 呼吸支援は、呼気時に深い呼吸を促すことで、受

動的な深い吸気が得られるようにアプローチするの

が基本となる。ハンドリングの基本としては、「まず

見て」→「考えて」→「触れて」→「ハンドリング

して」と、常に相手の胸郭の動きを把握し、自分の

援助に対してどのような変化が起こるのかをフィー

ドバックしつつ、援助の圧が適切になるように調整

していく努力が大切となる。支援の手がしっかり安

定するよう胸郭に広く当てるようにし、呼吸の動き

をサポートしていく。はじめは子どもが心地よいと

感じる支援が大切で、「嫌がる」「痛がる」「怖がる」

支援は禁忌であり、無理に動きを引き出そうとしな

いように誘導する。 
呼吸運動は、個別性が高く一様にはいかないので、

その子の動きを目で見て、手で触れて観察し、優し

く動きを入れていく。呼吸援助が個別の呼吸パター

ンにあってくると、子ども自身が援助を受容するよ

うになり、全身の緊張がリラックスしてきて胸郭の

動きが大きくなる。支援する側が早く正しい動きに

近づけようと欲張ると往々にして子どもの動きと合

わずに逆に苦しい思いをさせてしまいがちとなる。

子ども自身が教員の誘導に合わせても良いと感じる

ようになったと感じるまでじっくりと取り組む心の

余裕が大切である。子どもの呼吸運動が支援の手と

同期するようになってきたら、胸郭の運動方向や当

てる手の位置を変えるなどして、呼吸運動のバリエ

ーションを加えていく。ここで抵抗を感じるようだ

ったら、無理をせず一歩前に戻って支援を続け、心

地よさを再体験させる。そして抵抗させてしまった

（リズムを崩してしまった）原因はどこなのかを分

析し、再度試みることを繰り返しながら、子どもと

の息を合わせていくはたらきかけを積み重ねていく

ことが大切である。 
＜吸気を支援する＞ 
 仰向けの姿勢が長いと重力により胸郭の丸みが保

てなくなり、次第に扁平な形へと変化する。扁平な

形になると胸骨部分を支える力が相対的に低下し、

吸気の際に胸郭の中央部が陥没するようになる。下

顎が引かれたり、舌根が沈下したりして上気道の通

りが悪くなると、胸の陥没が大きくなり、シーソー

呼吸となっていく。吸気の際に胸郭を広げて肺に空

気を入れる動きが低下してくると、呼吸支援の基本

（呼気を促す）で取り組んでも改善が難しく、吸気

の動きを支援していくという視点ではたらきかけた

方が胸郭運動の広がりが大きくなるケースがある。 
 具体的には、仰向けの姿勢で両手を胸郭下部（腰

背部）に差し入れ、両手手根部で胸郭を挟むように

圧迫しながら吸気と共に胸郭を持ち上げるように支

援する。吸気動作が終了したところで持ち上げを緩

和し胸郭が下がる動きに合わせ両手を床につける。

小学部くらいの体格なら２～３㎝程度持ち上げる支

援で胸の広がりがでる。呼吸が楽になってくると子

どもも支援の動きに合わせ呼吸運動をしようとする

ようになるので、次第に胸の中央部の陥没が改善さ

れる。 
 二つ目は、前方に突出している肩関節を、掌の凹

みで受けるように包み込み、吸気に合わせて左右の

肩甲骨の間を狭める方向に広げる支援である。肩を

すぼめるように力を入れているために、胸郭上部の

広がりがなかなか得られない。肩の前方部の狭まり

が改善されてくると、徐々に鎖骨のあたりが広くな

っていく。この部分は肺の上葉があるのだが、もと

もと胸郭の動き自体も小さいためにはたらきかけが

なされないことが多い。しかし肺の上葉部に吸気が

入るようになると、とても楽になる。両肘を９０度

に曲げ、手首を持って吸気に合わせて円を描くよう

に動きを支援すると肩甲骨と同じような効果がある。 
＜まとめ＞ 
 呼吸支援は、胸郭の動きを誘導するはたらきかけ

が一般的だが、寝たきりの姿勢が長期にわたってい

ると、身体の変形拘縮が進んで胸郭自体が固くなっ

てしまっていたり、胸郭の変形がきつくなっていた

りするので、どこから支援していったらよいのか、

下手をすると骨折させてしまうのではないかと、呼

吸支援を躊躇してしまうことも多いのが現状である。

呼吸を楽にしていくと表情がはっきりしたり、授業

に参加する意欲が増したりするので、比較的安全な

はたらきかけをマスターし取り組んでほしい。文章

ではなかなかニュアンスが伝わらないところがある。

全国研に継続して参加し実技をマスターしてほしい。 
 



第３分科会「コミュニケーション 1」 

■共同研究者まとめ 

渡辺  実    吉川 一義    苅田 知則 

花園大学       金沢大学      愛媛大学 
 

1 はじめに 

 AACは、障害をもつ人々のコミュニケーションを補償す

るための、教育・医学・工学・言語学などの分野における

研究領域及び臨床活動を指す。障害をもつ人がより主体的

に意思伝達を図れるように様々な手段を用いた取り組み

が広がっている。本分科会では、教育における「子どもた

ちの表出や表現を援助する手段として」AACの実践につい

て意見交換し、その要点を確認した。 

2 参加者の問題意識として 

 参加者からの報告は、病児・重症心身障害児・肢体

不自由児の学習支援機器として、重い障害がある子ど

もの意思表出のため、感覚刺激提示として活用などで

あった。重い障害による活動制限・参加制約を補完し

てよりリアルな体験をとおした学習を促進し、気持ち

や意思を引き出すための活用に集約された。他方、目

的が明確な実践の他に、機器の使用自体が目的化され

た実践も多く、適用について吟味していく必要性の指

摘があった。対象児の実態把握と支援機器の使い方、

その作用と効果を評価することの重要性が確認された。 

3 芝崎裕美氏からの実践提供と議論 

 訪問教育を受ける Aへの 2年間にわたる ICT活用の

実践が提供された。Aは運動機能の制約が大きく、表出

はかなり限られていた。しかし、目の動きと呼気（気

管切開しておりその気管口からの呼気音）で意思を伝

えることができた。教師とは、教師からの二者択一の

質問に対して A が呼気で応える方法で意思交換してき

た。「両親と妹に対する特別な感情」の印象や「普段関

わりの多い担任とそれ以外の教師への行動表出の違い」

「友達の映像に見入る様子」等々から、特に人に対す

る関心の高さを推測させた。学習機会としての訪問教

育授業は、週 3日しかなく、授業は担任との 1対 1の

関わりであるため、担任は子ども同士の関わりを経験

させたかった。しかし、体調の不安定さや感染症予防、

家庭の事情等でスクーリングの確保が難しかった。こ

れより、スクーリング（直接体験）とタブレット端末

の通信機能（テレビ会議による間接体験）の両方を使

った交流を進めてきた。Aにとっての活動体験とその文

脈で他者と感情を共有する機会が広がり、担任の印象

として友達の行動をよく見て、表情や呼気で反応する

こと、呼名に呼気で応えることが安定するなどの変化

が出てきた。生活を長く共有する家族や担任の A への

印象を意図的表出の観点でさらに吟味することで、制

限された生活・人的交流を補完する本取り組みの作用

と効果の有効性が確認されると思われた。 

4 東京都の訪問教育のタブレット端末整備の現況 

 東京都では、H27年1月より訪問教育担任1人あたり

1台の旅レット端末の貸与が開始された。利用基準につ

いては、都立学校タブレット端末管理運用規定に基づ

き各校で利用ルールを作成している。特に個人情報管

理の観点から、子どもの画像や動画撮影と通信機能の

使用に厳しい規則がある。訪問教育では授業として画

像や動画使用は認められているが、使用後は映像デー

タをサーバに移動、もしくは、消去することになって

いる。活用例として、タブレット単体では録画した音

楽に合わせての楽器演奏、校外学習の事前・事後学習、

カメラ反転機能による自分の行動の確認など。インタ

ーネット機能の活用では、テレビ会議システムで教室

の授業とつなぐ、など。この他、アプリケーションの

活用による学習支援がある。（川池氏からの話題提供） 

5 苅田知則氏からの話題提供 

 障害のある子どもの生活や学習支援に様々な支援機

器（AT）が用いられるようになった。特に、コミュニ

ケーションエイドは、生涯にわたって子どもたちの生

活の質を高める上で有効である。その技術の進歩によ

って重度の障害児者がコミュニケーションできる機器

も開発、市販されるようになった。また、視線入力に

よるコミュニケーションエイド・玩具、子どもの反応

を的確に捉えるための OAK（Observation and Access 

with Kinect）、生活における個人の独自性に応えうる

支援としてGPS機能付携帯電話を利用したVOCAについ

て紹介された。 

6 まとめ 

このような便利な道具は支援者の考え方によっては

「用いることが目的」となる場合もある。使用にあた

っては、如何に子どもの発達を把握・促進して可能性

を引き出す支援が可能か、当事者や家族のニーズと AT

や支援がマッチしているかを適切に評価しつつ教育実

践につなげることが重要であると確認された。 



第 3 分科会 「コミュニケーション１」 

■発表レポート 

みんなとつながってる！  
～タブレット端末で通学生とつなぐ訪問教育の取り組み～ 

芝崎 裕美 
和歌山県立紀北支援学校  

 
１．はじめに 

本校は和歌山市にある知肢併設の支援学校で、全

校生徒 282 名の県内で一番生徒数の多い支援学校

である。訪問学級は各学部に設置され、計７名の児

童生徒が在籍しており、全員が在宅訪問である。訪

問生７名は、週 3 日（1 日 2 時間）の訪問授業や校

内の自立活動担当者による抽出指導を受けている。

また、訪問看護やデイサービス等の福祉サービスを

利用している児童生徒も多い。スクーリングや行事

への参加に定期的に取り組める児童生徒もいる一

方、体調や家庭の事情等でスクーリングの困難な児

童生徒もいる。 

 
２．訪問生Ａさん 

Ａさんは表情等で意思を伝えることができる。通

学生の生徒が写っているビデオ等はよく見ており、

友だちを意識している様子がうかがえる。Ａさんは

今までにスクーリングを重ね、遠足や宿泊学習等の

行事も通学生と一緒に取り組んできた。積み上げて

きた友だちとの関わりをなんとか継続したい、スク

ーリングに来ることができない時期にも友だちと

関わる方法はないかと考え、タブレット端末でのテ

レビ電話を利用することにした。 

 
３．タブレット端末をつかった取組 

本校の訪問学級は平成 25 年度、『特別支援学校に

おける ICT の活用と情報モラル教育に関する研究

（和歌山大学教育学部江田研究室）』における実践

研究連携として、和歌山大学よりタブレット端末の

貸与をうけることになった。当初はタブレット端末

のことは何も分からない状態で、周りの人に聞きな

がらのスタートだった。テレビ電話を使いたい、と

考えつつも方法もわからない状態だった。そこで、

まずビデオ機能からスタートし、テレビ電話を利用

するようになった。２年間の取組を紹介する。 

 
（１）1 年目 
スクーリング等の直接交流をすすめると同時に、

通学生と同じ教材を使ったり、タブレット端末を利

用してビデオでの交流やテレビ電話での交流から

友だちを意識できるように取り組みを進めていっ

た。10 月からはタブレット端末の通信機能を使っ

て朝の会を一緒に行った。 
 
（２）みんなと一緒に「FROGGY GETS DRESSED」 
通学生と同じ教材、「FROGGY GETS DRESSED」

（英語絵本）に取り組み、その一部をタブレット端

末の通信機能を使って教室と訪問学級をつないだ

授業を計画した。この話はかえるの FROGGY が冬

眠中に目覚め、外の雪の中に遊びに行くが、衣服等

を忘れて何度もお母さんに呼び戻される、という話

である。単元の流れは以下のとおりである。 
第１次「FROGGY GETS DRESSED」の 

英語絵本をタブレット端末で視聴する。 
FROGGY の役になり、忘れたもの 
（好きな物を一つ）を身につける。 

→ タブレットの通信機能を使って教室と一緒

に授業をする。 
（家庭、学校ともにＴＶ画面に映す） 

第２次「FROGGY GETS DRESSED」の 
英語絵本をタブレット端末で視聴する。 

   パソコンとスイッチを使って雪合戦をする。 
 → タブレットの通信機能を使って教室と一緒

に授業をする。 
（家庭、学校ともにＴＶ画面に映す） 

タブレット端末でつないだ授業は計２時間だっ

た。集団での授業を意識させるため、家庭のテレビ

を借り、テレビ画面に映して行った。学校にいる友

だちや先生がテレビ画面に映ると、とてもよく見て

おり、つないでいる間は意欲的に取り組んでいた。

教室でも「A さんの家で映っているよ」と伝えると

カメラ目線で映る生徒もいる等、お互いに意識して

いるようだった。 
 
（３）2 年目 
進級後もタブレット端末を使った交流は継続し

た。学年集会にはビデオレターで参加し、集会の様

子を訪問授業でも見た。Ａさんは画面の中の友だち

の様子をよく見ていた。学校と合同の朝の会も継続

した。朝の会の歌を決める際、「この曲、Ｂさんが好

きで歌っているよ」と伝えると、「私もＢさんと一緒

の曲がいい」とその曲を選び、朝の会の歌はその曲

に決定した。特にＢさんとはお互いに意識している

ようだ。 



 
（４）修学旅行はみんなで!! 
そんな中で迎えた修学旅行。今まで肢体不自由学

級の同級生は全員一緒に修学旅行に行ったことが

なかった。今回は同級生みんなで一緒に行きたいと

考え、名古屋市内に特急と新幹線を使って行く修学

旅行が計画された。事前学習の１回目はスクーリン

グ時におこなった。「みんなで行くよ」「名古屋に行

くよ」「名古屋ってこんなところだよ」と話した後、

実行委員長を決めた。実行委員長にはＢさんが立候

補し、Ａさんは「Ｂさんがやるならいいよ」といっ

た表情だった。事前学習を重ねるうちにＡさんはだ

んだんとみんなで一緒に行く、ということを意識し

てきたようで、「修学旅行の目標は何にする？」と聞

くと、選択肢の中から「みんな一緒に最後まで」を

選んで答えた。事後学習の発表用に修学旅行の写真

を選ぶときは「みんなで写っている写真」とみん 

なで写っている写真ばかり選んでいた。 
 
（５）呼名に対して返事をしないＡさん 
Ａさんは質問に対する返事で自分の気持ちを伝

えることができるが、始まりの会で名前を呼ばれて

も返事をしなかった。返事をする意識をつけたい、

と考え取り組みをすすめたが、返事につながらなか

った。ところが、9 月のスクーリングの日に変化が

見られた。みんなと一緒の朝の会で順番に友だちが

呼名され、返事していく様子を見た後、日直のＣさ

んと先生が「Ａさん」と呼ぶと、すぐに返事をした。

友だちの様子を見ていて「わたしも返事を」と思っ

たのだろうか、と私は考えた。翌月タブレット端末

でつなぎ、教室の友だちと朝の会を一緒にした時も、

呼名に対して返事をした。友だちの力はすごい、と

感じた瞬間である。 
  
（６）みんなと一緒に民話「安珍清姫」 
２学期になり、通学生や他の訪問生と一緒に民話

「安珍清姫」に取り組んだ。単元の流れは以下のと

おりである。 
第１次 タブレット端末で画像を見ながら担任

が読む民話を聞く。 
第２次 民話を聞いた後、「清姫」「安珍」「大蛇」

の中から一つ選び、ペープサートと巻物

（背景）、大蛇を作成する。 
（スクーリング時に通学生と一緒に廊下

の壁を使って作成。） 
第３次 民話を聞いた後、役になり民話の場面（川

を渡り、道成寺に行くシーン）の活動を

する。 

  第３次の一部をタブレット端末で学校とつな

ぎ、一緒に授業を行った。 
  Ａさんは清姫の役になる。安珍を呼びながら太

鼓をたたくと、大蛇に変身したり、火をふいたり

する、という設定にした。 
 
スクーリング時、大蛇をみんなで作った。それま

でのスクーリング時は意思表示が弱かったが、この

日の授業では「やりたい人」と教師が聞くと目を大

きく開けて「やりたいよ」とわたしの方を見ている。

「Ａさんやりたいの？」と聞くと、「そう」というよ

うな表情をした。学校でこんなにはっきりと意思表

示したのは初めてである。友だちの力ってすごいと

感じた出来事だった。 
 
（７）卒業に向けて 

２学期後半からは卒業制作、卒業文集、卒業式の

練習、自分史(誕生~卒業までのアルバム)作り等、卒

業に向けての取組が多くなってきた。1 月末、卒業

生全員対象のお別れ校外学習が計画され、Ａさんは

午前中のボウリングに参加した。知的障害学級のＤ

さんとは小学部の頃から学年交流等で交流を重ね

てきた。最後の投球、ＡさんはＤさんと一緒にボウ

ルを投げ、Ｄさんのことを意識しながら投球したよ

うだった。自分史用の写真では、小学部入学式の写

真でＤさんと一緒に写っている写真を選んだ。Ｂさ

んたちのように一緒にいる時間が長いわけではな

いが、小学部の頃から交流を続けてきたＤさんに対

して特別な感情を抱いているように感じた。 
 
（８）卒業 
卒業式は 3 月初旬。卒業式は出席するが、練習は

家で行うことになった。答辞では、一人ひとりが順

に思い出を話し、最後にみんなで歌を歌う。Ａさん

は担任の問いかけに答えながら思い出を話し、歌の

合図にト―ンチャイムを鳴らすことになった。学校

には行けないが、みんなと一緒に練習はしておきた

い、会場の雰囲気も味わいたいと考え、予行練習の

日、タブレット端末で通信することにした。Ａさん

はタブレット端末の小さな画面とテレビに映る大

きな画面を交互に見ながら、会場の様子や友だちの

様子を見ていた。予行の後、卒業生だけが体育館に

残って答辞の練習をした。Ａさんがト―ンチャイム

を鳴らすとタブレット端末を通して体育館にト―

ンチャイムの音が響き、みんなの歌が始まる。場所

は違ってもみんなと一緒に練習していると感じら

れた。 
そして卒業式当日。制服を着て学校に登校したＡ



さんはみんなと一緒に卒業式に参加した。練習通り、

答辞ではマイクを向けるとしっかりと返事をし、歌

の合図のトーンチャイムも鳴らすことができた。卒

業式の前後には友だちと一緒に写真を撮ったり、声

をかけてもらったり、お互いに仲間として意識して

いる様子だった。 
 
４．まとめ 

人は他の人との関わりの中で成長する。特に一定

の発達年齢、生活年齢に達した生徒は友だちとの関

わりが大切であると考える。しかし、訪問授業は週

3 日しかなく、しかも日々の学習は担任とマンツー

マンの授業である。友だちと関わる時間をもとうと 
 
 
 

 
 
 

スクーリングを計画したくても、体調や気候、感染

症予防、家庭の事情（保護者の付き添いが必要）な

どの理由で、年間を通じてコンスタントにスクーリ

ングできる生徒は少ない。今回取り組んだタブレッ

ト端末の通信機能を使った授業交流は、スクーリン

グに取り組めない時の集団保障として有効である

と考える。友だちを意識することのできるＡさんに

対し、スクーリングとタブレット端末を使った通信

の両方に取り組んだことが今回のＡさんの変化に

つながったのではないかと考えている。 

 タブレット端末を使った交流 直接交流 

１
年
目 

4 月 自己紹介ビデオをとり、学年集会で流す。  
5 月 入院時に友だちからのビデオレターを持っていく。 スクーリング 
6 月 朝の会の歌を録画し、訪問授業の始まりの会で使用。 

友だちの美術作品を撮影し、タブレット端末で見る。 
遠足 

7 月  宿泊学習 
8 月  スクーリング（訪問学級合同学習） 
9 月 試験的にタブレット端末での通信 スクーリング（音楽、運動会練習） 

10 月 タブレット端末で通信（始まりの会） 
音楽の授業を録画し、訪問授業で見る。 

運動会 
スクーリング（ふれあいコンサート） 

11 月 タブレット端末で通信（始まりの会） スクーリング（訪問学級合同学習） 
12 月 タブレット端末で通信（始まりの会、学部祭の中継）  
1 月 タブレット端末で通信（始まりの会）  
2 月 タブレット端末で通信（始まりの会、「 FROGGY  GETS 

DRESSED」） 
生徒会役員選挙（選挙演説を録画し、それを見て投票） 

 

3 月 タブレット端末で通信（始まりの会、知的学級の同級生と音楽交流） 
卒業式を録画し、視聴 
学年集会にビデオレターで参加 

 

２
年
目 

4 月 タブレット端末で通信（始まりの会） 
学年集会にビデオレターで参加。集会の様子も録画し、訪問授業で

見る。 

 

5 月 タブレット端末で通信（始まりの会） 遠足、スクーリング（遠足事後学習） 
6 月 タブレット端末で通信（始まりの会） スクーリング（修学旅行事前学習） 
7 月 タブレット端末で通信（始まりの会） 

学年集会の様子を録画し、家庭で視聴 
修学旅行 

8 月 タブレット端末で通信（始まりの会） スクーリング（訪問学級合同学習） 
9 月 タブレット端末で通信（始まりの会） スクーリング（「安珍清姫」） 

10 月 タブレット端末で通信（始まりの会） スクーリング（卒業アルバム用写真撮影、美術） 
11 月 タブレット端末で通信（始まりの会、「安珍清姫」）  
12 月 タブレット端末で通信（始まりの会、「安珍清姫」）  

1 月 タブレット端末で通信（始まりの会） お別れ校外学習（全 3 年生） 
2 月 タブレット端末で通信（始まりの会、卒業式の練習）  
3 月  卒業式 



第４分科会「コミュニケーション ２」 

■共同研究者のまとめ 

川住 隆一 
（東北大学大学院教育学研究科教授） 

 
 第 4 分科会には 50 名余の参加があり、３つのレ

ポートに基づいて質疑応答と討論が活発に行われた

後に、共同研究者が討論のまとめと若干のレクチャ

ーを行った。 
 本分科会で取り上げられたレポートは、和歌山県

立紀伊コスモス支援学校の南 有紀先生による「ぼく

とお話ししようよ―やりとりの手段を得て、外の世

界へかかわり始めたＤ君―」、奈良県立明日香養護学

校の中村靖史先生による「呼吸障害があり自発的な

動きが少ない生徒とのやりとりの拡がり―音の掛け

合いができるまでの経過の考察―」、および東京都立

の特別支援学校で自立活動専任の教員として勤務さ

れている武田俊男先生による「身体活動を通したや

りとりの高まりから体の認知、目的意識に広がりを」

と題する実践報告である。 
 南先生が取り上げた事例は、小学部男児で、人工

呼吸器により呼吸管理が行われ、気管切開部や口

腔・鼻腔内の吸引が頻回に必要である。瞼を閉じる

ことが困難なため眼球の乾燥予防のための目薬が処

方されている。表情の変化は乏しいが舌を動かすこ

とができる。全身が硬く、また過敏で触れられると

全身に緊張が入り震える状態であった。先生は、こ

れらの手がかりの中で特に舌や口の動きに、また途

中からは眼球の動きに着目しながら、実践の過程で

見られた注目すべきエピソードを蓄積して来られた。

この経過を踏まえ、南先生は、本分科会に、事例児

のような障害の重い子どもの発達をどのように捉え

るかという問題を提起している。先生は、子どもの

発達を支えるのは、発現した微弱微小の動きをコミ

ュニケーションの観点から意味づけていくことであ

ると主張するとともに、エピソード記録に基づいて

作成された「重症児の発達評価の指標案（乳児期）」

（和歌山県重症児教育研究会）の有効性について紹

介した。 
 中村先生が取り上げた事例は、中学部男児で、人

工呼吸器による呼吸管理、気管切開部の吸引、胃ろ

うによる経管栄養等の医療ケアを受けている。身体

の変形が顕著であり、「自発的に物に働きかけること

がとても少ない」ように見える生徒であった。この

事例に対し、先生は音や人声に対する本児の視線の

動きや表情の変化に着目するとともに、ビッッグマ

ックやレバースイッチを利用して音・声・光・画像

の変化等を楽しむ状況作りを行ってきた。また先生

は、本児の視界を広げるために体を起こすとともに、

手でのスイッチ操作を容易にするため肘や前腕の下

にクッションボールをおいたところ、より意図的な

手の動き（スイッチ操作）を促進することができた

とのことである。最後に先生は「活動の展開過程と

コミュニケーション行動」の関連図を提案された。 
 武田先生は、自立活動専任の教員として月に一度、

訪問教育担当教師と共に子どもの家庭を訪問して身

体への働きかけを行ってきた経過を報告した。取り

上げた事例は、小学部の児童で、痙性四肢麻痺の診

断を受け、不随意の緊張が全身を支配していたとい

う。このため先生は、緊張が緩んだ身体の状態とそ

れが「快」と感じられるように、さらにそれが子ど

もと教師の共同注意・共同活動になるよう子どもの

身体への触れ方とことばかけに配慮してきたという。

同様にして、呼吸運動の改善や関節可動域の拡大、

体幹の柔軟性の増強に努めてこられた。本レポート

ではコミュニケーションという用語は出てこなかっ

たが、教師の言葉かけと身体への働きかけ、それに

応答するような子どもの身体の動きの展開過程が、

コミュニケーションであると捉えることができた。 
 以上の3つのレポートに対しては参加者から多数

の質問が出された。討論では、それらの質疑応答を

踏まえて、討論の柱は次の3つに絞られた。第1は、

発達の姿が容易には見えないような障害の重い子ど

もたちの「発達」を捉える視点と必要な時間経過、

第2は、わずかな動きでもスイッチ操作を可能にす

るための工夫とそれを利用した活動内容を広げるた

めの視点、第3は、注意の対象を身体の外ではなく、

自身の内に向けさせる工夫と、さらにその注意が教

師との共同注意となるための配慮点は何かというこ

とである。  



第４分科会「コミュニケーション２」 

■発表レポート 

ぼくとお話ししようよ 

‐やりとりの手段を得て､外の世界へかかわり始めた D 君‐ 

   南 有紀 

和歌山県立紀伊コスモス支援学校 

 

１ はじめに 

  昨年度４月に転校してきた訪問生の D 君は、身

体機能の制限が強く、持っている力をなかなか発揮

できない子どもである。現在の障害児教育の現場で

進められている「評価」では、「できる」ことが何

もない子どもとしてとらえられてしまう。しかし、

前籍校の担任の方の丁寧な取り組みで、彼は物語や

歌を楽しんだり、家族とのふれあいを楽しみにでき

ると引き継ぎがあった。その実践を引き継ぎ、1 年

あまりの訪問教育で、D 君は自らものや人にかかわ

り、自我をどんどんふくらませるようになってき

た。このレポートでは、D 君が自分なりの方法で外

界とかかわり自我を育てつつある姿を報告する。特

に、報告者が D 君の発達をどのようにとらえて実

践をすすめてきたかを中心に報告する。 
  
２ D 君の様子と訪問で見せてくれたがんばり 

 

①D 君の様子 
小学４年生 男子 訪問教育 小３進級時に転居

により転校してくる。 
溺水事故（1 歳時）による低酸素虚血性脳症。自発

呼吸がなく人工呼吸器による呼吸管理をしている。

気管切開部及び口腔鼻腔内吸引頻回。常時モニター

で SpO2 と脈拍管理。末梢の変形が進んでいる。目

を閉じることができない。表情の変化があらわれに

くい。舌を動かすことができる。全身がかたく四肢

の関節はほとんど曲げることができない。全身が過

敏で、ふれたり動かそうとすると途端に全身に緊張

が入り震える。 
 
②出会い～D 君のことをわかりたい～ 

転校前の３月、前籍校の担任の先生からは物語を

楽しんだり、口を動かして返事をしてくれるという

ことを引き継いでいたが、転居前の自宅にうかが

い、授業の様子を見せていただいたところ、目覚め

て言葉かけに舌を動かして返事してくれた。一方、

視線の動きは見られず、どの程度環境を把握できて

いるのか､不明なままだった。転入時は、母の出産

により１ヶ月間ショートステイしていたため、施設

に訪問した。D 君が外界をどのように受けとめてい

るのか、身体に触れられることをどのように受けと

めているのか、言葉かけをどのように受けとめてい

るのかを探りながら授業を進めた。初めは、眠って

いるのか目覚めているのかもつかめず、施設の方か

ら、目覚めているときは唾液の分泌が多くなると聞

き、口もとの唾液の分泌を手がかりに授業を進める

ような状態だった。 
授業で大切にしたことは以下の通りである。 
（あ）話しかけに対し、顔や身体の動きがあればそ

れを返事として言葉で返していく。 
（い）選択場面をできるだけつくって、口の動きを

中心にサインを待つ。 
（う）ふれるときには必ず予告する。手に持たせる

ものは柔らかい素 材にする。 
この３点を大切にして、授業内容は制作や読み聞か

せを中心に進めた。 
 
③見る、聞く力を発揮し始めた D 君 
 ５月になって自宅での授業を開始した。５月の

ある日、フェルトの数字を貼ったカレンダーボード

を目の前に提示すると、突然目を大きく開けて、舌

を繰り返しつきだした。みると、フェルトの数字が

一つはずれて、D 君の胸の上に落ちている。音もな

く突然消えたフェルトの数字にびっくりして、大慌

てで私にそのことを伝えようとしてくれたようだ

った。「数字が落ちたの、びっくりした？」「先生

に落ちたよって教えてくれた？」と聞くとまた繰り

返し舌を動かした。毎回ギターで歌い聞かせている

が、５月の後半から歌が始まると舌をふるわせるよ

うになり、だんだん口を開いて舌を動かすようにな

ってきた。曲が終わると舌の動きが止まり、まるで

歌っているような口の動きが見られるようになっ

てきた。見えていることがわかり、音楽が好きなこ

とがわかり、それを私にわかるように表現してくれ

る D 君を主人公にする授業づくりに、ようやく踏

み出すことができるようになった。外界を受けとめ

ようとする姿は、外界に自らはたらきかけようとす

る姿になった。６月には初めの会のあいさつや呼名

に対し、しっかり舌を突き出すようになった。それ

までは舌の動きも震えるようなものが多かったが、

しっかり突き出してくれたときに、「そのお返事よ



くわかるね」というと、“ここ一番”の返事には､舌

をしっかり突き出すことが増えてきた。 
見えていることがわかって以来、積極的に教材を

目の前に提示し、選択する機会を設定するようにし

た。手を使う場面では、「どっちの手にする？」と

手に触れながらたずね、舌の動きが見られると、そ

れを返事として「こっちの手がいいの？」と言葉で

かえしていった。絵の具の色を決めたり、絵本を選

んだり、使う道具を決める場面などで選択肢を２つ

目の前に提示して､指さしして「こっちにする？」

と言葉かけし、舌の動きが見られた方を選んだと受

けとめ、「こっちにするんだね」と言葉で結果を返

すようにした。  
６月の終わり、学年の七夕会に向けて、D 君にも

手作りの短冊がとどいた。短冊に書く願い事をお母

さんと 3 人で相談していたときのことだった。お母

さんと私で話して「元気で過ごせますように、にし

て」というお母さんの言葉に、突然全身に力を入れ

て、舌を繰り返し突き出し、私の方にぐっと眼球を

動かした。「どうしたの？他の願い事がいいの？」

その様子を見て、「いろいろなことを体験したい、

はどう？」と聞くと 1 度しっかり舌を突き出した。

自分の願い事を勝手に決めようとした私とお母さ

んに腹を立て、「ちょっと待ってよ。ぼくの話を聞

いてよ。」と伝えてくれたのだとお母さんと話し合

った。７月の終業式には初めて教頭先生が訪問して

くれた。初めて会う人に、ここぞとばかりに口を動

かして返事していた。８月には高等部の訪問の先生

がきてくれたり、小学部の通学の先生方が５人も一

度にきてくれたが、どの人にも話しかけられると視

線を向け、口や舌を動かしてさかんにやりとりして

いた。担任が入り込むことを許さないくらい、初め

ての先生にどんどん視線を向けていた。持っている

力をめいっぱい発揮して、人にかかわろうとする姿

に見えた。それが初めて会う先生方にも伝わった場

面だった。 
 

④自分から外界にはたらきかけ始めた D 君 
‐自分の身体の主人公となる姿 

２学期からベッドガードにアームをつけて、手を

使う活動の時には手元を映して見せるようにした。

運動会に向けて、ひもを引っ張ってリンゴを落とす

練習の時にこれを使ってみたところ、目の前の

iPad に視線を向けながらひもを持つ手に力を入れ

た。四肢を自分でコントロールすることは難しいと

思っていたが、見えることで活動がわかって自分で

力をコントロールできるという可能性が見えた。そ

の後は、手を使う場面で､「iPad で手元、映す？」

と聞くと､舌を突き出して返事するようになり、位

置の調整に時間がかかっても､じっと待ってくれて

いる。 
１０月の学習予定を説明しているときのこと。行

事で学校の友だちに会える機会があることを伝え

ると、大きく目を開いて舌を繰り返し動かした。読

み取って言葉にしてかえすと､また返事をするよう

に舌を突き出す。全身はリラックスした状態で､舌

をしっかり動かして、本当に「おしゃべり」してい

るようだった。こちらの言葉かけを聞いて、それに

対して返事をするような舌や口の動きに、伝えた

い、という D 君の思いがあふれているように感じ

た。 
１２月、手元を iPad で中継しながら鈴を手にし

て歌いかけられると、左手首を動かして鈴を鳴らし

始めた。また後日、クリップのついた持ち手を持た

せて「引っ張ってね」と声をかけると、iPad で中

継された手元を見ながら、手を動かすようになって

きた。自分の手の動きがどんな活動になっているの

かをわかっているようである。以来、この持ち手を

持つと手を動かすようになり、制作で紙や羊毛をち

ぎったり両面テープの剥離紙をはがすなど、制作場

面で得意の左手を使うようになってきた。「どっち

の手を使う？」と聞くと必ず左手を選ぶ。制作場面

だけでなく、『ぐりとぐら』のおはなしあそびでド

ングリや栗の模型を引っ張ったり、４年生になって

からは「ティッシュ相撲」で引っ張り合うなど活動

が広がっている。   

 
（ iPad で手元を見る）  

 最近では、手元中継がなくても持ち手を持たせる

と手を動かすようになってきた。機能的には上肢を

自分で動かすことは難しく、ふれられると力が入っ

て震え出す反射が強く出てしまっていたが、手を動

かされることを受け入れるようになってきた。カッ



ターやニードル等の新しい道具を手に持たされて

も緊張がすぐに緩和し、手を動かされても上肢は緊

張せず介助に手をあずけられるようになってきた。

また終わって「はなしてね」と声をかけると手の力

を抜き、指を開こうとすることもある。場面にあわ

せて、どうすればいいのかわかって、自分の手を使

おうとする姿である。手元を見ながら、スペックス

イッチを握ったりはなしたりできるようになって

きた。手を使う活動が、Ｄ君の世界を広げることに

つながってきている。 
 
⑤負けたくないよ！‐対の世界をつかむ 

４年生の５月から授業で取り組み始めた「ティッ

シュ相撲」。左手のハンドルで相手とティッシュを

引っ張り合ってちぎり、ちぎれたティッシュが大き

い方が勝ちというゲームを始めた。ちぎれたティッ

シュを目の前に提示して「こっちが大きいね。こっ

ちはＤ君のティッシュだから、Ｄ君の勝ちだね。」

と声かけして勝敗を告げていたが、６月の下旬、ち

ぎれたティッシュを見せて「大きいのはどっち？」

と聞くと、大きい方に眼球をぐいっと動かした。「こ

っちでいいの？」と聞くと、舌をはっきり動かした。

「そうだね、こっちが大きいね。」大小がわかるこ

とにこちらが驚き、そばにいたおかあさんが「Ｄ、

わかるんや！えらいなあ！」と、大喜び。そこでさ

らに「この、大きい方は先生のだよ。じゃあ、勝っ

たのは先生かな？Ｄ君かな？」と聞くと、「先生」

のところで舌を動かし、そして視線を私からそらし

た。「Ｄ君、負けちゃったねえ。悔しいの？」と聞

くと、また舌を突き出す。ティッシュ相撲のルール

を理解し、勝敗を理解していることが私にも、おか

あさんにも伝わった。その後Ｄ君は、月に 1 回訪問

してくれる学校のＰＴの先生に勝負を挑んだ。逆に

私とはやりたがらなくなった。Ｄ君の中に、対の世

界がはっきり作られていることがわかってきた。 
 

 
（ティッシュ相撲）  

３ D 君の発達をとらえ、D 君が主人公になる授業

づくりを 

 転校時の D 君の発達課題を考えると、1 歳前半

の一次元形成の力をいっぱい使いながら､自分から

外界にかかわろうとしている姿が見られる。それは

限られた人や場面だけでなく、自分にかかわろうと

してくれる人の意図を受けとめて人にかかわろう

とする姿である。 
 しかし、その後のＤ君は、自分の持つ力をどん

どん発揮して、世界を広げている。指さしの代わり

に視線で選択を伝えたり､あいさつを返そうとした

り、応答的なやりとりを自分の動かせるところを使

ってしようとする。さらには活動にあわせて身体を

コントロールしようとするなど、自我が芽生え拡大

しつつある姿も、どんどん見せてくれるようになっ

ている。さらには「大‐小」比較が言葉と結びつい

て確立し、勝敗などの対の世界を自分の中に取り込

んでいる。これは二次元の世界にたどり着き、自我

を充実させている時期だと言える。満 1 歳ちょうど

で受傷したＤ君が、限りある機能を精一杯使って、

幼児期の発達にいることを、私たちに見せてくれて

いる。 
 このような D 君の育ちは、日々の授業で D 君の

舌の動きや視線を意味づけて言葉でかえしていく積

み上げが D 君の中で蓄積し、「こうすればわかって

もらえる！」と、やりとりができることを D 君自身

が実感してきたということだといえる。D 君は舌の

動きでまわりの人が自分の言いたいことを受けとめ

てくれるとわかり、視線を動かすことで選択を伝え

ることができるとわかったのだろう。自分の伝えた

いことを伝える手立てとして、舌の動きや視線を使

い始めたのである。やりとりの経験がやりとりを成

立させる手立ての獲得につながったといえる。D 君

の様子を日々関わってくれる訪問看護やヘルパーの

方々、ショートステイ先の職員の方々に伝えると、

「D 君って、いろいろわかってるよね」と言ってく

ださる。D 君が自分の力を発揮し始めたということ

だろう。初めて会う校長先生にも、視線を向け、言

葉かけにいっぱい舌を動かして応えていた。その姿

に「D 君とおしゃべりできてよかったよ」と言って

もらえた。自分にかかわってくれようとしてくれる

人に、自分からもかかわろうとしている姿である。 
 このような自我が拡大していく様子は、やりと

りの手立てを得て、D 君が自分の力を発揮し始めた

姿だといえるだろう。これは、D 君が新たに獲得し

たと力というよりは、D 君の内面に寄りそうことを

大切にしてきたことで、これまでなかなか発揮でき

なかったことを、まわりの人にわかるようにあらわ

してくれるようになったと考えている。 



 そのような D 君にふさわしい活動を探っていき

たいと考えている。授業の中で大事にすることは出

会った頃とはかわっていないものの、D 君にふさわ

しい活動を、興味を示したことや生活年齢を考えな

がら探っていこうと思っている。また、両手の存在

に気づき、手を使うことを意識し始めたので、自分

の身体を受け入れてほしいと思っている。移動のた

めの抱っこではなく、抱っこされること、自分の身

体に触れられることを心地いいものになるように、

訪問 PT の先生の協力を得て、抱っこされて動かさ

れることを経験させたい。さらには、持っている力

を発揮できる場面を拡大できるように、D 君にかか

わる方々と D 君のことを共有できるような連携の

あり方を探っていきたいと考えている。 
 
４ 終わりに 

 重症児は身体的な制限が大きく、また健康状態が

不安定で、授業すら体調に左右されることが多く、

発達像をなかなかつかめないのが実状である。そこ

で、仲間と授業の記録を持ち寄り、拾い上げたエピ

ソードを「可逆操作の高次化における階層‐段階理

論」にもとづいて整理して「重症児の発達指標案」

をまとめた。 
 重症児の教育に携わっていて自分の無力さを思

い知らされることが日常的にある。子どもたちの健

康を維持することも､身体を心地よくすることも私

たち教員にはできない。私たちには想像もつかない

ような身体のしんどさを抱えながら日々生きてい

る彼らに対し、教育ができることは何なのだろうと

悩み、足踏みしたり、時には立ち尽くしてしまうこ

とも少なくない。しかし、子どもたちはどんなにし

んどくとも、人とかかわりたい、楽しいことに出会

いたい、と願っているはずだろう。それは人間とし

て誰もが持つ願いである。 
 しかし、おそらく子ども自身も自分のねがいに気

づきにくい､内面は混沌とした状態であり、また私

たちにとっては､子どもの表出が極めて弱いため、

そのねがいをつかむことは容易ではない。だが、子

どもたちの発達をつかむことは、子どものねがいに

近づく糸口になるのではないかと考えている。だか

らこそ、子どもたちが授業中に全身で見せてくれた

表情を糸口として、発達を探りながら子どもの内面

に寄りそうことを日々続けている。 笑顔がその子

どものどんな気持ちを表しているのか、何に視線を

向け気持ちを寄せているのか、人とのかかわりをど

のように感じ、何を伝えようとしているのか、おそ

らくは本人も明確ではないことも多いだろうが、そ

れを言葉で丁寧にかえしていくことで、やりとりが

成立するようになったり､子ども自身が自分の気持

ちに気づくこともあるのだと考えている。 
 発達の視点で子どもを捉えようとすることは、そ

の子どもの内面に迫り、その子どものねがいに寄り

そうことになるとも考えている。今後も子どものね

がいに寄りそう実践を積み上げていきたい。 
 



第５分科会「あそび・文化」 

■共同研究者まとめ 

木下 博美 
京都府立舞鶴支援学校 

 
参加者 ３２名 
★木下博美「分科会の提案」・・・「あそび・文化活

動の中から発達を見る視点」を大切に 
「感じた楽しさを笑顔で表現できる」ことは、大

切な目標である。けれど「楽しむ」こと自体を目標

とするに止まらず、「楽しい」ことで今持っている

総力をあげて、その活動を感じ取ろうとし、精一杯

に自分の気持ちを表現しようとするからこそ発揮

され獲得される力、その過程を分析し、持てる力を

伸ばし広げていくこと（タテとヨコの発達）を目的

とする必要がある。そのためには、一緒に楽しんで

くれる人との心を寄せる関係が大切 であり、その中

でこそ 「自己変革＝発達」の姿を生みだすこと が

できる。 
また、訪問教育とスクーリング・居住地校交流等

の人とつながり合う実践を通して、「人の中でこそ、

人は育つ」姿、「友だちの力は、生きる意味を生み

出す力を持っている」などの事例を示し、そのよう

な状況を生み出す力こそ「学校の文化」の力である

と提案した。 
 

（１） 川高理緒（京都）「Ｓちゃんの２年間～遊び

の中で育った力」 
体調に対する配慮から、週に１回の訪問学習。笑

顔や腕の動きは、わずかに随意にできるものの、思

いの表現は不明瞭であったＳさんが、担任した２年

間の中で大きく成長していった取組の報告がされ

た。調理活動の中で「食べる真似をして口をモグモ

グ」させたり、訪問での始業式で同行の管理職の先

生が「あいさつができるようになったそうですね」

と語りかけられたタイミングに合わせて「あ～と～」

（ありがとう）と声を出したりすることもできるよ

うになっている。 
動画による学習記録をとり、見返す中でＳさんの

細かな反応を確認することで、認識の力の伸びを読

み取ることができ、発達の課題に即したねらいを持

った多くの教材を準備していった実践が報告され

た。 
 
 

（２） 正木芳子（和歌山)「さくら版 オズのまほ

うのもり」 
「オズの魔法使い」のお話を短くしたもの。探し

物が見つかる森で、課題をクリアしてそれぞれの探

し物を見つけていくという設定。「自分でできた！」

という達成感が得られるように、実態に応じて教材

を工夫されていた。生徒の発達や学習達成度などの

実態を具体的につかもうとされている。      
活動内容は、「木を倒して橋を作る→ボーリング

で木を倒す」、「かぎを探してドアを開ける（ドアと

カギの色をマッチングさせたはめ板）」、「トト（犬）

を見つけて助け出す（ひもを引っ張って覆いを剥が

す）」などの活動であった。生徒一人ひとりに合わ

せた工夫がされていると同時に、自分の身体の力の

入り方を感じ取り、生徒自身がそれを確認して自発

的に動かすのをじっと待つ、見通しを持った上での

「待ち」の指導が大切にされていた。 
認識していなかった自分の右手（いつも体の下に

挟 み 込 ん だ ま ま に し て い た ） を 、 学 習 活      

動の中で担任と一緒に動かしていると、初めてその

手の存在を発見したように『へぇ～～！』という表

情で驚く場面に出会えたことがあった、と報告され

た。詳細は、レポート紹介として転載される。 
    
（３） 杉本沙恵子（京都）「和紙染めクリアファイ

ル」教材紹介 
背中と腰の筋肉が拘縮してブリッジしたような

姿勢になっているので、側臥位の状態で生活してい

る女の子。話し掛けられると、笑顔などの表情で自

分の気持ちを伝えることができ、腕や指を動かして、

スイッチやタブレット端末などの簡単な操作をす

ることもできる。  



訪問学習で、折り染めを始めると、きれいな色の

中から自分の好きな色を選んで楽しく取り組んで

いたが、スクーリングの時に全校共同制作の折り染

めを決められた色の分担ですると、全く楽しめない。

自分で選べないことがつまらないと、感じ取る力が

育っていたことが分かった。そこで、人を決めてプ

レゼントを作る活動をすることにした。渡す人をイ

メージした色を自分で選んで使う。スクーリングの

時に、染めた和紙を挟み込んだクリアファイルや封

筒にして、プレゼントしようと話すと満面の笑顔を

見せた。 渡す人のことを考えて制作する楽しさ。

ありがとうと言って 喜んでもらえる嬉しさ。（これ

までの経験の中では貰う一方で、あげることがあっ

たとしても、自分で選び決めたものでは なかった。）

友達（や他の指導者）との交流が深い気持ちのつな

がりを伴うものになっていった。選んだ色で仕上が

った色染め和紙は、プレゼントする人の性格や雰囲

気にぴったり合うような風合いにできあがってい

ることに、みんな驚きながら取組が進められた。   

引っ張りスイッチ＋ラッチ＆タイマー＋ラミネーター 

 
（４） 教材を紹介・・・持ち寄った教材を、それぞれ実演しながら紹介し合いました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第５分科会 「あそび・文化と授業づくり」 

■発表レポート 

さくら版 「オズのまほうのもり」合同スクーリングに向けた実践報告 

～個々の課題に応じた教材作りを中心に～ 

正木 芳子 

和歌山県立和歌山さくら支援学校  

 

１ はじめに 

 和歌山さくら支援学校は平成 24 年４月に県

下で１１校目となる支援学校として高等部５

７名の生徒を迎え開校した。和歌山県では初め

て、特別支援学校の生徒と高等学校の生徒が隣

接する校舎で学んでいる。平成 26 年度には小

学部や中学部の児童生徒、また、肢体不自由の

児童生徒が共に学ぶ学校としてグランドオー

プンした。今年度、小学部２名、中学部１名、

高等部２名が訪問教育を受けている。  
訪問担当者の連絡会として、週に１回訪問部会

を開いている。訪問での様子、授業の悩み、ス

クーリングなどの進め方などの情報を共有し

ながら指導にあたっている、授業でのエピソー

ドに基づき「学習到達度チェックリスト」を活

用した実態把握を行い、個々の課題に応じた教

材の開発を行っている。また、合同スクーリン

グに向けての計画、立案、指導案作成等を行っ

ている。  
訪問生の大きな行事として毎年夏に合同スクー

リングを実施している。合同スクーリングは、

児童生徒の集団での学習と保護者交流会を同

じ時間に同じ空間で実施している。前任校で３

年、本校では２年目の取り組みになる。前任校

では、ボールスライダー競争、揺れ遊びなどの

ダイナミックな活動をメインに取り組んでき

た。本校では、絵本を題材にしたお話あそびを

中心に実施している。   
 

２ 今年度の取り組み 

「さくら版オズのまほうのもり」 

について 

 「オズﾞの魔法使い」のお話を基にしてオリジ

ナルストーリを作成した。探し物が見つかる森

で課題をクリアしそれぞれの探し物を見つけ

るお話である。課題は４場面設定し、「自分で

できた！」という達成感が得られるように個々

の実態に応じた教材を作成し取り組んだ。 

 

３ 訪問生５人の実態 

 身体面では、日常生活すべてに介助が必要で、

横になった姿勢のまま過ごすことが多い。座位

保持椅子やバギーを用いれば座位をとること

ができる。医療的ケアが必要で、ケアの実施・

管理には常に配慮が必要である。  

 コミュニケーション面では、発声や表情、視

線の動き等の方法で意思を伝えようとする。身

近な大人や接することの多い担任なら、「快・

不快」「イエス・ノー」を読み取りやりとりを

行うことができる。伝達手段が少なく、接する

ことの少ない大人とのコミュニケーションに

は課題が多い。  

学習到達度チェックリストの結果より「聞くこ

と」に関しては、短い時間であればお話を聞く

ことができることから５人とも４歳ごろのレ

ベルであると考えられる。「話すこと」（表現・

要求）は、自己主張・拒否の芽生えから自分で

すると要求する１８カ月から２４カ月の間で

ある。「聞くこと」「見ること」はやりとりの芽

生えがあり、ごっこあそびが楽しめる段階であ

る。国語は、訪問の授業でもコミュニケーショ

ン面での指導と関連して取り組む機会が多く、

学習の結果が表れていると考える。「国語」に

比べ「算数」での学習到達度が低く、達成して

いる課題も少ない。取り組んだことがない項目

があり、理解できているのかどうか評価ができ

ない項目があった。  

 訪問授業では、担任とマンツーマンで学習を

おこなっているため、「友だちの活動を見る」

「順番を待つ」「交代する」などの集団での学

習経験が少ない。  

 

４ 単元のねらい 

①パネルに注目し、集中してみる  

②簡単なストーリーを理解する。  

③各シーンの活動に主体的に取り組む。  

④物を操作する活動を通してやりとりの能力を

育てる。 

 

５ 教材 

 （１）ストーリー 

ストーリーはパネルシアターで提示した。カラ

ー印刷したイラストをパネルシアターの不織

布に貼って絵人形を作成した。背景のボードの



色は、白と黒の２パターン準備した。ストーリ

ーがある程度理解でき、自分のやりたい役が決

まってきたころから、各シーンを写真で撮影し

た映像（音声付）でストーリーを提示した。合

同スクーリング当日は、練習に用いたプレゼン

テーションを大型テレビに接続して提示した。 

 

 

（ストーリー提示の黒パネルと絵人形）  
 

     

（２）教材作りで大切にしたこと。 

   
 

単元目標を達成するために必要なものが、教

材である。教材作成にあたり大切にしたポイン

トは、見て活動内容がわかるもので、少しがん

ばればできる内容を取り入れた。まだ取り組ん

だことがない課題に挑戦することは子どもの

潜在能力を引き出すことになり、子どもの学習

やコミュニケーションを拡げることになると

考える。子どもが一人でできる動きや得意な動

きで課題に向かえるように支援の方法を工夫

した。外界への関わりは必ず動きが伴う。自分

が働きかけたことが結果として見えることで

「できた」という達成感につながると考えた。

「できた」の積み重ねが自己効力感を向上させ、

そのことを共有することで、人との関係性も向

上していくのではないかと考えた。   
（３）各シーンでの教材と主なねらい  

①ロボットのシーン  

主な活動は、木を倒すことである。「倒した」結

果がわかるように、直接または道具を使って木

に見立てた箱を倒す活動と因果関係が理解で

きる生徒には、ゲーム的な要素を入れたボーリ

ングを行った、  

ねらいは、○ボールを倒そうと手を動かす。○

ボールが木に当たるまで記憶を持続する。○木

が倒れたことを実感する。○課題の達成を共有

しようと人をみる。とした。 

 

（ロボットのシーン  木と斧）  
 

②かかしのシーン  

主な活動は、鍵をはめることである。手の動き

に応じてはめ板とボール落としを作成した。色

のマッチング課題として透明ボードを活用し

て２色又は３色（オレンジ・黄色・緑）の円盤

を視線で選択した。  

ねらいは、○色の弁別ができる。（オレンジ、緑、

黄色）○凹みに板が当たるまで記憶を持続する。

○操作の終わりを実感する。○課題の達成を共

有しようと人をみる。とした。 

 

 

（かかしのシーン はめ板） 

 



 
（かかしのシーン ボール落とし）  

 

③ライオンのシーン 

 主な活動は、おばけと戦うことである。バル

ーンでのゆれ遊びと、ビニール袋で作ったおば

けを手や足でつぶす活動を行った。揺れ遊びで

は、ＶＯＣＡに「いた！やめて。」等の音声を

録音し１回揺れる毎に音声が流れるように設

定した。 

 ねらいは、○活動の継続又は終わりを伝える。

○全身で揺れを感じ取る。○主体的に身体を動

かし対象物に関わろうとする。とした。  

 
（ライオンのシーン おばけエプロン）  

 

 

④ドロシー（トム）のシーン 

 主な活動は、犬（トト）を見つけて助けるこ

とである。シルエットクイズ、鳴き声クイズ、

一部が隠れた動物探し、形（動物）のマッチン

グである。視線による選択行動を引き出すこと

ができるように、透明ボードでの提示を行った。

トトを助ける活動は、ひもを引っ張ることで行

った。 

 ねらいは、○形の弁別ができる。（イラスト、

シルエット）○音の弁別ができる。（犬、牛、

にわとり）  
○絵カードが出る、カードが開くまで気持ちを

持続してひもを引っ張る。○操作の終わりを実

感する。  
○課題の達成を共有しようと人をみる。とした。 

 
（ドロシーのシーン トトを探す）  

 

 

 

（ドロシーのシーン トトを助ける） 

 

⑤虹のシーン  

 主な活動は、布あそびである。１ｍ×２ｍの

シフォン布を曲に合わせて揺らすことである。

取組当初は、自分で揺らすことも活動にしてい

たが、ベッドの上で布を揺らす、止める活動に

変更した。使用した曲は「虹の彼方に」である。

オルゴール曲と歌詞（英語）入りの２種類を用

意した。シフォン布は、赤、ピンク、緑、黄色、

白、青、水色を用意した。 

 ねらいは、○好みの色を伝える。○色の変化

を感じ取る。○オルゴール曲でクールダウンし、

活動の終わりを感じる。とした。  

 

６ 取組の様子  

（１）Ａさん    

高等部１年。女子。小学部からスクーリングで

の課題別学習の経験がある。合同スクーリング

への参加は前任校で２回。本校も２回ある。初

めてパネルシアターを行った時は、目を閉じて

聞くことに集中していた。２回目からはパネル

に注目し、絵人形の動きを目で追うことや、好

きなライオンが登場すると笑顔になるなどス

トーリーを楽しむ様子も見られた。各シーンで



の取り組みでは、練習を重ねていく中で、やり

たいシーンに変化がみられた。今までは、おば

け退治等の戦闘シーンになると手や足を動か

して戦うことを好んでいたが、はめ板課題に取

り組んでからは、はめ板課題を選択するように

なった。はめ板課題では、ゆっくりと右手を動

かし凹みにはまると「できた」ことを発声と笑

顔で伝えた。布あそびでは、目を閉じてリラッ

クスしているが、布を変えたことを感じ取り薄

眼で確認していた。好きなピンク色では、揺れ

を止めると揺らしてほしいことを手の動きで

伝えた。 

（２）Ｂくん  

高等部１年。男子。スクーリングは、卒業式等

の行事中心での参加である。合同スクーリング

への参加は前任校で３回。本校では初めてであ

る。お話し遊びに対する興味・関心が高く、体

調がすぐれない日は絵本の読み聞かせを要求

することが多い。一回目にパネルシアターを行

った時から、絵人形に注目しながらお話を聞い

ており、作業学習、カレンダー作り等の学習課

題を行った日も授業の最後に、パネルシアター

を要求した。パネルシアターのみも含めると、

取り組み回数は１５回であった。各シーンの取

り組みは、どのシーンも意欲的であった。取組

当初は各シーンで課題の意図は理解できてい

ても、力のコントロールや動きがうまく伝わら

ないため時間がかかった。練習を重ねていくと、

力を抜いてはめ板の○を押さえることや呼吸

時の胸の動きを利用して手を動かすことなど

ができるようになった。やりたいシーンは「ト

ト（犬）を助けること」と応えるが、登場人物

が女の子だったのでやりたいシーンを選ぶこ

とができなかった。そこで、トムという男の子

を一人増やした。するとトムを選択し、その後

の授業では、必ずトム役を選択した。  

 

 
（トムのシーン トムを探す） 

 

７ まとめ  

（１）訪問部会 

 定期的に情報交換できる機会があり、取り組

みの様子や課題を共有しながら進めることが

できた。教材のアイデアも子どもの様子を報告

しあう中で浮かぶことも多く有意義な会議と

なった。 

 

（２）教材について 

 訪問生は、授業回数が週２～３回で１回の授

業時間も２時間と少ない。今回、学習到達度チ

ェックリストを活用して実態把握を行った。５

人全員が、授業で取り組んだことがある課題で

は達成度が高くなっていた。意図的に設定した

ことが経験となり、経験の積み重ねが学習の成

果となっていると考える。少ない授業時間の中

で、個々の課題に応じた授業を設定するために

はアセスメントに基づいた教材が必要不可欠

である。  

今回取り組んだ「オズのまほうのもり」はスト

ーリーを作成したことで、子どもに応じた課題

設定や変更が簡単にできた。チェックリストを

活用したことでどんな活動ができるのか具体

的に話し合うこともできた。今後も、子どもの

「できた」があふれる授業作りを行い、学習や

生活が少しでも豊かになるような実践を行っ

ていきたい。 
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第６分科会「地域での生活支援と教育～医療・教育・生活～」 

■共同研究者まとめ 

下川 和洋 
（全国訪問教育研究会全国事務局・ＮＰＯ法人地域ケアさぽーと研究所理事） 

 
１ はじめに 

本分科会の参加者の所属と参加者数は、担任、養護

教諭、学校看護師、保護者などの学校関係者、それに

地域の保健師で、合計２４名であった。教員は、在宅

訪問だけでなく施設や病院訪問などを担当されている

方もいた。今回も保健師の参加があり、福祉や医療と

教育の連携に関わる本分科会の特徴が参加者の顔ぶれ

にあらわれ、情報交換の内容も多様で活発に行われた。 
 
２ 分科会について 

（１）分科会参加に当たっての参加者の問題意識 
午前の最初は、参加者に本分科会に参加する際の問

題意識について自己紹介と共に述べていただいた。主

なものを列挙する。 
・引きこもりの生徒の支援に対して、相談支援事業な

どとのつながりを始めた。 
・25年前は教育実践しか考えられなかったが地域生活

まで見通して学校も取り組む必要性を感じている。 
・高等部生を担任しているので、卒業後の生活を学ん

でイメージしたい。 
・病院・施設に入院・入所している生徒を担任してい

る。卒業後、外部の福祉制度等の活用は難しい。 
・離島や本校から離れた在宅生への支援を考えたい。 
・異動が早くなっているために地域の状況を十分把握

できないし、ノウハウの蓄積が難しくなっている。 
・保護者は自分一人で子どもを見るしかないと思って

いる。外部資源に目を向けるように促していきたい。 
・災害支援をきっかけに地域支援に取り組んでいる。 
・人工呼吸器を付けた生徒の進路に悩んでいる。 
・老人介護施設を活用して利用できるように広げてい

きたい。 
・重度でも働く場を探っていきたい。 
 
（２）講義 
参加者全員が、障害福祉に関する共通ベースとなる

知識を得るため、共同研究者であるライフアシストセ

ンター代表 井山信久氏が、「在宅訪問児童生徒に関わ

る上での支援コーディネート～地域と教育の橋渡しが

できれば～」というタイトルで講義を行った。 
・ニーズに対してスピード感ある対応を行うために有

限会社とした。利用者配慮で車等に社名をのせない。 
・短期入所から始めたが、小児の利用が中心になった。 
・5歳から親離れを勧める。 

・特別支援学校の一番の問題は、自家用車送迎が中心

である点。福祉サービスを活用する方法。 
・医療的ケアが必要な方への支援。看護師配置の困難。 
・しっかり対応できる相談支援事業所につなげる。 
・地域で見るためにコミュニティで事業展開していく。 
Ｑ医療型の放課後等ディを行いたくても、午後の短時

間勤務だから看護師等スタッフが集まらない。 
Ａ午前中から児童発達支援事業を行い、放課後等ディ

とあわせた多機能型で認可してもらうと長時間勤

務体制を整えることになるので、その方が良い。 
Ａ重症心身障害児者通園事業が法定化して、医療型児

童発達・放課後・生活介護の三事業を組み合わせる

ことができる。ぜひ教員から保護者に伝えてほしい。 
 
（３）レポート発表と討議 

午後のレポート発表では、ＮＰＯ法人かすみ草 

訪問療育部門の北風なおみ氏が「重い障害を持つ未

就学児に対する～在宅訪問療育の取り組み～」を発

表した。 
Ｑ療育活動の中で子どもに選択させる場面があっ

た。障害の重い子どもへの支援の仕方を説明して

欲しい。 
Ａ初期コミュニケーション発達の支援である本人

の動きや反応を言語化して関わる「聞き手効果段

階」での支援方法を説明。 
 
３ まとめ 

学校教育ではスクールバスに乗れない、訪問教育の

教員が吸引等できない等、自治体や学校の考えが子ど

もや家族の生活を縛っている。福祉は、困難・困り感

をどのように解決するかに力を入れている。福祉と教

育の文化の違いが浮き彫りになった討議であった。教

育が解決できない課題を福祉が解決している地域もあ

る。今後は相談支援事業における相談支援専門員との

連携がポイントである。 
その他、課題を整理すると、①居宅サービス活用の

仕方、②病院・施設における日中活動の充実の2つが

ある。在宅は様々なサービスが増える一方、施設・病

院は医療スタッフの人数に比べて生活支援員が少ない

ため日中活動の充実は難しい。訪問学級生徒の進路に

ついては、生涯学習という視点での取り組みの広がり

に期待する。そのためには、定年退職する方に、教員

の持つノウハウを地域に還元して欲しいと思う。 



第６分科会「地域での生活支援と教育～医療・教育・福祉～」 

■発表レポート 

重い障害をもつ未就学児に対する在宅訪問療育「いるか」の取り組み 
北風なおみ 

ＮＰＯ法人かすみ草 訪問療育部門 
 

１．はじめに 
 特別支援学校の教員在職中に、障害の重い児童生徒

へのかかわりで培ったノウハウを退職後に生かせない

かと模索していました。「重い障害があっても、早期に

療育活動を行うことが必要ではないでしょうか。」とい

う設立趣旨に賛同して下さった NPO 法人かすみ草の

協力を得て、平成23年12月に在宅訪問療育『いるか』

を始めることができました。ヘルパー免許を取得して

支援時間を利用して入ります。療育活動の時間につい

ては自費を頂いて行っています。（別紙資料参照のこ

と：両親の集い平成 26 年 12 月号 P8、及び月刊福祉

平成27年5月号p70） 
 
２．「いるか」の活動について 
 設立してから総数 17 事例で、現在は 10 事例です。

訪問年齢は未就学児童の 2 歳児～5 歳児です。いるか

の対象は未就学児童ですが、高等部卒業された方の希

望もあり、通勤距離などスタッフが引き受けられる状

況にある卒業生３名にも訪問を行っています。一回に

つき2時間の訪問時間を原則としており、訪問回数は、

各事例の状況によって異なっています。毎週訪問でき

る事例もありますが、通院や訪問看護、レスパイトや

他の通園との調整などがあり、多くが月 1～2 回訪問

している状況です。学校入学や他の施設通園回数が増

えたことによりいるかを終了するケースもあります。 
いるかを始めるにあたって、訪問看護事業所等から

紹介があり、1 回のお試し訪問を経てから活動がスタ

ートとなります。いるかのかかわりを希望される方の

声も多く聞くのですが、現在訪問可能なスタッフが 3
名だけですので、希望者全員への対応ができない現状

があります。ヘルパー免許を持ち、且つ障害が重い児

童生徒へのかかわりの体験者を募って、いるかの訪問

を希望するご家庭すべてに伺えるようなシステム作り

をしたいと思いますが、なかなか難しい課題もありま

す。 
 
３．具体的な一事例の報告―Ａくんとのかかわり 

Aくんは4才の男の子です。呼吸器をつけていて目

の動きや、口元・舌などの顔のわずかな動きや表情で

自分の気持ちを伝えています。指の動きでスイッチを

押して音楽などを楽しんでもいます。 
 平成 25 年 9 月 2 歳の時に月 2 回のいるかのかかわ

りを始めました。当初は他に月2回の通園がありまし

たが、もっと経験する機会を増やしたいというご家族

の要望がいるかにあり、開始しました。今年度からは

通園は週2日に増えましたが、個別の関わりも継続し

て行うことがAくんの今の興味発達には大切ではない

かというご家族の要望があり、継続しているかの療育

活動を行っています。 
 
（１）スタート直後の様子 
平成 25 年の夏に訪問看護師さんからの紹介でいる

かのお試し訪問に行きました。スタッフ２名で行き、

持ち寄った教材のいくつかを用いてAくんと初めての

かかわりを行いました。Aくんは興味津津ながらも不

安の表情ものぞかせていました。しかし、傍で見守っ

て下さっていたご両親から「笑っていますよ。」とのこ

とばを頂き、いるかの関わりスタートに自信を持つこ

とができました。 
 ご両親の要望として次のようなことが述べられまし

た。「障害があっても、将来的に多くの選択肢を得られ

るように今の時期からたくさんのことを吸収させたい。

今のうちから興味関心を広げていけば、A が大きくな

った頃にはもっと AAC などの機器が発達し、自分の

気持ちを表現できる大人になることでしょう。その為

には、小さなうちからたくさんの本を読んだりしてあ

げるのも一つの大切な働きかけだと思うけれど、親た

ちだけではできるものではないのです。だから、いる

かさんにお願いしたいのです。」 このことばはいるか

の設立趣旨と相まっており、かかわりを頑張ろうと発

奮させられました。 
A くんは、気持ちが豊かで多くのことに興味を持っ

ているなという様子が伺われました。しかし、最初の

かかわりでは、A くんの表情を読み取ることは難しい

ことでもありました。月2回で1回2時間のかかわり

です。一回２時間ありますから、学校の訪問授業の組

み立てのように、「はじまりの会」～「歌」～「からだ

へのかかわり」～「歌遊び」～「絵本読みやペープサ

ート遊び」～「感覚遊び」等々を盛りだくさんに張り

切って計画して関わり始めました。早くAくんと仲良

しになろうと汗だくで進めていました。ところが３回

目の時におかあさんから「いるかのかかわりで泣いて

いる事があります。特にからだを触られる時に泣いて

しまうことがあるようです。かかわられることが嫌い

になったら大変ですから、からだに触れない絵本読み

を中心にお願いい出来ますか。」と言われました。 
おかあさんのそのことばを聞いて、気がついたこと

があります。まだ２歳のAくんにとっての体験は、医



療でのかかわりやおかあさんと一緒の通園でのかかわ

りです。一対一でのかかわりは PT の時間です。それ

に対して、いるかは任せられた時間が長く一対一の濃

厚なかかわりです。その時間を色濃く進ませてしまっ

ていました。人とのかかわりの体験がまだまだ少ない

２歳のAくんが受け止めるには余りあるかかわりだっ

たのです。 
 

（２）積み重ね＝選択する気持ちや力をつける 
 上記の反省の上に立ち、いるかの内容を模索や検討

しながら回を深めてきました。 
 

① 最初の１年位のかかわり 
 おかあさんの要望を伺いながら絵本読みを中心に行

いました。以前からご両親が絵本読みをたくさんして

下さっていて、絵本が大好きです。ご家庭にも絵本が

たくさんあります。どの系統の絵本が好きなのかをお

かあさんに伺いながら読み進めていくうちに、読みた

い本をじっと見つめている事に気がつきました。そこ

で、「どっちを読みたいの？」と絵本を変えるごとにA
くんに二者選択を行いました。ご家庭にある「おうち

絵本」と私が持ってきた「読んだことのない絵本」の

選択も多く行いました。そのような繰返しをしていく

うちに、A くんの〈選ぶ気持ち〉の〈表現手段〉が育

ってきました。読んだことのない絵本の方を読んでみ

たいとか、もう一度同じ本を読みたいとかをAくんが

しっかりと選んでいます。また、空間を見つめて、ど

っちでも良いよという気持ちを表すこともできるよう

になりました。どっちでも良いよとか解らないよとか

嫌だよという A くんの気持ちを大切にしてきました。

A くんは選びたい方をしっかりと注視して要求を表現

します。要求がはっきりしていれば、他の物を見る事

もなく真っすぐ見つめて自分の意見を翻しません。ま

た、選びきれないときは目が左の方を見つめたり右の

方を見つめたりと迷っている様子を見せてくれます。

どちらにしようかなと一生懸命に選んでいるのが解り

ます。そして、選びきれない時やどちらでも良い時は、

上の空間を見つめています。時には私の方を見て私の

意見を聞いたり、どっちでも良いよと主張したりして

いる事も有ります。 
このように、絵本読みを中心としてAくんとの会話

をいろいろに深める事ができるようになりました。 
 
② ２年目からのかかわり～現在 
絵本中心のかかわりから徐々に他のかかわりも取り

入れて来ました。 
ご自宅に訪問してからすぐに声をかけると、にこっ

と微笑んでくれることも多く出てきました。A くんに

天気カードを選択してもらうと、自信を持って正解の

晴れや雨のカードを注視して選んでいます。私の右手

を提示して「元気？」、左手を提示して「元気じゃない？」

と聞くと、右手を見て次に空間を見つめるので「元気

なのね！でも、すごく元気じゃないってことは普通か

な。」と会話を返しています。ある時は左手を見つめる

ので「元気じゃないの？」と聞くと、おかあさんが「そ

うなのです。いろいろ大変だったのです。でも元気に

なりました！」と合いの手を入れてくださり、３人で

の会話もできています。 
このように〈選択する力＝表現する力〉がついてき

たので、いろいろな場面で選択をしてもらうようにし

てきました。○絵本を読むか歌にするか。○楽器はど

の楽器にするか。○歌の次は感触遊びにするか。○楽

器を使った歌にするか、からだ遊びを入れた歌にする

か・・・等々、かかわりの流れのほとんどをAくんの

要望を聞きながら進めています。 
選択する表現手段もいろいろな方法で行えるように

しています。（ア）私の手のひらを提示してことばで問

う。（イ）実物を提示して選ぶ。（ウ）A くん用選択絵

カードを用いて選ぶ。などを用いています。（ア）の手

のひらについては、ご両親も早くから取り入れていて、

容易く選択の会話ができる手段です。（イ）については、

具体的に物を見る体験を増やすことができるので、A
くんにとって嬉しい体験です。このように選ぶ手段を

用いて、私との対話が成立して、それがAくんにとっ

ても楽しみになってきているようで、いろいろなやり

とりが深められるようになってきました。絵カードで、

消防自動車はどっちですか等を選ぶカード集めゲーム

を行っています。そのかかわりを通して、A くんにと

って体験が少ない船について知らないことが解りまし

たので船についての説明をしました。このように知識

を深めるような療育に発展しています。 
（ウ）の絵カード選択を 2015 年 4 月から取り入れ

るようにしました。笑っているとか怒っているとかの

表情の顔カード、絵本を読んでいるとか歌を歌ってい

るカードなどをファイルしてその場にあったページの

カードを提示して選ぶようにしています。より複雑な

抽象的な選択方式ではありますが、A くんは注視をし

っかりして、自信を持って選ぶようになってきていま

す。 
抽象的な文字や数については学習としてはまだまだ

早い時期ではあります。しかし、普通の3歳児が育っ

ていく背景で接することが多いものです。ベッド上の

生活が多いAくんにとって意識的に提示する必要もあ

り、意図的に抽象的な文字や数と接するのもいるかに

求められているかかわりではないかと思っていますの

で体験を増やす目的の範囲で楽しみながら取り入れて

います。 



 
 
 
③Aくんといるかのかかわりの意味 
月2回だったAくんの通園はこの春から週２回に増

えました。更に一対一でその子その子に合わせた訪問

療育いるかにより、A くんのとっての表現手段を育て

て気持ちも豊かにすることを行えているといえます。 
おかあさんからいるかに対する感想を頂きました。

「家庭では長くは向き合って遊んであげられないので、

『いるかさん』に訪問して頂くようになり、お願いし

て本当に良かったと思っています。当初は泣いてばか

りで不安もありましたが、今では多くのことに興味を

持ち、『いるかさん』の訪問を楽しみにしています。遊

びを通し、表現や知育の発達を豊かにして行ってくれ

たらと思います。特に『スイッチ』や『ことばの学習』

については通園ではなかなかできないので、その子に

合った遊びをしてもらえるので有り難いです。」 
いるかの存在の意義を語って下さっていて嬉しい限り

です。 

 
 

 
 

４．おわりに 
２歳～５歳児はおかあさんとのかかわりを大事にす

る時期であると共に少しずつ社会に目を向けて、社会

の中で育っていく時期であるとも思います。多くの子

どもは行動範囲が増える時期でもあり、自然に吸収で

きる環境もあります。障害が重い子どもたちは、この

ような環境が不足しています。学校に就学する前に、

発達する芽を育てる素地はたくさんあります。A くん

の事例のように、いるかのようなかかわりにより、豊

かな気持ちを育てることができるのではないでしょう

か。全く通園施設に通えないような状況にあるお子さ

んには、増して支援の手が必要ではないでしょうか。 
現行の障害者総合支援制度は保護者の支援を目的と

した福祉制度になっています。いるかのような未就学

児童に直接アプローチする目的の制度ではありません。

在宅療育支援が、より整備されることが子どもにとっ

ても、かかわり方を学びたがっている保護者にとって

も必要であると思います。 
一方、未就学児童の通所施設が一部の地域で増えて

いるとも聞きます。また、医療的ケアがあっても母子

分離ができる通園施設も出来てきている地区もあるよ

うです。しかし、市区によって制度や対応が大きく異

なっています。 
「通園に通えない」、「少ない通園回数をもっと増や

したい」という子どもたち、そして一人で子育てに悩

んでいるおかあさんたちが多くいるのが現状です。居

住している地区にかかわらず、全国どこに居ても、充

実した療育環境が整えられるようになることを願って

います。 
 

 
 
 
 
（写真等の個人情報掲載については、ご家族の同意

を得ています。） 

絵本読みと歌では・・・歌が良いな～ 

う～ん。こっちの絵本を読んで欲しいな欲しいな☆ 

右の指でスイッチ押して、自分で扇風機回せたよ！ 

Bくんはうた遊びが大好き☆ 
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施設内訪問教育を取り上げるこの分科会には4本

のレポートが寄せられ、そのうち3本が学齢超過者

への実践でした。参加者は 14 名で午前中のみの短

い時間でしたが、レポートを中心に情報交換や実践

課題の交流ができました。 
 

１．施設内訪問における連携とネットワーク 
 青木さん・濱岸さんからは、学校と施設が連携・

協力しながら施設訪問生の教育活動を支える取り組

みが報告されました。訪問生には多くの人の支えが

必要ですが、そこで人とのつながりや関わりの質を

高めていくことが、かれらの生活を豊かに広げてい

くうえで重要になります。卒業後の施設での生活を

豊かにしていくために、地域住民との恊働や地域資

源の活用も含めて、学校時代に築いた支援ネットワ

ークを社会的な支援ネットワークに接続させていく

ことが課題として提起されました。 
 施設訪問生の教育と生活を豊かにしていくために

は、学校（本校・居住地校）と地域に開かれた訪問

教育にしていく取り組みが求められます。そのため

にも、施設スタッフと日常的な協力体制をとりなが

ら、訪問生が施設を拠点にして地域・社会のなかで

生きるというイメージを具体的に練り上げていくこ

とが不可欠ですが、訪問教育としては、学校教育だ

からこそ広げることができる経験や人間関係の内実

を自覚的に捉えていくことが求められるのではない

でしょうか。 
２．学齢超過者の生きなおしを支える学び 
 後藤さんは、昨年に続けて「回想法」を導入した

学齢超過者への実践として、60 代の中学部生 A さ

んの「ライフレビューブック」づくりの取り組みを

報告されました。Aさんにとってライフレビューブ

ックをつくることは、自分の人生を振り返りながら

自己を再認識し、生きる喜びを生み出すための学び

であるとともに、家族にとってもAさんと共に歩ん

できた家族の歴史をたどる経験であったことが印象

的でした。 
 佐藤さんは、50 代の高等部生 K さんの「自伝を

出したい」というねがいに応えて、伝えること・話

すことを大切にした授業を通じて、卒業までに自費

出版の自伝を作成していく取り組みを報告されまし

た。佐藤さんがKさんの声を聴き取りながらパソコ

ンに入力していくのですが、それは K さん本人が

「自分の人生をどのように語るのか」だけではなく、

それを「誰に語るのか・伝えるのか」を共に探る取

り組みであったといえます。 
 原田さんは、40代の高等部生を対象に、人生の楽

しさだけではなく、寂しさや悲しさを感じとってい

くことをめざした授業実践を報告されました。童謡

『虫の声』、『ふるさと』に表現されている「しんみ

り」とした雰囲気や「寂しさ」といった感情を、40
年近くにわたる病棟生活で積み重ねてきた喜びや寂

しさに重ねて感じとっていく姿に、本人の主体的な

心の働きや今の生活を豊かなものにしたいというね

がいを読み取ることができました。 
 討論では、家族から本人の「わがまま」をどうに

かしてほしいという声が聞かれるということが出さ

れ、その背景には本人の生活経験の乏しさがあるの

ではないかとの指摘がありました。そして、そうで

あるがゆえに、一対一の安心した関係のなかで自分

の思いを伝える経験をじっくりと保障し、そこから

他者との接点を広げていくことで他者の思いも受け

入れられるようになるのではないかと話し合われま

した。 
 学齢超過者への実践課題として、本人の生活年齢

や興味・関心に即した取り組みが重視されてきまし

たが、この間、「自分の思いを他者と共有したい」と

いう本人の願いが共通して語られてきたように思い

ます。本人が好きなことや得意なことをたっぷりと

経験するだけではなく、そこで得られた喜びや楽し

さを他者と分かち合いたいという思いに応える実践

が積み上げられています。それは「他者と共に生き

る」感覚を学びとる実践であり、学びを通した「生

きなおし」の実践といえるかもしれません。レポー

トでは自己のライフヒストリーを綴る実践が紹介さ

れましたが、そのライフヒストリーを読み解きなが

ら、「生きなおし」を教育がどのように支えたのかを

整理することで、学齢超過者の学びや実践の質を深

めていく視点を明らかにすることも課題です。 
 現在、夜間中学を中心とする義務教育未修了者の

就学機会の確保とともに、不登校を念頭に義務教育

制度の複線化に向けた法制化が進行中です。学び直

しを含めた義務教育の実質的保障への前進と期待さ

れる一方、不登校者やマイノリティからは公教育の

根幹を揺るがすとの懸念も寄せられています。本分

科会としても、こうした動きを注視しながら、施設

訪問教育の実践の到達点に立ち、障害の重い子ども

の教育権保障について活発な議論が期待されます。 
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「思い」を大切に～学齢超過生の指導の実際 
佐藤 佐由理 

佐賀県立中原特別支援学校 
 

１．はじめに 

 佐賀県立中原特別支援学校は、知・肢・病３障害種

の教育を担う県東部唯一の特別支援学校である。小・

中・高等部と肥前精神医療センターへの訪問教育を行

う本校舎、東佐賀病院に隣接した分校舎（重度重複課

程及び訪問教育）、鳥栖市内の小学校に併設された鳥

栖田代分校（知的障害小・中学部）を備えている。 
 分校舎では、今年度、１４名の学齢超過生、１２名

の過年度卒業生、１名の施設入所の学齢児生に対して、

１００分×週３回の訪問教育を行っている。今回のレ

ポートでは、鳥栖市の「若楠療育園」への訪問教育の

中で、５０代の学齢超過生への取り組みを紹介する。 
 
２．「思い」を叶えた生徒の事例（平成２６年度） 

（１）対象となる生徒の様子 
   対象となる生徒は、昭和３６年生まれの５３歳

の男性である。脳性まひで車いす使用。１７歳か

ら同園に入所している。趣味はパソコンで、パソ

コンのマウスは、右足で操作している。若い頃は

タイプライターアートで作品作りも行っていた。

現在は、園の友達とふうせんバレークラブや木工

クラブで活動している。 
（２）自伝作りに至るまで 
   本生は、平成２４年度、高等部に入学した。高

２から卒業までの２年間の関わりの中で、自分に

合うＩＣＴ機器の操作環境を整えることや、言語

障害がありながらも、一生懸命伝えたいこ とを

伝える学習などを、教科学習や集団学習の中で行

っていく中で、どうしても自伝を出したいという

夢をふくらませていった。 
   ３年生になり、やはり卒業までに自伝を作りた

いという「思い」は強くなってきたため、自立活

動の中で、「自伝のテーマに沿って伝える。推敲す

る。」というコミュニケーションの学習として、１

年をかけて自伝作りを行っていくことにした。 
（３）指導の実際 
   本校の訪問教育の教育課程は、「日常生活の指導」

「自立活動」「生活単元学習」である。年間目標と、

教科・領域別目標（省略）を立て、本人の実態や

興味・関心を考慮して内容を設定した。（ ）内の

観点は、我が校全体で取り組んでいるキャリア教

育の「４つの力」の育てたい力の要素である。 
 

年間目標：教科学習や集団学習を通して、様々な経験

を積み重ね、作品や実績を残すことで達成感や自己肯

定感を味わう。 
 
日常生活の指導 

  ①始まりの会、終わりの会（A-5 状況に応じた言

動）、体調の確認、司会、姿勢変換の依頼、休

憩 
  ②登下校の挨拶（A-4 他に働きかける力,A-5）、

言葉による挨拶、会釈の礼 
 
自立活動 

  ①活動前のマッサージ（B-6 自己コントロー

ル,C-5 達成感、充実感）ふくらはぎ、足、背筋

を伸ばすマッサージ  
②足を使う作業（B-6,C-5）パソコン、書字、描

画、色塗り、はさみ、演奏など 
  ③伝える（A-4,D-4 夢）今日のニュース、自分の

話、ＩＣＴ機器の操作法、自伝のテーマに沿っ

て 伝え、推敲する。 

 
 
生活単元学習 

①教科的学習（A-4,C-5,D-2 自己選択、自己決定） 
   ・国語：体験談や物語を教師と一緒に読み、感

じたことを伝える。 
   ・社会：訪れる場所の様子を本やインターネッ

トで調べる。 
   ・英語：パソコン用語や身近な単語を知る。 
   ・数学：日常生活に必要なお金について知る。 
   ・理科：米や野菜の栽培、宇宙、人体について

知識を広げる。 
   ・音楽：楽器を演奏する。  
   ・美術：足を使って制作をする。 
   ・体育：ボウリング、ボッチャ、風船バレー 
   ・家庭：足でスイッチを使ってミシンやカメラ

を操作して作品を作る。  



  ②友達や他の教師との触れあい(A-4） 
     実際の指導場面では、週３回の訪問の中で１、

２回自伝に向けての自立活動の時間を設定し、ま

ず、生い立ちについて順を追って記述していった。

次に家族（父、母、妹、祖母）について、最後に

これまでの人生で経験したことや、大切な人たち

について記述していった。 
     本生は、足でマウスを動かし、クリックして必

要な情報をインターネットで入手している。学校

のパソコンや個人のパソコンで、文字パレットを

使って文字入力を行っていたが、１文字打つにも

時間がかかり、まとまった文章を作成するのに相

当苦労したため、本生が語った言葉を教師が入力

し、読み上げた文章を聞いて推敲することで、自

分で作り上げていることを実感させながら進め

ていった。本生も、今年度の自己紹介カードに、

「今年は、いよいよ最終学年なので、１年かけて

私が歩んできたことを書きたいと思っています。

どこまでできるかわからないけど、がんばってみ

ようかなあと思っています。みんなの応援で、私

が言ったことをパソコンに入れる作業を手伝っ

てください。何らかのかたちでご迷惑をかけると

思いますが、よろしくお願いします。」と書いて

いた。 
 
（４）自伝より  
自伝の題名は、座右の銘である「悪戦苦闘」、「生き

ることの喜び」のどちらにするか、ずい分迷って、最

終的に「悪戦苦闘」に決定した。もちろん、副題に、

「生きることの喜び」と掲げたように、「悪戦苦闘」

の人生に立ち向かってきた自分に誇りを持っている。 
ここで、実際の自伝から、いくつかのテーマに沿っ

た記述を紹介する。 
 

  ～生い立ち～ 

僕の名前は木田喜代人といいます。見ての通り重度の障

害を持っています。僕は手が使えません。食事やトイレ、着替

えは介助してもらわなければいけません。ですが、車椅子をこ

いだり、ＣＤやパソコン、ゲームなどの操作は右足を使って自

分でやります。操作に関しては障害を持たない人とあまり変

わりないと思っています。ゲームは、職員さんより強いんです

よ。 

僕はお母さんのおなかから八ヶ月で生まれてきました。その

ときの体重は一八八五グラム。早産で未熟児だったのです。

四ヶ月間、保育器の中にいました。その間、保育器の中で

高い熱が出て、その後遺症で重い障害を持つことになった

のです。病名は脳性麻痺です。神様が、この夫婦なら、絶

対大事に育てられると、僕を預けたのです。 

 

～お父さんについて～ 

   六月十日は時の記念日。そしてお父さんの誕生日。父

の日には毎年プレゼントを贈っている。やっぱり、今思うと

家族の中で一番大変なのは父親だと思う。本当に自

分のやりたいことをできなかったのじゃないかな。家族の

ために仕事をしなければいけなかったから。 

   僕のお父さんは昭和七年生まれ。中学を出て鍛冶屋

になった。その頃は、学校どころじゃなかった。それから

長崎の炭鉱で働いた。そしてお母さんと結婚してぼくが

生まれた。炭鉱がだんだん傾きはじめたから、友達数人

で八幡製鉄所に働きに行った。ぼくとお母さんは、お母

さんの実家にお世話になった。苦労話はあまりしない。 

   それから岐阜に行った。岐阜には僕たちもついて行っ

た。岐阜に行ってよかったんじゃないかなあと思ってい

る。障害があるぼくにとって、岐阜ではリハビリを紹介して

もらえたから。こっちにはまだなかったから行ってよかった

と思う。 

   家族のために仕事をがんばってきたお父さんは、僕に自

分がどんな風に生きていけばいいかを教えてくれた。言

葉で言われたのではなく、その姿で教えてくれた。それ

は、一生懸命、あきらめないで、ということ。お父さんをは

じめ、周りの環境が今の僕を作ってくれた。お父さんの兄

弟、お母さんの兄弟も僕をかわいがってくれた。どこに行

ってもとても温かかった。 

 

～足～ 

   僕の手は、だんだん年齢とともに言うことをきかなくなって

きている。前からあまり使えなかったけど、最近ますます

言うことをきかなくなってきている。痛みもだんだんひどくな

ってきている。気温の変化でもかわってくる。夏の方が動

かしやすい。冬は寒いから、身体の中の筋肉が痛くな

る。だから、辛い。 

   足の方も、自分でがんばって使ってきたけれど、だんだ

ん言うことをきかなくなってきている。僕の足は、命の次に

大事なところだと思っている。この足があったから、自分

でできることをやってきた。タイプライターを打ち、マウスを

操作し、字を書き、ハサミを使い、農作業もした。この脳

性まひで生きてきたことは、普通の人の何倍も努力しな

ければならなかった。この足は、僕が生きてきた証だ。だ

から、この命がある限り、しっかりがんばって使っていきた

い。 

 

～むすびにかえて～ 

   僕はこの本を、たくさんの方々に読んでもらいたいと思っ

ています。これまでお世話になった方々。岐阜でお世

話になった方々。若楠療育園で出会った方々。特別

支援学校の先生方。友達。そして、僕を支えてくれ                   

た家族。僕がここまで来ることができたのは、この方々の

おかげです。感謝してもしきれません。 

 

   また、僕を知らない方々にも読んでもらいたいと思って



います。未来を担う子供たち。地域の人たち。そして特

に障害がある子どもさんを持つお母さんに、読んでもら

いたいです。僕が生まれた頃、五十年以上前、その頃

は医療も今ほど進んでいませんでした。母たちはどんな

に心細かっただろうと思います。相談機関も、訓練機関

も、今ほど整っていませんでした。学校にも、思うように行

けませんでした。 

でも、今は医療も進んでいます。相談するところも、訓

練するところも、たくさんあります。どうか、一人で抱えこま

ず、ぜひ相談して支援を求めてほしいです。学校も、す

ごく整っています。どうか前を向いていってほしいです。ど

んなことがあっても大丈夫だから。心配しなくていいか

ら。 

    
 

自伝は、２学期末までにできた分を年末にご家族

に読んでもらったところ、短くても十分思いが書け

ているので、自費出版したいという申し出があった。

そこで、学校が利用しているコロニー印刷を通して、

Ａ５版４１ページの小冊子を２００部発注した。出

版は、卒業式に合わせてもらい、お世話になった方々

や友人などに配られた。その後、メールや電話、訪

問などで多数の感想が寄せられ、本人も家族も大変

喜ばれていた。本生は、「みんなが、とにかくびっく

りしていた。本を書いてよかったなあと思った。卒

業までに仕上げるのは、ちょっと忙しかったけど、

学校に行って成し遂げたことに満足している。でも、

これからも僕は、僕にやれることをやっていきたい。」

と、感想を述べていた。 
 

本生は、もっと書きたいという意欲を持っていたが、

ご家族は、卒後、在学中のような支援は難しいと説得

され、本生も承知しての自費出版だった。私は、卒後

目標を失って元気をなくしては、と考え「１０年くら

いかけて、訓練の先生と続編を作ってください。」と

励ましている。実は、ご家族に見せるまで、文集のよ

うな形で発行できれば、と考えていた。ご家族の強い

希望に沿う形で、デザインなども本人が監修し、なん

と卒業式に間に合うことができた。本生、家族、そし

て後押しして下さった施設の方々の思いによるとこ

ろが大きく、引っ張っていただいたように思う。我が

校のキャリア教育の要素の中で、本生に達成してほし

いと願っていた「達成感」「充実感」「夢」を叶えるこ

とができて、本当によかった。 
 

３．考察 

中原特別支援学校分校舎に勤務して５年、その間学

齢超過生と関わらせていただいた。就学の機会がなか

った超過生の中には、教師とのマンツーマンの関わり

をとても喜ばれる方が多い。授業をとても楽しみにし

ておられるので、大いにやりがいを感じるのだが、個

に応じた指導内容については、試行錯誤することが多

い。指導を続ける中で、少しずつ感じた学齢超過生の

指導のヒントは、過去の生活の中にあるのではないだ

ろうか、ということである。また、年齢的に、新しく

何かを身につけることは難しいので、今できる機能の

維持か、進行を遅らせることになるのではないだろう

か。その際、本人、家族、病棟（施設）の「思い」を

大切にすることを忘れてはならない。また、卒後に生

かせることを、一つでも提案できたら、卒後の豊かな

生活につながるだろうし、それが難しいならば、とて

も楽しかった、という思い出作りでもいいのではない

だろうか。私は、ある学齢超過生のお姉さんが、卒業

式の保護者代表挨拶で述べられた言葉が忘れられな

い。「私たちは、この制度に救われました。亡くなっ

た母が、泣きながら弟の就学猶予願いを書いていたこ

とを覚えています。弟も、１対１でゆっくり関わって

もらい、学校が大好きでした。まだまだ卒業したくあ

りません・・・。」その方の人生における、宝物のよ

うな時間であることを認識しながら、指導にあたるこ

とが大切である。 
また、一つの学校に、学齢児生と学齢超過生、過年

度卒業生が共に学んでいる中で、中高年の生徒との関

わりを通して、ライフスタイルの中での人の成長や老

化による衰えを知ることができた。（障害者の老化は、

健常者＋２０年と言われている。）それを、学齢児生

の指導にどう生かすか、と考えると、学齢児期に触れ

させるべきこと、必要なことが見えてくるのではない

だろうか。それを明らかにすることが、今後の課題で

ある。 



第 8分科会「病気療養児の教育」 

■共同研究者まとめ 

猪狩恵美子 
福岡女学院大学 

 
１．はじめに（特別支援教育開始以降の病弱教育） 
 戦後、慢性疾患の子どもの教育が病弱教育とし

て学校教育法に位置づけられ、病弱養護学校が制

度化されるのは１９６０年以降のことである。こ

の遅れの背景には、「勉強したら病気が悪化する」

「病気が治ったら学校」という根強い考え方があ

った。さらに入院中の教育が広がったのは９０年

代以降であり、その先駆けとして訪問教育が重要

な役割を果たした自治体も少なくない。しかし、

病弱教育の実態・しくみは自治体によって異なる

部分が多く、養護学校免許をもっていても病弱教

育を担当する可能性は低く、病弱教育を経験する

可能性は低かった。特殊教育のなかで病弱教育に

対する学校関係者の認識は非常に低かったといえ

る。 
 しかし、特別支援教育の開始によって、病弱教

育に新しい動きが始まっている。特別支援学校教

諭免許状に病弱教育の領域が明確に位置づいたた

めである。特別支援学校教員養成を行う大学が増

え、それぞれの大学で病弱児の指導、病弱児の心

理・生理・病理について学ぶ学生が増加している。

また、教職員免許状認定講習でも病弱教育に関す

る科目を受講する現職教員が増え、病弱教育に対

する理解と関心が広がっている。 
 教員の専門性の修得を考えるとき、教員養成課

程、教員採用試験、現職教員研修という３つの段

階で考えていく必要がある。現在、病弱教育にお

いては、大学における教員養成段階での学生の関

心・問題意識の向上がみられることが特徴だとい

える。 
 
２．レポート＊愛媛大学教員養成における試み 
 本分科会では例年、病院訪問・病弱児の教育実

践が報告されてきたが、今回は、愛媛大学教員養

成課程で始まった、入院中の子どもへの学生ボラ

ンティア活動とその援助の報告であった。ひとり

の学生の問題意識からボランティア希望が出され、

それを受け止めた大学としてのバックアップによ

って、希望者が増え入院中の子どもの学習支援・

余暇支援が広がってきた報告がなされた。愛媛大

学の特徴として、総合大学であり教育学部と医

療・看護学部があるという強みを生かして、医療

と教育の連携を図る教員養成段階からの可能性が

示されたといえる。 

病弱教育の不十分さを学生ボランティアで補っ

て終わるということではなく、病弱教育そのもの

を充実させていく必要性があるが、現実の子ども

のニーズに手が尽くされていないとき、それに応

える学生ボランティアは非常に大きな意味がある。

同時に、学生ボランティアにとっても、病気の子

どもの理解と具体的な支援について学ぶ大切な機

会になっている。学校現場からの教育実践レポー

トが出なかったことは残念であったが、目の前の

子どもの願いに応えるためのひとつの試みとして

ご検討いただきたいと思う。報告のなかで双方ロ

ボット OriHime （オンデマンド型）の活用の可

能性が示されたのに対し、注意すべき点を自覚し

た活用を考える必要が指摘されていた点も重要な

視点であろう。 
 

３．分科会での情報交換から 
例年と同じく分科会参加者は多くはなかったが、

主に近畿の先生方が集まり、そこに茨城・新潟・

東京・愛知・鹿児島からの参加者を交え情報交換

が活発に行われた。病院訪問、病弱児の訪問教育

を担当した教員が強く感じる矛盾・困難だったと

いえるが、子どもの最善の利益という視点から、

教員の悩みから展望へと高め、改善につなげてい

くことが求められている。障害の重い子どもの訪

問教育に比べて、病気の子どもの訪問教育には不

十分といって済ますことのできない矛盾が山積み

しているからである。 
 ひとつは、地域格差の大きさがあるが、全体像

が見えにくく、目の前の実態の矛盾に気づきにく

いという問題である。また、学校による違いが大

きく同じ県内でも状況がつかみきれない実態があ

る。とくに医療の再編と拠点病院の選定が進む昨

今、地域による医療格差・偏在が顕著である。と

くに気になる動きとして、入院中の子どもの訪問

教育から分教室になっていった小児医療と病弱教

育の拠点であった医療機関が、現在選定されてい

る新たな拠点病院に入っていないことが指摘され

た。 
また、病気の子どもは発症や必要な治療に応じ

て入院し、入院中の教育を受けることになるが、

状況が改善すれば地元の学校に帰っていく。転出

入を前提にし、原籍校復帰を念頭に置いた教育が

求められており、場と場をつなぐコーディネート、



移行支援（トランジション）が不可欠だといえる。 
 また、訪問教育の現場では、重複障害（自立活

動中心）と病弱児（準ずる教育）をひとりの教員

が担当することも少なくない。急に病気の子ども

を担当することになった教員の戸惑いもあるが、

同じ一日にこの違いの大きい指導をかけもつ教員

もいる。教材準備も限られた時間のなかでは厳し

く、子どもの学びを保障する上で大きな課題とな

ってきている。病気の子どもは、他障害との重複

もありうるし、重症児も、慢性疾患の子どもも同

じく、ゆきとどいた教育の必要性は同じである。

子どもの学習権の保障という視点で、問題点の明

確にし、これからのありかたを提言していくこと

が求められる。本分科会も回数を重ねた。病弱教

育に関する基調報告的な資料をもとに議論を深め

るという形も一度、試みたらどうだろうか。 
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■発表レポート 

 
長期入院児への学生ボランティアによる余暇・学習支援 
～病弱者への合理的配慮ができる教員養成に向けて～ 

 樫木暢子 
愛媛大学教育学部 

 
１．はじめに 

 平成 26 年度に小・中学校に在籍する児童生徒

のうち、病気を理由に 30 日以上欠席している長

期欠席児童生徒は全国で約 20,000 人だった（文

部科学省学校基本調査より）。この数字は約 20 年

間ほぼ横ばいである。また、院内学級や訪問教育

による教育を受けている児童生徒は小中学生で

400 人前後であり、多くの児童生徒が教育からの

長期離脱を余儀なくされていると考えられる。 
 こうした現状を踏まえ、愛媛大学教育学部では

特別支援教育を学ぶ学生が長期入院児のいる病

院にボランティアとして出向き、学習と余暇の支

援を行っている。現在、取り組んでいる病気療養

児への学習・余暇支援は療育機関 1 か所、医療機

関 2 か所の計 3 か所である。療育機関でのボラン

ティアは 4 年目、医療機関は 2 年目と 1 年目であ

る。 
 本稿では病気療養児への学生ボランティアに

よる有効かつ有益な学習・余暇支援、病院と大学

との医教連携の構築、病弱教育に関する専門性向

上を目指す教員養成カリキュラムについて概説

する。 
 
２．学生ボランティア有効かつ有益な学

習・余暇支援の検討 

（１）職員及び学生ボランティアへの聞き取り調

査 

 ボランティア受け入れ機関の担当者に対して、

ボランティア導入時と導入 1年半後の印象や感想

などについて聞き取り調査を行った。担当者は開

始当初は学生のボランティアは長続きするとは

思っておらず、受け入れの準備をしていても来な

くなること、子どもたちは 1 度でも学生に関わっ

てもらえることは嬉しいだろうが、覚えられない

うちに活動が終わってしまうことなどに対して

不安感や失望感をもっていた。しかし活動が 1 年

半続いたこと、子どもたちがボランティアの名前

を憶えて楽しみにしていることなどから、自分た

ちが業務に追われてできない部分を補ってもら

えるという安心感や信頼感 を抱いているとのこ

とだった。学生たちも職員が子どもたちに関わる

様子を見ることで職員への関心が高まり、相互に

信頼関係ができたこと、職員の期待感に加え、

学生も対象者の状況や環境を理解 していくなど

双方の意識の変容が、活動の広がりにつながり、

職員と学生の意識が対象者に対して向かってい

くことが可能になったと考えられる。図 1 に示す

ように 子どもを意識した活動とその継続、信頼関

係の連環 により、有効かつ有益な活動への相乗効

果が期待できると言える（樫木・山下 2014）。 

 
図 1 学生ボランティアによる有効かつ有益な活動のイ
メージ 

 
（２）学生ボランティアへの縦断的聞き取り調査 

 ボランティア活動 1年未満の学生は自分が考え

た活動の適切さ、個人情報の扱い、子どもとの関

わり方などに不安を抱いていた。また活動 1 年以

上の学生は活動に対する期待や要求と実際の活



動の整合性、介入の限度などに不安を抱いていた。

これらの不安に対して学生は困惑したまま、自分

で判断し行動する、周囲の情報を参考にするなど

の対応をしており、双方に差異はなかった。 
 活動への見通しとしては 1 年未満の学生は 1 回

ごとの活動の結果に着目していた。一方、1 年以

上の学生は1回ごとの活動の結果を大切にしつつ、

退院後などの近い将来を考えながら活動 してお

り、より長いスパンで活動を提案することが可能

であることが明らかになった。また、活動に対す

る課題意識はボランティア活動を開始する以前

に病気の子どもたちと関わった経験にも影響を

受けていたが、実際の活動状況をみると、1 年以

上の学生の方が活動の充実度が高いと言える。 
 こうしたことから学生ボランティアの成長過

程には現状の把握から少し先の未来の想定の段

階へと一定の道筋があると言える。この成長過程

を支えるためには学生ボランティアが抱える 不

安の相談や情報交換の機会保障 が必要であろう。

その方策として、ボランティア個々の課題に応じ

た大学教員によるスーパーバイズ、ボランティア

間の情報交換と情報共有 が有効であると考える。 
 
３．医療機関と大学との医教連携の構築～

病弱教育の専門性向上に向けて～ 

 病気療養児の多くは通常の学校に在籍してお

り、退院後の教育は通常の学校の教員が担う。通

常の学級の教員は病気の子どもたちへの対応に

困難を感じており、その理由として病弱教育の専

門性が乏しいことが挙げられている（平賀 2006）。
このような状況を踏まえ、愛媛大学教育学部特別

支援教育講座では平成 26 年度愛媛大学地域連携

プロジェクト（中野・樫木・苅田ほか，2015）と

して、教員養成カリキュラムの改革を含めて、以

下の活動を始めた。図 2 に地域連携プロジェクト

の概要を示した。 

 
 
（１）学生の病弱教育実習 
 愛媛大学教育学部では知的障害、肢体不自由、

聴覚障害の 3種の特別支援学校における教育実習

を行っているが、病弱教育に関する実習はこれま

図２ 地域連携プロジェクトの概要図  



で実施していなかった。地域連携プロジェクトと

して病院と連携関係を結び、学生ボランティアに

よる学習・余暇支援を選択科目の 地域連携実習に

位置付け ることとした。 
 派遣する学生は病弱教育に関するカリキュラ

ムを受講済みであることを条件とした。また、自

己紹介カードを作成し、それをもって病棟医師及

び看護師長の面談、保護者との対面を経た上でボ

ランティア活動を開始するようにした。自己紹介

カードには予防接種歴など医療面への配慮事項

も取り入れた。初年度は 9 名の学生が登録し、6
名の児童生徒への支援を行った。また、実際のボ

ランティアに参加している学生らは病棟で看護

師等にその日の体調や治療による配慮事項など

を確認し、病気療養児への学習・余暇支援を体験

することができた。 
（２）病院と大学との連携 
 大学における病弱教育に関する授業に連携先

病院のスタッフにゲストティーチャーとして講

義をしていただいた。学生は病気療養児の現状や

医療的な配慮事項に熱心に耳を傾け、病弱教育に

対する関心を高めることができた。また、実際の

ボランティアに参加している学生らは病棟で看

護師等にその日の体調や治療による配慮事項な

どを確認し、病気療養児との関わり方を体験する

ことができた。このほか、学生ボランティアへの

インフルエンザ予防接種の実施などでも協力を

いただいている。 
 
４．今後の課題 

 病院と大学の医教連携は第一歩を踏み出した

ばかりである。愛媛県においては病気により教育

からの長期離脱をしている児童生徒は全国平均

の 1.5 倍であり、病弱教育のニーズは高い。教育

の機会保障が十分でないことから、他地域の病院

の医師や病気療養児の保護者からも学生による

支援を受けられないかと問い合わせが来ている。

学生が授業の合間に出かけることは難しく、直接

支援と間接支援を組み合わせる ことを検討して

いる。オンデマンド教材による通信教育、テレビ

会議システムやデジタル端末の活用なども取り

入れながら、可能な支援を行っていきたい。 
 しかし、あくまでも手が届かない現状に対する

一方策として学生ボランティアや ICT 技術の活

用を検討、実施しているのであり、分科会でも議

論されたように、本来は教員が直に会って教育が

行われることが望ましい。病気であってもすべて

の子どもたちが安全、安心な教育が受けられる環

境づくり が望まれる。 
 
＜参考・引用文献＞ 
平賀健太郎 通常の学級において病弱児への教

育的支援を困難と感じる理由 大阪教育大学

障害児教育研究紀要第 29 号，71－77，2006 
樫木暢子、山下祥代 病気療養児に対する学生ボ

ランティアによる学習支援の可能性 愛媛大

学教育学部紀要第 61 巻，161－169，2014 
文部科学省 平成 26 年度学校基本調査（2014） 
中野広輔・樫木暢子・苅田知則ほか 長期入院に

対する教育ボランティアの試み～大学から病院

へ、病院から大学へ～ 愛媛大学教育実践総合セ

ンター紀要 No,33，117‐126，2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第 9 分科会「教育課程」 

■共同研究者まとめ 

河合 隆平 

金沢大学 

 

本分科会は午後だけの開催でしたが、京都からの

2本のレポート、20名の参加者があり、訪問学級の

教育課程に対する関心や問題意識の高さがうかがえ

ました。訪問学級では子どもに応じた適切な授業時

数の確保が課題ですが、訪問教育が学校教育の「一

形態」であることをふまえて、学校としてどのよう

な学習や生活を保障するのかをトータルに考えた教

育計画が教育課程といえます。日々の授業だけでは

なく、スクーリングや校外学習、修学旅行など、学

校活動がトータルに用意されてこそ訪問教育は成立

するといえます。ですから、訪問教育では一人ひと

りから出発することを大切にしながら、訪問学級の

目標や計画が当該学年・クラスのそれらにどのよう

に位置づくのかを明らかにすることが教育課程づく

りの視点として重要です。教職員集団として訪問学

級の子どもに必要な学校生活を考えるためにも、訪

問学級担任・担当者には日々の子どもの姿や授業の

様子を校内で積極的に発信していくことが求められ

ます。 

 伊藤さんのレポートでは、神経性疾患のため中学

部・高等部での在宅訪問教育を受けて大学に進学し

た K さんへの取り組みが紹介されました。K さんは

中 1・高 1は通学籍でしたが、「訪問のときの方がず

っとたくさん勉強した」と語るように、訪問学級だ

からこそ彼女のペースに応じて学習を進めることが

できたようです。また、大学でイラストを学びたい

という進路希望に応えて、スクーリングでは美術の

授業を行い、電動車椅子での移動に挑戦するととも

に、同じく障害のある大学生とも出会いながら進学

に備え、最終的に通信制大学の情報デザインコース

に入学しました。 

 参加者からは通学籍だとかえって学習保障がしに

くいという意見も出されました。K さんの場合、積

極的に訪問教育を選択したことで個別の学習要求・

課題に応じることができ、他の教員の協力により必

須の教科学習を保障することができました。子ども

に必要な授業時数と単位習得を保障するためには、

訪問の授業だけではなく、スクーリングも含めた指

導体制が求められます。また、教科学習以外の生活

や進路に関する指導、クラスの仲間とのつながりな

ども、担任・担当者や保護者の対応に頼ることなく、

教育課程のなかに組み込んでいく必要があります。 

 梶本さんからは、ALS の女子生徒の高等部訪問で

の修学旅行の取り組みを中心にレポートがありまし

た。梶本さんは「修学旅行を満喫したい」という生

徒のねがいに応えて「近くの衣料品店に買い物に行

く」というプランを立て、自家用車での修学旅行を

実施し、店側もウェルカムポスターや生徒の好きな

BGM を用意するなど積極的に協力してくれたようで

す。事後学習では店に礼状を書いたり、まとめ新聞

を作ったり、修学旅行の様子を学部集会でも発表し

ました。 

 訪問学級における校外学習や修学旅行については、

子どもに応じた実施が広がっているとはいえ、依然

として条件格差が目立ちます。分科会では、修学旅

行の実施状況を情報交換しました。通学生との格差

だけではなく、訪問生のなかでも宿泊の可否や保護

者同伴の有無、教員の旅費・宿泊費の支給範囲、医

師や看護師の同行など、さまざまな条件格差のある

実態が報告されるとともに、そうした制約のなかで

訪問生に応じた多様な修学旅行も紹介されました。

訪問生の修学旅行が認められない理由としてしばし

ば言われる「通学できないから訪問なのに」という

理屈を乗り越えるためには、「子ども一人ひとりの実

態から出発する」という訪問教育の基本に立ち返り

ながら、学校として実施可能なかたちを最大限に模

索する努力が求められます。 

 修学旅行や校外学習は日常の学習活動と連続する

ものであり、校外での学習や活動を節目として、計

画的な授業に取り組んだり、健康や体調を整えてい

ったりするなど、訪問学級の子どもにとって教育的

意味の大きな取り組みです。医療的ケアの実施体制、

医師・看護師の同行などクリアすべき問題はたくさ

んありますが、訪問学級担任を中心に教職員集団と

して、子どもにとって当たり前の学習・生活経験の

イメージを拡張しながら、取り組みのねらいや意義

を保護者と共有することが大切です。訪問学級を排

除の理由とするのではなく、訪問学級だからこそで

きる取り組みを学校で積み上げていきましょう。 

 教育課程は「とっつきにくい」という人も多いと

思います。しかし、「子どもにどんな学校生活が必要

か？」という視点で今ある授業の時数や計画・内容

を再確認するだけでも十分議論できますし、その議

論を校内で共有していくことが訪問学級の教育課程

づくりの土台となります。分科会としても継続的な

議論が望まれます。 



第９分科会「教育課程」 

■発表レポート 

訪問から大学へ ～ｋさんの事例～ 
伊東睦子 

京都市立北総合支援学校 
 

１．はじめに 

本校は平成 16（2004）年 4月に開校した京都市

で一番新しい支援学校である。従来の障害種別の

教育から，一人一人の教育的ニーズに応じた教育

に転換する「総合制」と，できるだけ居住地域に

近い支援学校で学べる「地域制」の 2つを実現さ

せるための支援学校として誕生した。京都市内を

4つの地域に分けて，それぞれに呉竹総合支援学

校（以前は肢体不自由）・東総合支援学校（以前は

知的障害）・西総合支援学校（以前は知的障害）・

北総合支援学校（新設）の 4つの総合制・地域制

の支援学校が再編された。 

京都市のこの４つの総合制・地域制の支援学校

では，知的障害や肢体不自由をはじめ様々な障害

のある子どもたちが同じクラスで学んでいる。大

抵の子どもたちには知的障害があるので，教育課

程としては「知的障害者の教育課程」がほとんど

であるが，肢体不自由のみで知的障害のない子ど

もがいる場合には「準ずる課程」で教科学習をし

ている。ホームルームは知的障害の子どもたちと

一緒だが，授業は別室で受ける。 

本稿では，通学生のとき「準ずる課程」だった

生徒が訪問生となり，大学に進学した事例を紹介

する。 

 

２．ｋさんの現状 

両足と右手に痛みがあり，一日のほとんどを自

宅のベッドの上で過ごしている。椅子に座るなど

して長時間足を下ろしていると痛みが出てくるた

め，ベッドの上に長座の姿勢で座り，読書をした

り，膝の上（右手を挙げると痛むため）に置いた

パソコンで絵を描いたりしている。トイレに行く

とき等は膝立ちでベッドから降り，左手を使って

車いすで移動するなど，日常生活はほぼ介助なし

で出来ている。 

学習能力は大変高い。礼儀正しく，控え目で，

周りの誰に対しても気を遣う。はにかみ屋で自分

の能力の高さを隠そうとする傾向があるが，好き

なことを話し始めると饒舌になる。 

母も若い頃に両足の痛みで歩けなくなった経験

があり，3歳上の姉も中学時代の捻挫をきっかけ

に両足の痛みが取れず本人と同じ障害がある。 

 

３．これまでの経歴 

○小学校時代（普通学級） 

低学年の頃から足が痛くなる。4年生の 3学期，

体育の跳び箱の授業で足首を捻挫してから痛み

が取れず，5年生から車いす使用。7月に病院（神

経内科）で「反射性交感神経性ジストロフィー」

と診断される。6年生の夏から右手も痛くなり，

登校できなくなる。 

○中学部 1年（通学籍） 

北総合支援学校に入学。「準ずる課程」で教科学

習をする。5月頃までは登校できたが，その後

はほとんど登校できす。学年末に学校から訪問

教育を紹介したところ，保護者が希望される。 

○中学部 2年（訪問籍） 

訪問に移籍。義務教育で必修の 9教科を週 3回・

1回 120分で，自宅のベッドで学習する。1教科

40分ずつ，9教科とも訪問担当（家庭科免許）

が１人で教える。各教科とも中間テスト・期末

テストも行う。 

○中学部 3年（訪問籍） 

数学と英語については，それぞれ免許を持った

教員が行くことになり，訪問担当（私：小学校

免許と中学・高校の国語免許）は，残りの７教

科を教える。数学・理科が苦手とのことだった

が，理科は１分野も２分野も，ベッド上で実験

もしながら教科書を最後まで終わらせることが

できた。理解力も素晴らしく，テストは常に高

得点。パソコンで絵を描くことが好きだと言う

ので，美術ではルノアールの絵の模写をパソコ

ンで描き，校内の美術免許の教員に作品を見せ

てアドバイスを受ける方法で学習を進めた。 

※進学にあたり，通信制の高等学校をいくつか

紹介し，説明会等に一緒に行く。しかしスクー



リングに付き添うのが難しいことを理由に，保

護者は選択されず。結局，スクールバスのある

北総合の高等部の通学籍を希望される。（３つ上

の姉も北総合の高等部の通学籍「準ずる課程」

を卒業し，大学に進学。） 

○高等部 1年（通学籍） 

高等部に入学。「準ずる課程」で教科学習をする。

一年間で 25単位を履修，すべての教科を免許の

ある教員が担当（私も「現代文」2単位を担当）。

学習教室では，床にエアレックスマットを敷き，

壁や三角クッション等を利用して長座で授業を

受ける。移動時は車いすを人に押してもらう。

夏休み頃までは休みがちながらも何とか登校で

きたが，その後は欠席が続き，保護者が 2年生

からは訪問を希望される。 

○高等部 2年（訪問籍） 

再び訪問になる。週 6時間のうち，訪問担当（音

楽免許）が，「数学」「英語」「音楽」を教え，私

が「現代文」と「古典（古文・漢文）」を各 60

分ずつ教える。スクーリングは行事のみ。  

 

４．高等部 3年（訪問籍）・大学進学に向けて 

私が再び訪問担当になる。私が苦手な「情報」

「英語」の 2教科だけはどうしても専門の教員に

教えてほしいと学部長に頼み，そのようになった。

教科は，本人と相談して「情報」「英語「古文」「漢

文」「現代社会」「世界史」の 6教科とし各 60分ず

つ行った。情報の教員が学校を離れられない校務

であることを理由にして，週 3回のうち 1回はス

クーリングとし，学校で「情報」と「古文」の授

業を行った。スクーリングにはタクシーで来るの

で（京都市では，訪問のスクーリングにはタクシ

ーチケットが配布される），一人でタクシーに乗っ

て自分で行き先を言うことも課題にした。彼女の

場合，家から週１回でも外に出るということは，

身体作りにも役立ったと思われる。校内の移動は

学校の電動車いすを借りるようにした。スクーリ

ングのたびに高 3の交流クラスとプチ交流も行っ

た。ｋさんを慕う友だちは多く，スクーリングの

授業後（給食前）に交流クラスに立ち寄ると，違

うクラスからも友だちが駆け寄ってきて，毎回，

暖かい輪ができた。一年間，週 3回の学習にしっ

かりと取り組めた（前期：訪問 39，スクーリング

21   後期：訪問 24，スクーリング 26）。 

 

＜学習の様子の紹介（一部）＞ 

○情報：内容はプログラミング等で，大変喜んで

学習に取り組んだ。情報教員も「二ヶ月もした

ら，僕も追い抜かれる」と彼女の理解力の高さ

に舌を巻いた。両手でパソコンを打つ速さも，

情報教員より速い。 

○英語：夏に試しに英検 3級の問題を解くと満点

だったので，英検準 2級を受けることを目標に

した。冬休みだけでも，自分で問題集を 7回解

くほど努力した。1月に一次試験，2月に二次試

験があり，どちらも上位の成績で通過し，合格

した。 

○国語：古文も漢文も際立った理解力で教科書を

読み進めた。膝の上のパソコンで，教員が説明

した内容を毎回，的確に綿密にノートに取った。

漢文では，司馬遷の「史記」を原文で読み進め

る程の力をつけた。 

○美術：秋の文化祭以降に，美術教員からの申し

出で美術の授業も受けることになり，スクーリ

ングを週 2回に増やして夕方までデッサンに取

り組んだ。 

 

＜進路に向けて…意識の変遷＞ 

中 3の時には，将来の希望を尋ねると「何にも

なりたくない，今のままでいい」と答えていた。

一日中，自宅のベッドの上に長座して，本を読ん

だり，パソコンでストーリーのあるゲームを作っ

たりしている生活。知的な要求は，読書や電子辞

書やテレビ（ニュースやＮＨＫ教育テレビ等）や

インターネット等で満たされており，会話も母や

姉との趣味の合う会話で満たされている様子だっ

た。 

高 2頃から，卒業後に何かはしなければと思い

始めるが，何をしたいかがわからない。試しに作

業所の実習に行くが，自宅近くの作業所ではパソ

コンの仕事は人が足りており，箱折りなどの作業

を体験した。姉の行っているＡ大学の通信も考え

てみるが，自分がやりたいと思うコースが見つか

らないでいた。 

高 3になる春休みに，新聞の折り込みチラシで，

Ｂ大学の通信教育課程の中に，パソコンでイラス

トを描くコースがあるのを発見する。「ここに進学

して絵を描くことを学びたい」と，初めて目標が

できた。 

6月に，本人・母・訪問担当・進路主任の四人



でＢ大学を訪ねる。大学側に「障害があっても，

特別扱いはしません」と厳しく言われるが，ｋさ

んはあきらめなかった。 

Ｂ大学のスクーリング（年に十数回，大学に行

って授業を受ける）に一人で通えるようになるた

め，夏休みに電動車いすの認定を受けに行き，秋

に自分の電動車いすが出来てきた。そこで，スク

ーリング時に自分の電動車いすで学校に通う練習

をした。そして，秋以降のスクーリングでは，タ

クシーを使わず電動車いすを使って一人で家と学

校を往復できるようになった。 

11月の土曜日に 2回，電動車いすと市バスを使

って大学に行く練習を訪問担当と一緒に行なった。

（学部長には事前に報告。授業外の取組なので，

何かあった時の保障が無いことを保護者に了解を

得て行う。） 

 

＜あきぞらフェスタ（文化祭）10月 17日～18日

＞ 

○展示：学年共通の作品に出品した他，高等部の

訪問 2名で独自に「北総合美術部」と題して作

品を展示発表した。ｋさんは，自分がパソコン

で描きためた作品の中から 5点を発表した。ｋ

さんの作品の完成度の高さが，保護者たちの間

でも評判になった。 

○ステージ：高 3がステージ発表を行い，学年の

歌「ＬＩＮＫ」を全員で歌った。学年の歌は，

学年合作の歌詞に，ｋさんが作曲を頼まれて，

ｉＰａｄの作曲アプリで作曲した。この歌は，

観客の大きな感動を呼んだ。また，全員が舞台

上で自分の 3年間の思い出や卒業後の進路を語

り，ｋさんも「私は，Ｂ大学の通信へ行って，

大好きな絵を学びます。」と堂々と語った。 

この時ｋさんの決意を聞いた美術教員から

「放課後の時間なら教えられる」と美術の授業

の申し出があり，ｋさんは受けることにした。

そこで金曜午後の訪問をスクーリングに変更し，

最後の 30分間（3：30～4：00）を美術とした。

途中からは時間が足りないということで 4：30

まで延長して行うようになった。11月～2月と

いう時節柄，夕方はすぐ薄暗くなり，寒風吹き

すさぶ日も多かったが，がんばって週 2回，電

動車いすでスクーリングに通うことができた。  

 

＜中村周平さんとの出会い＞ 

しかし，いよいよ卒業の時期が近づいてくると，

ｋさんから不安の声を聞くようになった。姉は大

学生活を活発に楽しんでいるが，はたして自分は

大学のスクーリング等をやっていくことができる

のか。また，6月に大学見学に行った際「大学で

イラストを勉強しても，そのことを生かして就職

できる卒業生はほとんどいない」と大学の先生に

言われたが，大学卒業後に自分はどんな就職がで

きるのか。「作業所の箱折りの仕事を選択した方が

楽だったかもしれない」と言ったりし始めた。 

そこで，卒業を目前にした 2月末，中村周平さ

んに会いに行く計画を立てた。周平さんは，北総

合の教員の息子さんで，高校時代にラグビー部で

の事故で頸髄を損傷し，胸から下の機能や感覚が

麻痺する後遺症が残りながらも，介助者のサポー

トを受けながら立命館大学を卒業し，一旦は就職

したのち，今また同志社大学の大学院で学んでい

る。以前，ＮＨＫの「きらっと生きる」という番

組でも紹介された人である。（会いに行く日は土曜

日とし，これも授業外の取組となるが，保護者の

了解を得て行った。） 

周平さんは現在サポートを受けながら一人暮ら

しをしている。まず，一週間前の土曜日に，周平

さん・その母（北総合の教員）・訪問担当の三人で，

周平さんのマンションで打ち合わせをした。当日

は，ｋさんと訪問担当の二人で周平さんのマンシ

ョンを訪ね，周平さんとｋさんの二人で 1時間半

ほど話し合ってもらった。文化祭で展示発表した

5枚の絵も持参し，見てもらった。 

周平さんはｋさんの話もよく聞きながら，自分

が大学で受けた多くのサポートや，そのために自

分が仲間たちと大学に働きかけていった経験を話

してくれた。ｋさんの目下の悩みの「大学へスク

ーリングに行く時にヘルパーさんの援助を受けら

れるのか（母は現在，福祉事務所から難しいと言

われている）」ということに対しても，「福祉事務

所にヘルパーさんをお願いしに行くときに，親だ

けではなく本人も行って訴えると結果は全然違っ

てくる」というアドバイスをしてくれた。ｋさん

は非常に感銘を受けた様子だった。 

二人は，すっかり意気投合し，始めはぎごちな

かった会話も弾み，周平さんに「大学卒業後に，

もしもどこにも行くところがなかったら，僕のこ

れから立ち上げるＮＰＯ法人をパソコンで手伝っ

てもらえませんか」と言われて，ｋさんも嬉しそ



うだった。持参した絵についても高く評価してい

ただき，自分をバックアップしてくれている人々

にも知らせていきたいとのことだった。 

 

＜その後＞ 

3月 6日，卒業式に電動車いすに袴姿で出席し，

卒業していった。 

 大学への引き継ぎとして，訪問担当が「調査書」

を作成し，ｋさんの実態や障害名，健康・安全管

理上で特にお願いしたいことを記入し，進路主事

に大学まで届けてもらった。 

 

4月にＢ大学の通信の情報デザインコースに入

学。6月中旬からスクーリングが始まった。本人

や保護者から聞く話では，上記の調査書でお願い

した内容はほとんど考慮されていないようで，今

後の課題が残る。 

 

１． まとめ  

 「訪問教育」という制度は，ｋさんの場合，大

変有効だったと思われる。「不登校の生徒」として

卒業を迎えた可能性もあったかと思うと，本当に

「訪問教育」制度があって良かったとつくづく思

う。本人に合わせた訪問授業（教科学習）とスク

ーリング（教科学習中心だが，学年の友だちとの

交流も含む）という組み合わせが，彼女の心も身

体も学力も大きく成長させていった。その中で，

彼女は大学に進学する力をつけていった。 

ただ，進路先が大学の通信教育課程だったため

高校での習得単位数は問われなかったが，通常の

大学だったならば単位数が足りないため受験でき

なかったという。ｋさんは，高 1の通学籍の時は

「準ずる課程」だったため，25単位習得している。

しかし高 2から訪問籍になると「知的障害の教育

課程」に変わり，指導要録の様式も変わって，単

位はまったく出なかった。ｋさんに知的障害は無

く，実際の学習内容も，このレポートで紹介した

ようにハイレベルなものであったのだが。本人も

「通学生のときより，訪問の時の方がずっとたく

さん勉強したと思う」と言っている。それは，中

3から高 3までの 4年間，彼女の訪問担当や教科

担当をしてきた私の実感でもある。 

全国的に見ると，病弱等の支援学校では，高等

部の訪問で「準ずる課程」が行われているところ

もあるようである。ただし，単位の認定の仕方な

どは様々のようだ。ｋさんの場合も、教科の数や

指導体制が高等学校の通信教育課程に準ずるほど

だったかというと、そうではない。ただ、訪問教

育という制度に非常に大きな可能性があることを、

ｋさんの事例は示しているように思う。 

 

 
椅子に 2 時間以上座るなどして長く足を下ろし

ていたり，右手をよく使ったりすると痛みが出て

くるので，大抵は長座で座り，なるべく左手を使

うようにしている。スクーリング時には床にマッ

トを敷いて長座で授業を受けていた。今後，大学

のスクーリングに参加するときにも，ときどきは

足を伸ばして休憩することが望ましいと考える。

また，右手は机の高さにあげると動きづらいが，

膝の上に置いた高さだと動きやすい。遣いすぎる

と痛みが出るにも関わらず右利きなので，動きや

 



第10分科会「特別分科会｢保護者とともに学ぶ｣」 

■共同研究者まとめ 

岩井正一 
愛媛県重症心身障害児（者）を守る会代表 

 
１．はじめに 

訪問教育の親の願いは、在学中の学習保障にとど

まらず、卒業後の生活や社会とのつながりへと広が

っている。それを支える医療を含むネットワーク作

りが極めて重要であるが、その中の一番の問題とし

て、コーディネートのキーパーソンが定まらないこ

とである。その課題を含め保護者や支援する関係者

が情報を交流し合い一緒に考えるためにこの分科会

は参集を呼びかけられた。 

子どもを中心に置いた親と教員との連携・協働は

いつの時代も重要であって、世代をつなぐ方策も課

題としながら意見交換を行った内容を報告する。 

 

２．自己紹介 

・保護者 4 名、教員 7 名、元教員 3 名の参加でそ

れぞれの立場で自己紹介を行う。 

・岡山県訪問教育卒業生の訪問教育親の会会員か

らの手紙紹介。 

≪岡山県の医療型短期入所施設は、県南に集中

している。利用が非常に困難であった自分の住

む県北の方々のアンケート調査を行い、切実な

思いを県に要望した。それを新聞記事で見たあ

る医療機関が独自で短期入所を開設してくれ月

２～３回の利用が可能となった。ベッドも３床

から４床に増えた。その後、県も要望を受け入

れ、２施設に１床ずつ新たに開設され様々な用

事の時に助かっている。保護者同士の情報交換

の場が無くなってきている。特に訪問生は情報

が届きにくい環境にあるので、是非、全訪研の

先生方の協力により一人でも多くの訪問生に情

報が届くことを祈っている。≫ 
 

３．訪問教育や親の会から学んだ事 
（愛媛県重症心身障害児(者)を守る会 岩井正一） 
今年で２０歳になる長男は、生後１ヶ月から大脳

皮質形成異常・難治性てんかんのため車で４時間の

大学病院に入院。その後、生後９か月の時に東京の

病院で大脳の一部の切除等をする手術を受ける。 

愛媛県の最南端に居住しているが、日本の中央の

医療機関に行かざるを得なかったことが、多くの方

との出会いに恵まれ救われてきた。全国訪問教育親

の会の方、全訪研の先生方から親としての役割や活

動の在り方を教わった。また、就学前から卒業後を

見据えながら、子どもにとって必要なことは、不器

用であっても親の言葉で伝えることが重要である。

その裏付けとなるデータも必須であることも教わっ

た。そのことが後に、自分の置かれた環境の中で必

要に駆られ動く時に大変役に立ち、何も無いゼロだ

った地域に、通える場や相談窓口が僅かではあるが

実現した。８年前の全訪研分科会の中で、「気長に

諦めずつないでいこう。楽しんでワクワクしてやろ

う。なにくそ精神でやろう。」とある先生から親へ

のメッセージを頂いた。それをいつも心に留め置き、

つながりのできやすい横の同世代を、卒業後に消滅

させるのではなく、縦（世代）を貫く関係を意識し

て、卒業した今も自身が次の世代とつながっていく

活動を続けたい。 

 

４．意見交換 

学校における医療的ケアについて、地域格差や立

場や考え方の違い、揺れ動く思いなど意見交換が行

われた。また、訪問生は、スクーリング時には学校

での医療的ケアの対象にはならない事例も紹介され

た。 

これからは、成功例より、失敗談を出し合って、

同じ轍を踏まないよう、後に続く方法を考えていく

ことも良いのでないかという提言があった。通学卒

業生の保護者からは、この全訪研大会のことを、知

り合いの訪問生の保護者は知らなかったが、託児も

あるのに、家族にどのように知らせているのかとい



う課題も示された。 
 

５．まとめ 

本分科会は、平成 20年度東京大会以来、「保護者

とともに学ぶ」分科会として開催されたが、保護者

は訪問教育卒業生２名、通学生１名、通学卒業生１

名の参加であった。 

本来、親自身が教育を含めあらゆる立場の方々と

つながり能動的に動くことでエンパワーメントされ、

コーディネートする感性が身に付き、個別ニーズが

社会的ニーズとなる過程で、キーパーソンとなる人

材も育っていくのではないかと期待する。しかし、

充実した教育という本人・家族にとって居心地の良

い時空の中で、受動的、依存的になる可能性もあり、

家族同士の関係が希薄となってきている。卒業後も

教員等との関係が個人的に継続されるのは稀である

と思われるが、親の会や全訪研などを通じての関係

の継続は可能であると実感し、各種団体等の果たす

役割が増々重要であることを再考する必要性を感じ

ている。 

最後に、意見交換の中でも出たが、今後もこの分

科会を継続するためには、現役の訪問生の家族の参

加が必須で、親の会と全訪研はしっかりつながり合

い続けることが大切である。そのためにも、基礎土

台となる家族同士の関係づくりに、全訪研や訪問教

育の先生方の橋渡し的な支援が必要不可欠である。

また、求心力となる保護者側の目標となる柱を立て

ることが必要であるという意見でまとまった。 

 



Ⅲ こんにちは目次 

１５０号（２０１５年１月２０日発行）～１５４号（２０１６年１月２０日発行） 
 
●１５０号（２０１５年１月２０日発行） 
◇巻頭言 全校研究会での報告 
 長 正晴（事務局長） 
◇関東訪問教育研究会（関訪研）第２回研究会報

告 
 長 正晴（事務局長） 
◇新聞を届けよう！ ～訪問学級中学部生徒の

作文の取り組みから～ 
 岩瀬 智歓江 
（北海道紋別養護学校ひまわり学園分校 

◇訪問教育生徒の校外宿泊学習への参加につい

て 
 佐久間 倫代 

（福岡県久留米市立久留米特別支援学校） 
◇「ＳＡＹＡＮ」さんを紹介します 
 西村 圭也（全訪研元会長） 
◇第２８回近畿大会概要 
◇全国訪問教育研究会ＭＬ呼びかけ 
◇編集後記 
 
●１５１号（２０１５年４月２０日発行） 
◇巻頭言 皆さんで訪問教育への『提言』を練り

上げて下さい。 
 高木 尚（全国訪問教育研究会・会長） 
◇近畿訪問教育研究会（近訪研）活動報告 
 長島 康代（京都府立向日が丘支援学校） 
◇たくさんの「はじめて」を 
 山之上 侑佳（鹿児島県立牧之原養護学校） 
◇年に一度、みんなが集まる社会見学 
 古澤 直子（東京都立城南特別支援学校） 
◇全国各地の訪問教育 
◇沖縄セミナー報告 
 木下 博美（全国訪問教育研究会副会長） 
 下川 和洋（全国訪問教育研究会事務局） 
 
●１５２号（２０１５年６月２０日発行） 
◇巻頭言 「つながる」ことは おもしろい 
 長島 康代（全国訪問教育研究会 第２８回全

国大会 現地実行委員会） 
      （京都府立向日が丘支援学校 教諭） 

◇訪問教育の充実と拡大のために（案） 
 全国訪問教育研究会 
◇２０１５年度 活動方針(案) 
 全国訪問教育研究会 
◇活動経過報告 
 全国訪問教育研究会 
◇地域活動推進費要項・申込書 
 
●１５３号（２０１５年１０月２０日発行） 
◇開会挨拶 
 高木 尚（全国訪問教育研究会・会長） 
◇大会実行委員長挨拶 
 渡辺 実 

（花園大学 社会福祉学部 臨床心理学科 教授） 
◇来賓挨拶 
 立久井 聡 

（京都府教育庁指導部特別支援教育課長） 
 中原 浩二 
（京都市教育委員会指導部総合育成支援課長） 

 福田 智佳子（全国訪問教育親の会） 
◇基調報告・活動方針 
 木下 博美（全国訪問教育研究会・副会長） 
◇開催地からの報告 
◇大会記念講演 「前例がなければつくればいい」

（概要） 
 青野 浩美（ピアノ：新 真由美） 
◇編集後記 
 
●１５４号（２０１６年１月２０日発行） 
◇巻頭言 
 岡田 敏男（全国訪問教育研究会・副会長） 
◇分科会報告（写真） 
◇ワークショップ報告 
◇決算・予算 
◇閉会行事 
◇大会宣言 
◇編集後記 



◇編集後記◇ 
 「訪問教育研究第28集」をお届けします。お忙しい中、原稿を執筆していただいた皆様に感謝申し上げます。 
 
縁あって愛媛に暮らして4年目になります。近畿大会での歌とお話を愛媛の人にも聞いてもらいたくて、青野

さんに来ていただきました。青野さんは「気管切開している歌手だからよんでもらえる」と仰っていました。大

会記念講演では「障害がなくなったら失業する」とも。少し違うと思いながら聞きました。気管切開している歌

手の『青野浩美』さんだから来てもらいたかったのです。多分、障害がなくなったら、「障害がなくなった歌姫」

として活躍されるのではないかと思います。 
もしも障害がなくなっても、やはり青野さんの歌と話が聞きたいと思うでしょう。それが、青野さんが言って

いた「前例」であり、「つながり」ということかな。 
全訪研も前例となる実践をつなぎながら、進んでいけたらと思います。 

（編集担当 樫木） 
２０１５年１２月 
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